
第

章

総

則

関

係

京
都
帝
国
大
学
創
立

京
都
帝
国
大
学
二
関
ス
ル
件

[

一

]

勅
令
第
二

O
九
号

一
八
九
七
(
明
治
三
O
)
年
六
月
一
八
日
(
官
報
六
月
一
一
一
一
日
)

朕
京
都
帝
国
大
学
ニ
関
ス
ル
件
ヲ
裁
可
シ
弦
ニ
之
ヲ
公
布
セ
シ
ム

御

名

御

璽

明
治
三
十
年
六
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣
伯
爵
松
方
正
義

文

部

大

臣

侯

爵

蜂

須

賀

茂

詔

勅
令
第
二
百
九
号

第
一
条

第
二
条

京
都
ニ
帝
国
大
学
ヲ
置
キ
京
都
帝
国
大
学
ト
称
ス

京
都
帝
国
大
学
ノ
分
科
大
学
ハ
帝
国
大
学
令
第
九
条
ニ
依

ラ
ス
法
科
大
学
医
科
大
学
文
科
大
学
及
理
工
科
大
学
ト
ス

京
都
帝
国
大
学
ノ
分
科
大
学
及
分
科
大
学
中
ノ
各
学
科
開

設
ノ
期
日
ハ
文
部
大
臣
之
ヲ
定
ム

第
三
条

〔注〕

明
三
六
勅
令
五
四
、
明
四
四
勅
令
四
四
、
大
三
勅
令
一
四
五

一
九
一
九
・
二
・
七
勅
令
第
二
二
号
で
廃
止
。

改
正京

都
帝
国
大
学
の
位
置
*

[

一

]

文
部
省
告
示
第
一
六
号

一
八
九
七
(
明
治
三
O
)
年
七
月
二

O
日

京
都
帝
国
大
学
ノ
位
置
ハ
京
都
市
上
京
区
吉
田
町
ト
シ
七
月
二
十
五

日
ヨ
リ
事
務
ヲ
開
始
ス

明
治
三
十
年
七
月
二
十
日

文
部
大
臣
侯
爵
蜂
須
賀
茂
留

3 



法令 ・規則

員リ

第 l編

帝
国
大
学
令

{

一

]

勅
令
第
三
号

一八
八
六
(
明
治
一
九
)
年
三
月
一
日
(
官
報
三
月
二
日
)

朕
帝
国
大
学
令
ヲ
裁
可
シ
弦
ニ
之
ヲ
公
布
セ
シ
ム

御

名

御

璽

明
治
十
九
年
三
月
一
日

内
閣
総
理
大
臣
伯
爵
伊
藤
博
文

文

部

大

臣

森

有

種

勅
令
第
三
号

帝
国
大
学
令

第
一
条
帝
国
大
学
ハ
国
家
ノ
須
要
ニ
応
ス
ル
学
術
技
芸
ヲ
教
授
、ン

及
其
趨
奥
ヲ
孜
究
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

第
二
条
帝
国
大
学
ハ
大
学
院
及
分
科
大
学
ヲ
以
テ
構
成
ス
大
学
院

ハ
学
術
技
芸
ノ
誼
奥
ヲ
孜
究
シ
分
科
大
学
ハ
学
術
技
芸
ノ
理
論
及

応
用
ヲ
教
授
ス
ル
所
ト
ス

第
三
条
分
科
大
学
ノ
学
科
ヲ
卒
へ
定
規
ノ
試
験
ヲ
経
タ
ル
者
ニ
ハ

卒
業
証
書
ヲ
授
与
ス

第
四
条
分
科
大
学
ノ
卒
業
生
若
ク
ハ
之
ト
同
等
ノ
学
カ
ヲ
有
ス
ル

者
ニ
シ
テ
大
学
院
ニ
入
リ
学
術
技
芸
ノ
趨
奥
ヲ
孜
究
シ
定
規
ノ
試

験
ヲ
経
タ
ル
者
ニ
ハ
学
位
ヲ
授
与
ス

第
五
条
帝
国
大
学
職
員
ヲ
置
ク
左
ノ
如
シ

総

長

勅

任

評
議
官

書
記

官

奏

任

書

記

判

任

第
六
条

帝

国

大

学
総
長
ハ
文
部
大
臣
ノ
命
ヲ
承
ケ
帝
国
大
学
ヲ
総

轄
ス
其
職
掌
ノ
要
領
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ

第

一

帝

国

大
学
ノ
秩
序
ヲ
保
持
ス
ル
事

第
二
帝
国
大
学
ノ
状
況
ヲ
監
視
シ
改
良
ヲ
加
フ
ル
ノ
必
要
ア

リ
ト
認
ム
ル
事
項

ハ
案
ヲ
具
へ
テ
文
部
大
臣
ニ
提
出
ス

ル
事

第
三
評
議
会
ノ
議
長
ト
ナ
リ
テ
其
議
事
ヲ
整
理
シ
及
議
事
ノ

顛
末
ヲ
文
部
大
臣
ニ
報
告
ス
ル
事

第
四
法
科
大
学
長
ノ
職
務
ニ
当
ル
事

評
議
会
ハ
便
宜
ニ
従
ヒ
帝
国
大
学
若
ク
ハ
文
部
省
ニ
於
テ

4 

第
七
条

開
設
ス

評
議
会
ノ
議
一
一
付
ス
ヘ
キ
事
項
左
ノ
知
シ

第
一
学
科
課
程
-
一
関
ス
ル
事
項



第
二
大
学
院
及
分
科
大
学
ノ
利
害
ノ
錦
長
ニ
関
ス
ル
事
項

第
八
条
評
議
官
ハ
文
部
大
臣
各
分
科
大
学
教
授
ヨ
リ
各
二
人
ヲ
特

選
シ
テ
之
ニ
充
ツ

第
九
条
評
議
官
ハ
五
箇
年
ヲ
以
テ
任
期
ト
ス
任
期
満
ツ
ル
ノ
後
時

宜
ニ
依
リ
更
ニ
勤
続
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
十
条
分
科
大
学
ハ
法
科
大
学
医
科
大
学
工
科
大
学
文
科
大
学
及

理
科
大
学
ト
ス

法
科
大
学
ヲ
分
テ
法
律
学
科
及
政
治
学
科
ノ
二
部
ト
ス

第
十
一
条
各
分
科
大
学
職
員
ヲ
置
ク
左
ノ
如
シ

長

奏
任

奏
任

奏
任

奏
任

奏
任

総則関係

教
頭

教
授

助
教
授

舎
監

書

記

判

任

第
十
二
条
分
科
大
学
長
ハ
教
授
ヨ
リ
特
選
シ
テ
之
ニ
兼
任
ス

分
科
大
学
長
ハ
帝
国
大
学
総
長
ノ
命
令
ノ
範
囲
内
ニ
於
テ
主
管
科

大
学
ノ
事
務
ヲ
掌
理
ス

第
十
三
条
各
分
科
大
学
ノ
教
頭
ハ
教
授
ヨ
リ
特
選
シ
テ
之
ニ
兼
任

第 l章

ス教
頭
ハ
教
授
及
助
教
授
ノ
職
務
ヲ
監
督
シ
及
教
室
ノ
秩
序
ヲ
保
持

ス
ル
コ
ト
ヲ
掌
ル

第
十
四
条
各
分
科
大
学
ノ
教
授
助
教
授
ノ
人
員
ハ
其
学
科
ノ
軽
重

及
学
生
ノ
員
数
ニ
応
シ
テ
別
ニ
文
部
大
臣
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル

改
正

明
二
三
勅
令
九
三
、
勅
令
二
六
九
、
明
二
五
勅
令
七
五
、
明
二
六
勅
令

八
二

〔注〕

一
九
一
九
・
二
・
七
勅
令
第
一
二
号
で
全
部
改
正
。

[

一

]

勅
令
第
八
二
号

一
八
九
三
(
明
治
二
六
)
年
八
月
一

O
目
(
官
報
八
月
一
一
日
)

帝
国
大
学
令
一
部
改
正

明
治
十
九
年
勅
令
第
三
号
帝
国
大
学
令
第
五
条
以
下
ヲ
改
正
ス
ル
コ

ト
左
ノ
如
シ

第
五
条
帝
国
大
学
総
長
ハ
帝
国
大
学
ヲ
総
轄
シ
帝
国
大
学
内
部
ノ

秩
序
ヲ
保
持
ス

第
六
条
帝
国
大
学
ニ
評
議
会
ヲ
設
ク

評
議
会
ハ
各
分
科
大
学
長
及
各
分
科
大
学
教
授
各
一
名
ヲ
以
テ
会

口貝
ト
ス

帝
国
大
学
総
長
ハ
評
議
会
ヲ
召
集
シ
其
ノ
議
長
ト
ナ
ル

第
七
条
教
授
ニ

シ
テ
評
議
員
タ
ル
モ
ノ
ハ
各
分
科
大
学
毎
ニ
教
授

ノ
互
選
ニ
依
リ
文
部
大
臣
之
ヲ
命
ス

5 



法令・規則

前
項
ノ
評
議
員
ハ
三
筒
年
ヲ
以
テ
任
期
ト
ス
但
満
期
ノ
後
再
選
セ

ラ
ル
、
コ
ト
ヲ
得

第
八
条
評
議
会
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
審
議
ス

第
一
各
分
科
大
学
ニ
於
ケ
ル
学
科
ノ
設
置
廃
止
ノ
件

第
二
講
座
ノ
種
類
ニ
付
諮
拘
ノ
件

第
三
大
学
内
部
ノ
制
規
但
勅
令
又
ハ
省
令
ヲ
発
ス
ル
ノ
必
要

ア
ル
モ
ノ
ハ
其
ノ
建
議
案

第
四
学
位
授
与
ノ
件

第
五
其
ノ
他
文
部
大
臣
又
ハ
帝
国
大
学
総
長
ヨ
リ
諮
詞
ノ
件

評
議
会
ハ
高
等
教
育
ニ
関
ス
ル
事
項
ニ
付
其
ノ
意
見
ヲ
文
部
大
臣

ニ
建
議
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
九
条
分
科
大
学
ハ
法
科
大
学
医
科
大
学
工
科
大
学
文
科
大
学
理

科
大
学
農
科
大
学
ト
ス

第
十
条
分
科
大
学
長
ハ
分
科
大
学
ノ
学
務
ヲ
統
理
ス

第
十
一
条
各
分
科
大
学
ノ
教
官
ハ
教
授
及
助
教
授
ト
ス

第
十
二
条
必
要
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
帝
国
大
学
総
長
ハ
講
師
ヲ
嘱

託
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
三
条
帝
国
大
学
ニ
功
労
ア
リ
又
ハ
学
術
上
効
績
ア
ル
者
ニ
対

シ
勅
旨
ニ
由
リ
又
ハ
文
部
大
臣
ノ
奏
宣
ニ
白
リ
名
誉
教
授
ノ
名
称

ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
十
四
条
各
分
科
大
学
ニ
教
授
会
ヲ
設
ケ
教
授
ヲ
以
テ
会
員
ト
ス

第 1編

分
科
大
学
長
ハ
教
授
会
ヲ
召
集
シ
其
ノ
議
長
ト
ナ
ル

第
十
五
条
教
授
会
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
審
議
ス

第
一
分
科
大
学
ノ
学
科
課
程
ニ
関
ス
ル
件

第
二
学
生
試
験
ノ
件

第
三
学
位
授
与
資
格
ノ
審
査

第
四
其
ノ
他
文
部
大
臣
又
ハ
帝
国
大
学
総
長
ヨ
リ
諮
詞
ノ
件

第
十
六
条
分
科
大
学
長
ハ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
教
授
ノ
外

助
教
授
又
ハ
嘱
託
講
師
ヲ
教
授
会
ニ
列
席
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
七
条
各
分
科
大
学
ニ
講
座
ヲ
置
キ
教
授
ヲ
シ
テ
之
ヲ
担
任
セ

6 

ユ/
ム

教
授
ヲ
欠
ク
場
合
ニ
於
テ
ハ
助
教
授
又
ハ
嘱
託
講
師
ヲ
シ
テ
講
座

ヲ
担
任
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
十
八
条
講
座
ノ
種
類
及
其
ノ
数
ハ
別
ニ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
十
九
条
本
令
ハ
明
治
二
十
六
年
九
月
十
一
日
ヨ
リ
施
行
ス

大

令

学

[

一

]

勅
令
第
三
八
八
号

一
九
一
八
(
大
正
七
)
年
一
二
月
五
日
(
官
報
一
二
月
六
日
)

朕
枢
密
顧
問
ノ
諮
絢
ヲ
経
テ
大
学
令
ヲ
裁
可
シ
弦
ニ
之
ヲ
公
布
セ
シ

ム



御

名

御

璽

大
正
七
年
十
二
月
五
日

内
閣
総
理
大
臣

文

部

大

臣

原

敬

中
橋
徳
五
郎

総則関係

勅
令
第
三
百
八
十
八
号

大
学
令

第
一
条
大
学
ハ
国
家
ニ
須
要
ナ
ル
学
術
ノ
理
論
及
応
用
ヲ
教
授
シ

並
其
ノ
殖
奥
ヲ
攻
究
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
シ
兼
テ
人
格
ノ
陶
冶
及

国
家
思
想
ノ
溺
養
ニ
留
意
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
二
条
大
学
ニ
ハ
数
個
ノ
学
部
ヲ
置
ク
ヲ
常
例
ト
ス
但
シ
特
別
ノ

必
要
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
単
ニ
一
個
ノ
学
部
ヲ
置
ク
モ
ノ
ヲ
以
テ

一
大
学
卜
為
ス
コ
ト
ヲ
得

学
部
ハ
法
学
、
医
学
、
工
学
、
文
学
、
理
学
、
農
学
、
経
済
学
及

商
学
ノ
各
部
ト
ス

特
別
ノ
必
要
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
実
質
及
規
模
一
学
部
ヲ
構
成
ス
ル

ニ
適
ス
ル
ト
キ
ハ
前
項
ノ
学
部
ヲ
分
合
シ
テ
学
部
ヲ
設
ク
ル
コ
ト

ヲ
得

第 1章

第
三
条
学
部
ニ
ハ
研
究
科
ヲ
置
ク
ヘ
シ

数
個
ノ
学
部
ヲ
置
キ
タ
ル
大
学
ニ
於
テ
ハ
研
究
科
間
ノ
聯
絡
協
調

ヲ
期
ス
ル
為
之
ヲ
綜
合
シ
テ
大
学
院
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

大
学
ハ
帝
国
大
学
其
ノ
他
官
立
ノ
モ
ノ
ノ
外
本
令
ノ
規
定

第
四
条

ニ
依
リ
公
立
又
ハ
私
立
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
五
条
公
立
大
学
ハ
特
別
ノ
必
要
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
北
海
道
及
府

県
ニ
限
リ
之
ヲ
設
立
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
六
条
私
立
大
学
ハ
財
団
法
人
タ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
但
シ
特
別
ノ
必

要
ニ
因
リ
学
校
経
営
ノ
ミ
ヲ
目
的
ト
ス
ル
財
団
法
人
カ
其
ノ
事
業

ト
シ
テ
之
ヲ
設
立
ス
ル
場
合
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ス

第
七
条
前
条
ノ
財
団
法
人
ハ
大
学
ニ
必
要
ナ
ル
設
備
又
ハ
之
ニ
要

ス
ル
資
金
及
少
ク
ト
モ
大
学
ヲ
維
持
ス
ル
ニ
足
ル
ヘ
キ
収
入
ヲ
生

ス
ル
基
本
財
産
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

基
本
財
産
中
前
項
ニ
該
当
ス
ル
モ
ノ
ハ
現
金
又
ハ
国
債
証
券
其
ノ

他
文
部
大
臣
ノ
定
ム
ル
有
価
証
券
ト
シ
之
ヲ
供
託
ス
へ
シ

第
八
条
公
立
及
私
立
ノ
大
学
ノ
設
立
廃
止
ハ
文
部
大
臣
ノ
認
可
ヲ

受
ク
へ
シ
学
部
ノ
設
置
廃
止
亦
同
シ

前
項
ノ
認
可
ハ
文
部
大
臣
ニ
於
テ
勅
裁
ヲ
請
フ
へ
シ

第
九
条
学
部
ニ
入
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ハ
当
該
大
学
予
科
ヲ
修

了
シ
タ
ル
者
、
高
等
学
校
高
等
科
ヲ
卒
リ
タ
ル
者
又
ハ
文
部
大
臣

ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
之
ト
同
等
以
上
ノ
学
力
ア
リ
ト
認
メ
ラ
レ
タ

ル
者
ト
ス

入
学
ノ
順
位
ニ
関
ス
ル
規
程
ハ
文
部
大
臣
之
ヲ
定
ム

第
十
条
学
部
ニ
三
年
以
上
在
学
シ
一
定
ノ
試
験
ヲ
受
ケ
之
ニ
合
格

シ
タ
ル
者
ハ
学
士
ト
称
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

7 



法令・規則

前
項
ノ
在
学
年
限
ハ
医
学
ヲ
修
ム
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
四
年
以
上
ト

ス

第 1編

第
十
一
条
研
究
科
ニ
入
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ハ
医
学
ヲ
修
ム
ル
者
ニ

在
リ
テ
ハ
四
年
以
上
其
ノ
他
ノ
者
ニ
在
リ
テ
ハ
三
年
以
上
当
該
学

部
ニ
在
学
シ
其
ノ
他
相
当
ノ
学
カ
ヲ
具
ヘ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
当
該
学

部
ニ
於
テ
適
当
ト
認
メ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
二
条
大
学
ニ
ハ
特
別
ノ
必
要
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
予
科
ヲ
置
ク

コ
ト
ヲ
得

大
学
予
科
ニ
於
テ
ハ
高
等
学
校
高
等
科
ノ
程
度
ニ
依
リ
高
等
普
通

教
育
ヲ
為
ス
へ
シ

大
学
予
科
ノ
修
業
年
限
ハ
三
年
又
ハ
二
年
ト
ス

修
業
年
限
三
年
ノ
大
学
予
科
ニ
入
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ハ
中
学

校
第
四
学
年
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者
又
ハ
文
部
大
臣
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依

リ
之
ト
同
等
以
上
ノ
学
力
ア
リ
ト
認
メ
ラ
レ
タ
ル
者
ト
ス

修
業
年
限
二
年
ノ
大
学
予
科
ニ
入
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ハ
中
学

校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
又
ハ
文
部
大
臣
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
之
ト
同

等
以
上
ノ
学
力
ア
リ
ト
認
メ
ラ
レ
タ
ル
者
ト
ス

第
十
四
条
大
学
予
科
ノ
設
備
、
編
制
、
教
員
及
教
科
書
ニ
付
テ
ハ

高
等
学
校
高
等
科
ニ
関
ス
ル
規
定
ヲ
準
用
ス

第
十
五
条
大
学
予
科
ノ
生
徒
定
数
ハ
毎
年
ノ
予
科
修
了
者
ノ
員
数

カ
其
ノ
年
当
該
大
学
ニ
収
容
シ
得
ル
員
数
ヲ
超
過
セ
サ
ル
程
度
ニ

第
十
三
条

於
テ
之
ヲ
定
ム
へ
シ

第
十
六
条
大
学
及
大
学
予
科
ノ
学
則
ハ
法
令
ノ
範
囲
内
ニ
於
テ
当

該
大
学
之
ヲ
定
メ
文
部
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ク
へ
シ

第
十
七
条
公
立
及
私
立
ノ
大
学
ニ
ハ
相
当
員
数
ノ
専
任
教
員
ヲ
置

ク
へ
シ

8 

第
十
八
条
私
立
大
学
ノ
教
員
ノ
採
用
ハ
文
部
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ク

へ
シ
公
立
大
学
ノ
教
員
ニ
シ
テ
官
吏
ノ
待
遇
ヲ
受
ケ
サ
ル
者
ニ
付

亦
同
シ

公
立
及
私
立
ノ
大
学
ハ
文
部
大
臣
ノ
監
督
ニ
属
ス

第
二
十
条
文
部
大
臣
ハ
公
立
及
私
立
ノ
大
学
ニ
対
シ
報
告
ヲ
徴
シ

検
閲
ヲ
行
ヒ
其
ノ
他
監
督
上
必
要
ナ
ル
命
令
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
二
十
一
条
本
令
ニ
依
ラ
サ
ル
学
校
ハ
勅
定
規
程
ニ
別
段
ノ
定
ア

ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
大
学
ト
称
シ
又
ハ
其
ノ
名
称
ニ
大
学
タ
ル
コ

ト
ヲ
示
ス
ヘ
キ
文
字
ヲ
用
ウ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
十
九
条附

則

本
令
ハ
大
正
八
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

本
令
施
行
ノ
際
現
ニ
大
学
ト
称
シ
又
ハ
其
ノ
名
称
ニ
大
学
タ
ル
コ
ト

ヲ
示
ス
ヘ
キ
文
字
ヲ
用
ウ
ル
学
校
ニ
ハ
当
分
ノ
内
第
二
十
一
条
ノ
規

定
ヲ
適
用
セ
ス

改
正

昭
三
勅
令
七
、
昭
一
八
勅
令
四

O
、
昭
一
二
勅
令
一

O



〔注

一
九
四
七
・
三
・
三
一
法
律
第
二
六
号
(
学
校
教
育
法
)
で
廃
止
。

回

帝
国
大
学
令

[

一

]

勅
令
第
一
二
号

一
九
一
九
(
大
正
八
)
年
二
月
六
日
(
官
報
二
月
七
日
)

朕
枢
密
顧
問
ノ
諮
詞
ヲ
経
テ
帝
国
大
学
令
改
正
ノ
件
ヲ
裁
可
シ
弦
ニ

之
ヲ
公
布
セ
シ
ム

御

名

御

璽

大
正
八
年
二
月
六
日

内
悶
総
理
大
臣

文

部

大

臣

原

敬

中
橋
徳
五
郎

総 則関係

勅
令
第
十
二
号

帝
国
大
学
令

帝
国
大
学
ハ
数
個
ノ
学
部
ヲ
綜
合
シ
テ
之
ヲ
構
成
ス

各
帝
国
大
学
ニ
置
ク
学
部
ノ
種
類
ハ
別
ニ
勅
令
ヲ
以
テ
之

第第

条条
ヲ
{
足
ム

第 1章

帝
国
大
学
ニ
大
学
院
ヲ
置
ク

第
四
条
帝
国
大
学
ニ
ハ
官
制
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
総
長
、
学
部
長
、

教
授
、
助
教
授
其
ノ
他
ノ
必
要
ナ
ル
職
員
ヲ
霞
ク

必
要
ア
ル
場
合
ニ
於
テ

ハ
帝
国
大
学
総
長
ハ
講
師
ヲ
嘱
託
ス
ル
コ

第

条

ト
ヲ
得

第
五
条
帝
国
大
学
ニ
評
議
会
ヲ
置
キ
各
学
部
長
及
各
学
部
ノ
教
授

二
人
以
内
ヲ
以
テ
之
ヲ
組
織
ス

帝
国
大
学
総
長
ハ
評
議
会
ヲ
召
集
シ
其
ノ
議
長
ト
ナ
ル

第
六
条
教
授
ニ
シ
テ
評
議
員
タ
ル
ー者
ハ
各
学
部
毎
ニ
教
授
ノ
互
選

ニ
依
リ
文
部
大
臣
之
ヲ
命
ス

前
項
評
議
員
ノ
任
期
ハ
三
年
ト
ス

第
七
条
評
議
会
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
審
議
ス

一
学
部
ニ
於
ケ
ル
学
科
ノ
設
置
及
廃
止

二
講
座
ノ
設
置
及
廃
止
ニ
付
諮
絢
シ
タ
ル
事
項

三

大
学
内
部
ノ
制
規

四
其
ノ
他
文
部
大
臣
又

ハ
帝
国
大
学
総
長
ノ
諮
詞
シ
タ
ル
事
項

評
議
会
ハ
高
等
教
育
ニ
関
ス
ル
事
項
ニ
付
意
見
ヲ
文
部
大
臣
ニ
建

議
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
八
条
学
部
ニ
教
授
会
ヲ
置
キ
教
授
ヲ
以
テ
之
ヲ
組
織
ス

学
部
長
ハ
教
授
会
ヲ
召
集
シ
其
ノ
議
長
ト
ナ
ル

第
九
条
教
授
会
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
審
議
ス

学
部
ノ
学
科
課
程
一
一
関
ス
ル
事
項

学
生
ノ
試
験
-
一
関
ス
ル
事
項

其
ノ
他
文
部
大
臣
又
ハ
帝
国
大
学
総
長
ノ
諮
鈎
シ
タ
ル
事
項

学
部
長
ハ

必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ

ハ
助
教
授
又
ハ
嘱
託

9 

第
十
粂



法令・規則

講
師
ヲ
教
授
会
ニ
列
席
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
一
条
学
部
ニ
講
座
ヲ
置
ク

講
座
ハ
教
授
ヲ
シ
テ
之
ヲ
担
任
セ
シ
ム
但
シ
教
授
ヲ
欠
ク
場
合
其

ノ
他
特
別
ノ
事
情
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
助
教
授
又
ハ
嘱
託
講
師
ヲ

シ
テ
之
ヲ
担
任
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
二
条
講
座
ノ
種
類
及
其
ノ
数
ハ
別
ニ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
十
三
条
帝
国
大
学
ニ
功
労
ア
リ
又
ハ
学
術
上
効
績
ア
ル
者
ニ
ハ

勅
旨
ニ
依
リ
名
誉
教
授
ノ
名
称
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

附

則

本
令
ハ
大
正
八
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

第 I編

改
正

昭
二
一
勅
令
三
五
三
、
昭
二
二
勅
令
二
O
四

〔
注
〕
一
九
四
七
・
九
・
三
O
政
令
第
二

O
四
号
で
国
立
総
合
大
学
令
に
改

称
。

一
九
四
九
・
五
・
三
一
法
律
第
一
五
O
号
(
国
立
学
校
設
置
法
)
で
廃

止。

五

{

一

]

勅
令
第
二
二
号

一
九
一
九
(
大
正
八
)
年
二
月
六
日
(
官
報
二
月
七
日
)

帝
国
大
学
及
其
ノ
学
部
ニ
関
ス
ル
件
〔
抄
〕

朕
帝
国
大
学
及
其
ノ
学
部
ニ
関
ス
ル
件
ヲ
裁
可
シ
滋
ニ
之
ヲ
公
布
セ

:/ 

ム

10 

御

名

御

璽

大
正
八
年
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

文

部

大

臣

原

敬

中
橋
徳
五
郎

勅
令
第
十
三
号

帝
国
大
学
及
其
ノ
学
部
ハ
左
ノ
知
シ

〔
中
略
〕

京
都
帝
国
大
学

法
学
部

医
学
部

工
学
部

文
学
部

理
学
部〔

中
略
〕

附

則

本
令
ハ
大
正
八
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

従
前
ノ
法
科
大
学
、
医
科
大
学
、
工
科
大
学
、
文
科
大
学
、
理
科
大

学
、
農
科
大
学
ハ
各
本
令
ノ
法
学
部
、
医
学
部
、
工
学
部
、
文
学
部
、

理
学
部
、
農
学
部
ト
ス

九
州
帝
国
大
学
農
学
部
及
北
海
道
帝
国
大
学
医
学
部
ノ
各
学
科
開
設



ノ
期
日
ハ
文
部
大
臣
之
ヲ
定
ム

明
治
三
十
年
勅
令
第
二
百
八
号
、
同
年
勅
令
第
二
百
九
号
、
明
治
四

十
年
勅
令
第
二
百
三
十
六
号
、
明
治
四
十
三
年
勅
令
第
四
百
四
十
八

号
及
大
正
七
年
勅
令
第
四
十
三
号
ハ
之
ヲ
廃
止
ス

大
八
勅
令
二
三
五
、
勅
令
二
五
五
、
大
一
一
勅
令
三
九
六、

大
一
一一勅

令
四
八
九
、
大
一
三
勅
令
ニ
二
四
、
昭
五
勅
令
五
二
、
昭
六
勅
令
六
八
、

昭
八
勅
令
三
三
、
昭
一
四
勅
令
一
一

O
、
勅
令
一
一
三
、
昭
一
七
勅
令

二
一
五
、
勅
令
二
三
七
、
昭
二
二
勅
令
一
三
九
、
政
令
二
O
四

〔
注
〕
一
九
四
七
・
九
・
三

O
政
令
第
二

O
四
号
で
国
立
総
合
大
学
及
ぴ
其

の
学
部
に
関
す
る
件
に
改
称
。

一
九
四
九
・
五
・
三
一
法
律
第
一
五

O
号
(
国
立
学
校
設
置
法
)
で
廃

止。

改
正

ー』

/、

学
校
教
育
法
〔
抄
〕

[

一

]

法
律
第
二
六
号

一
九
四
七
(
昭
和
二
二
)
年
三
月
二
九
日
(
官
報
三
月
三
一
日
)

総則関係

朕
は
、
枢
密
顧
問
の
誇
詞
を
経
て
、
帝
国
議
会
の
協
賛
を
経
た
学

校
教
育
法
を
裁
可
し
、
こ
こ
に
こ
れ
を
公
布
せ
し
め
る
。

御

名

御

璽

昭
和
二
十
二
年
三
月
二
十
九
日

第 l章

内
閣
総
理
大
臣

土
ロ
閏

茂

内

務

大

臣

大

蔵

大

臣

文

部

大

臣

植
原
悦
二
郎

石

橋

湛

山

高
橋
誠
一
郎

法
律
第
二
十
六
号

学
校
教
育
法

第

一

章

総

則

第
一
条
こ
の
法
律
で
、
学
校
と
は
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学

校
、
大
学
、
盲
学
校
、
聾
学
校
、
養
護
学
校
及
び
幼
稚
園
と
す
る
。

第
二
条
学
校
は
、
園
、
地
方
公
共
団
体
及
び
別
に
法
律
で
定
め
る

法
人
の
み
が
、
こ
れ
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
法
律
で
、
国
立
学
校
と
は
、
国
の
設
置
す
る
学
校
を
、
公

立
学
校
と
は
、
地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
学
校
を
、
私
立
学
校

と
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
法
人
の
設
置
す
る
学
校
を
い
う
。

第
三
条
学
校
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
学
校
の
種
類
に
応
じ
、

監
督
庁
の
定
め
る
設
備
、
編
制
そ
の
他
に
関
す
る
設
置
基
準
に
従

ぃ
、
こ
れ
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
国
立
学
校
及
び
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
設
置
義
務
を
負
う
者

の
設
置
す
る
学
校
の
外
、
学
校
(
大
学
の
学
部
又
は
大
学
院
に
つ
い

て
も
同
様
と
す
る
。
}
の
設
置
廃
止
、
設
置
者
の
変
更
そ
の
他
監
督

庁
の
定
め
る
事
項
は
、
監
督
庁
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

11 



法令・規則

第
五
条
学
校
の
設
置
者
は
、
そ
の
設
置
す
る
学
校
を
管
理
し
、
法

令
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
そ
の
学
校
の
経
費
を

負
担
す
る
。

第
六
条
学
校
に
お
い
て
は
、
授
業
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

但
し
、
国
立
又
は
公
立
の
小
学
校
及
ぴ
中
学
校
又
は
こ
れ
ら
に
準

ず
る
盲
学
校
、
聾
学
校
及
ぴ
養
護
学
校
に
お
け
る
義
務
教
育
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

国
立
又
は
公
立
の
学
校
に
お
け
る
授
業
料
そ
の
他
の
費
用
に
関

す
る
事
項
は
、
監
督
庁
が
、
こ
れ
を
定
め
る
。

第
七
条
学
校
に
は
、
校
長
及
ぴ
相
当
数
の
教
員
を
置
か
な
け
れ
ば

か
?
り
介
。
ぃ
。

第 I編

第
八
条
校
長
及
び
教
員
の
免
許
状
そ
の
他
資
格
に
関
す
る
事
項
は
、

監
督
庁
が
こ
れ
を
定
め
る
。

第
九
条

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
校
長
又
は
教
員
と
な

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
禁
治
産
者
及
ぴ
準
禁
治
産
者

二
長
期
六
年
の
禁
鋼
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

三
長
期
六
年
未
満
の
懲
役
又
は
禁
鋼
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
刑
の

執
行
を
終
り
、
又
は
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
こ
と
に

四
至
ら
な
い
者

前
条
の
免
許
状
取
上
げ
の
処
分
を
受
け
、
二
年
を
経
過
し
な

い
者

五
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
二
百
六
十
三
号
に
よ
る
教
職
不
適
格

者
六
性
行
不
良
と
認
め
ら
れ
る
者

第
十
条
私
立
学
校
は
、
校
長
を
定
め
、
監
督
庁
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
校
長
及
ぴ
教
員
は
、
教
育
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
監
督
庁
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
学
生
、
生
徒
及
ぴ
児

童
に
懲
戒
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
体
罰
を
加
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

第
十
二
条
学
校
に
お
い
て
は
、
学
生
、
生
徒
、
児
童
及
び
幼
児
並

ぴ
に
職
員
の
健
康
増
進
を
図
る
た
め
、
身
体
検
査
を
行
い
、
及
ぴ

適
当
な
衛
生
養
護
の
施
設
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

身
体
検
査
及
ぴ
衛
生
養
護
の
施
設
に
関
す
る
事
項
は
、
監
督
庁

が
、
こ
れ
を
定
め
る
。

12 

第
十
三
条
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
監
督

庁
は
、
学
校
の
閉
鎖
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
法
令
の
規
定
に
故
意
に
違
反
し
た
と
き

法
令
の
規
定
に
よ
り
、
監
督
庁
の
な
し
た
命
令
に
違
反
し
た

と
き

ハ
箇
月
以
上
授
業
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き



第
十
四
条
学
校
が
、
設
備
、
授
業
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
、

法

令
の
規
定
又
は
監
督
庁
の
定
め
る
規
程
に
違
反
し
た
と
き
は
、
監

督
庁
は
、
そ
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
中
略
〕

第
五
章

大
学

第
五
十
二
条
大
学
は
、
学
術
の
中
心
と
し
て
、
広
く
知
識
を
授
け

る
と
と
も
に
、
深
く
専
門
の
学
芸
を
教
授
研
究
し
、
知
的
、
道
徳

的
及
ぴ
応
用
的
能
力
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
五
十
三
条
大
学
に
は
、
数
個
の
学
部
を
置
く
こ
と
を
常
例
と
す

る
。
但
し
、
特
別
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
単
に
一
個

の
学
部
を
置
く
も
の
を
大
学
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
四
条
大
学
に
は
、
夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
学
部
を
歪

く
こ
と
が
で
き
る
。

総則関係

第
五
十
五
条
大
学
の
修
業
年
限
は
、
四
年
と
す
る
。
但
し
、
特
別

の
専
門
事
項
を
教
授
研
究
す
る
学
部
及
ぴ
前
条
の
学
部
に
つ
い
て

は
、
そ
の
修
業
年
限
は
、
四
年
を
超
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第 1章

第
五
十
六
条
大
学
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
高
等
学
校

を
卒
業
し
た
者
若
し
く
は
通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学
校
教

育
を
修
了
し
た
者
(
通
常
の
課
程
以
外
の
課
程
に
よ
り
こ
れ
に
相
当

す
る
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
)
又
は
監
督
庁
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

た
者
と
す
る
。

第
五
十
七
条

ヲ
匂
。

大
学
に
は
、
専
攻
科
及
び
別
科
を
置
く
こ
と
が
で
き

大
学
の
専
攻
科
は
、
大
学
を
卒
業
し
た
者
又
は
監
督
庁
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
た
者
に
対
し
て
、
精
深
な
程
度
に
お
い
て
、
特
別
の
事
項
を
教

授
し
、
そ
の
研
究
を
指
導
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ
の
修
業
年

限
は
、

一
年
以
上
と
す
る
。

大
学
の
別
科
は
、
前
条
に
規
定
す
る
入
学
資
格
を
有
す
る
者
に

対
し
て
、
簡
易
な
程
度
に
お
い
て
、
特
別
の
技
能
教
育
を
施
す
こ

と
を
目
的
と
し
、
そ
の
修
業
年
限
は
、
一
年
以
上
と
す
る
。

第
五
十
八
条
大
学
に
は
学
長
、
教
授
、
助
教
授
、
助
手
及
び
事
務

職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

大
学
に
は
、
前
項
の
外
、
必
要
な
職
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

学
長
は
、
校
務
を
掌
り
、
所
属
職
員
を
統
督
す
る
。

教
授
は
、
学
生
を
教
授
し
、
そ
の
研
究
を
指
導
し
、
又
は
研
究

に
従
事
す
る
。

助
教
授
は
、
教
授
の
職
務
を
助
け
る
。

助
手
は
、
教
授
及
ぴ
助
教
授
の
職
務
を
助
け
る
。

第
五
十
九
条
大
学
に
は
、
重
要
な
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、

13 
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会
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

教
授
会
の
組
織
に
は
、
助
教
授
そ
の
他
の
職
員
を
加
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

第 1編

第
六
十
条
大
学
の
設
置
の
認
可
に
関
し
て
は
、
監
督
庁
は
、
大
学

設
置
委
員
会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

大
学
設
置
委
員
会
に
関
す
る
事
項
は
、
命
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
六
十
一
条
大
学
に
は
、
研
究
所
そ
の
他
の
研
究
施
設
を
附
置
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
二
条
大
学
に
は
、
大
学
院
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
三
条
大
学
に
四
年
以
上
在
学
し
、
一
定
の
試
験
を
受
け
、

こ
れ
に
合
格
し
た
者
は
、
学
士
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

学
士
に
関
す
る
事
項
は
、
監
督
庁
が
、
こ
れ
を
定
め
る
。

第
六
十
四
条
公
立
又
は
私
立
の
大
学
は
、
文
部
大
臣
の
所
轄
と
す

る。

第
六
十
五
条
大
学
院
は
、
学
術
の
理
論
及
ぴ
応
用
を
教
授
研
究
し
、

そ
の
深
奥
を
究
め
て
、
文
化
の
進
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

第
六
十
六
条
大
学
院
に
は
、
数
個
の
研
究
科
を
置
く
こ
と
を
常
例

と
す
る
。
但
し
、
特
別
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
単
に

一
個
の
研
究
科
を
置
く
も
の
を
大
学
院
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
七
条
大
学
院
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
第
五
十

七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
と
す
る
。

第
六
十
八
条
大
学
院
を
置
く
大
学
は
、
監
督
庁
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
博
士
そ
の
他
の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

博
士
そ
の
他
の
学
位
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
に
つ
い
て
は
、

監
督
庁
は
、
大
学
設
置
委
員
会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
九
条
大
学
に
お
い
て
は
、
公
開
講
座
の
施
設
を
設
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

14 

公
開
講
座
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
監
督
庁
が
、
こ
れ
を
定
め

ヲ。
第
七
十
条
第
二
十
八
条
第
六
項
及
ぴ
第
四
十
五
条
の
規
定
は
、
大

学
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

〔
中
略
〕

国民

第
九
十
三
条
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
、
こ

れ
を
施
行
す
る
。

〔
中
略
〕

第
九
十
四
条
左
に
掲
げ
る
法
律
及
ぴ
勅
令
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

〔
中
略
〕

大
学
令〔

中
略
〕

学
位
令



〔
中
略
〕

第
九
十
八
条
こ
の
法
律
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
従
前
の
規
定
(
国

民
学
校
令
を
除
く
。
)
に
よ
る
学
校
は
、
従
前
の
規
定
に
よ
る
学
校

と
し
て
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
に
規
定
す
る
学
校
は
、
文
部
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
従
前
の
規
定
に
よ
る
他
の
学
校
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
学
校
に
関
し
、

大
臣
が
、
こ
れ
を
定
め
る
。

必
要
な
事
項
は
、

文
部

〔
中
略
〕

第
百
八
条
従
前
の
学
位
令
に
よ
る
学
位
は
、
第
九
十
四
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
第
九
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
、

文
部
大
臣
の
定
め
る
も
の
の
外
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
、

を
授
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ

改
正

昭
二
三
法
律
一
三
三
、
法
律
一
七
O
、
昭
二
四
法
律
一
四
八
、
法
律
一

七
九
、
法
律
二
七

O
、
昭
二
五
法
律
一

O
三
、
昭
二
八
法
律
一
六
七
、

法
律
二
一
三
、
昭
二
九
法
律
一
九
、
法
律
一
五
九
、
昭
三
二
法
律
一
四

九
、
昭
三
三
法
律
五
六
、
昭
三
五
法
律
一
六
、
昭
士
一
六
法
律
一
四
四
、

法
律
一
六
六
、
昭
三
七
法
律
二
ハ
て
昭
三
九
法
律
一
一

O
、
昭
四
二

法
律
一
八
、
法
律
一
一
一

O
、
昭
四
四
法
律
二
、
昭
四
五
法
律
四
八
、
法

律
一
一
一
、
昭
四
八
法
律
一

O
三
、
昭
四
九
法
律
七
O
、
昭
五

O
法
律

五
九
、
昭
五
一
法
律
二
五
、
昭
五
三
法
律
五
五
、
昭
五
六
法
律
八

O
、

昭
五
七
法
律
六
九
、
昭
五
八
法
律
五
五
、
法
律
七
八
、
昭
六
二
法
律
八

八
、
昭
六
三
法
律
八
八
、
平
三
法
律
二
三
、
法
律
二
五
、
法
律
七
九
、

総則関係第 1章

平
五
法
律
八
九
、
平
六
法
律
四
九

七

学
校
教
育
法
施
行
規
則
〔
抄
〕

[

一

]

文

部

省

令

第

二

号

一
九
四
七
(
昭
和
二
二
)
年
五
月
一
一
一
二
日

学
校
教
育
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

昭
和
二
十
二
年
五
月
二
十
三
日

文
部
大
臣

高
橋
誠
一
郎

学
校
教
育
法
施
行
規
則

第

一

章

総

則

第
一
節
設
置
廃
止

第
一
条
学
校
に
は
、
別
に
定
め
る
設
置
基
準
に
従
い
、
そ
の
学
校

の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
校
地
、
校
舎
、
校
具
、
体
操

場
、
図
書
館
又
は
図
書
室
そ
の
他
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら

t

、。
f
a
L
 

学
校
の
位
置
は
、
教
育
上
適
切
な
環
境
に
、

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条
学
校
設
置
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
左
の
事
項

を
記
載
し
た
書
類
に
、
校
地
、
校
舎
、
体
操
場
、
寄
宿
舎
等
の
図

面
を
添
え
、
厳
督
庁
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
定
め
な
け

15 
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目
的

名
称

位
置

学
則

五
経
費
及
ぴ
維
持
方
法

六
学
校
開
設
の
時
期

前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
変
更
は
、
監
督
庁
の
認
可
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
項
第
四
号
及
ぴ
第
五
号
の
変
更
は
、
監
督
庁
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
前
条
の
学
則
中
に
は
、
少
く
と
も
、
左
の
事
項
を
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
修
業
年
限
、
学
年
、
学
期
及
び
授
業
を
行
わ
な
い
日
(
以
下
休

業
日
と
称
す
る
。
)
に
関
す
る
事
項

部
科
の
組
織
に
関
す
る
事
項

教
科
課
程
及
ぴ
授
業
日
時
数
に
関
す
る
事
項

試
験
及
び
課
程
修
了
の
認
定
に
関
す
る
事
項

収
容
定
員
及
ぴ
職
員
組
織
に
関
す
る
事
項

入
学
、
退
学
、
転
学
、
休
学
及
ぴ
卒
業
に
関
す
る
事
項

授
業
料
、
入
学
料
そ
の
他
の
費
用
徴
収
に
関
す
る
事
項

賞
罰
に
関
す
る
事
項

四

第 1編

四五
ム，、七八

寄
宿
舎
に
関
す
る
事
項

第
四
条
校
地
を
増
減
し
、
又
は
校
舎
、
体
操
場
、
寄
宿
舎
等
の
増

改
築
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
設
置
者
に
お
い
て
、
そ
の
図
面

を
添
え
、
監
督
庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
学
校
の
設
置
者
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
設

置
者
に
お
い
て
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
口
す
ま
で
の
事

項
及
ぴ
変
更
の
年
月
日
を
具
し
、
監
督
庁
の
認
可
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
学
校
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
廃
止
の
事
由
及
び
学

生
、
生
徒
、
児
童
又
は
幼
児
の
処
置
方
法
を
具
し
、
監
督
庁
の
認

可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
学
校
教
育
法
に
よ
っ
て
設
置
義
務
を
負
う
者
の
設
置
す
る

学
校
の
校
数
及
ぴ
位
置
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
設

置
者
に
お
い
て
、
地
方
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
免
許
状
及
ぴ
資
格

第
八
条
校
長
(
学
長
を
除
く
。
)
は
、
校
長
免
許
状
を
有
す
る
者
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

教
諭
は
、
教
諭
免
許
状
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

助
教
諭
は
、
助
教
諭
免
許
状
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

九
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第
九
条

養
護
教
諭
は
、
養
護
教
諭
免
許
状
を
有
す
る
者
で
な
け
れ



ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
校
長
免
許
状
及
ぴ
教
員
免
許
状
の
種
類
、
検
定
、
授
与
、

取
上
げ
そ
の
他
に
関
す
る
事
項
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

第
十
一
条
学
長
、
教
授
、
助
教
授
及
ぴ
助
手
の
資
格
に
関
す
る
事

項
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

第
三
節
衛
生
懲
戒
そ
の
他

第
十
二
条
身
体
検
査
、
健
康
相
談
、
疾
病
の
予
防
措
置
、
学
校
給

食
そ
の
他
衛
生
養
護
の
施
設
に
関
す
る
事
項
は
、
別
に
こ
れ
を
定

め
る
。

総則関係

第
十
三
条
懲
戒
は
、
学
校
の
種
類
に
応
じ
、
学
校
が
こ
れ
を
行
う
c

但
し
、
退
学
は
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。

一
性
行
不
良
で
改
善
の
見
込
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者

二
学
力
劣
等
で
成
業
の
見
込
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者

三
正
当
の
理
由
が
な
く
て
出
席
常
で
な
い
者

第
十
四
条
私
立
学
校
が
、
校
長
を
定
め
、
監
督
庁
に
届
け
出
る
に

当
つ
て
は
、
そ
の
履
歴
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
学
校
に
お
い
て
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
表
簿
は
、
概

ね
次
の
通
り
と
す
る
。

一
学
校
に
関
係
の
あ
る
法
令

二
学
則
、
日
課
表
、
教
科
用
図
書
配
当
表
、
学
校
医
視
察
簿
及

ぴ
学
校
日
誌

第 1章

職
員
の
名
簿
、
履
歴
書
、
出
動
簿
並
ぴ
に
担
任
教
科
及
ぴ
時

間
表

四
学
籍
簿
、
出
席
簿
及
び
身
体
検
査
に
関
す
る
表
簿

五
入
学
考
査
及
ぴ
成
績
考
査
に
関
す
る
表
簿

六
資
産
原
簿
、
出
納
簿
及
び
経
費
の
予
算
決
算
に
つ
い
て
の
帳

簿
並
び
に
図
書
機
械
器
具
、
標
本
、
模
型
等
の
教
具
の
目
録

七
往
復
文
書
処
理
簿

前
項
の
表
簿
中
、
学
籍
簿
は
十
五
年
以
上
、
そ
の
他
の
表
簿
は

五
年
以
上
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

学
校
が
廃
止
又
は
閉
鎖
さ
れ
た
場
合
に
は
、
国
立
又
は
公
立
の

学
校
に
あ
っ
て
は
そ
の
設
置
者
に
お
い
て
、
私
立
学
校
に
あ
っ
て

は
そ
の
監
督
庁
に
お
い
て
、
学
籍
簿
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

〔
中
略
〕

第

五

章

大

学

第
一
節
設
備
、
編
制
、
学
部
及
ぴ
学
科

第
六
十
六
条
大
学
(
大
学
院
を
含
む
。
)
の
設
備
、
編
制
、
学
部
及
ぴ

学
科
の
種
類
並
ぴ
に
学
士
に
関
す
る
事
項
は
、
別
に
定
め
る
大
学

設
置
基
準
に
よ
る
。

第
二
節
入
学
、
退
学
、
転
学
、
休
学
、
卒
業
そ
の
他

学
生
の
入
学
、
退
学
、
転
学
、
休
学
及
ぴ
卒
業
は
、

17 

第
六
十
七
条



法令・規則

教
授
会
の
議
を
経
て
、
学
長
が
、
こ
れ
を
定
め
る
。

第
六
十
八
条
学
位
に
関
す
る
事
項
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

第
六
十
九
条
学
校
教
育
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
も
大
学
入

学
に
関
し
、
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
者
は
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
外
国
に
お
い
て
、
学
校
教
育
に
お
け
る
十
二
年
の
課
程
を
修

了
し
た
者

二
文
部
大
臣
の
指
定
し
た
者

三
そ
の
他
大
学
に
お
い
て
、
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
と
同
等

以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
た
者

第
七
十
条
学
校
教
育
法
第
五
十
七
条
第
二
項
(
第
六
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
り
大
学
の
専
攻
科
(
大

学
院
を
含
む
。
)
入
学
に
関
し
、
大
学
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上

の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
は
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

一
外
国
に
お
い
て
、
学
校
教
育
に
お
け
る
十
六
年
の
課
程
を
修

了
し
た
者

二
文
部
大
臣
の
指
定
し
た
者

三
そ
の
他
大
学
の
専
攻
科
(
大
学
院
を
含
む
。
)
に
お
い
て
、
大
学

を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
た
者

第
七
十
一
条
公
開
講
座
に
関
す
る
事
項
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

第 l編

第
七
十
二
条
第
二
十
八
条
、
第
四
十
四
条
第
一
項
及
ぴ
第
六
十
四

粂
の
規
定
は
、
大
学
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

〔
中
略
〕

除

則

第
八
十
一
条
こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
、
こ

れ
を
適
用
す
る
。

〔
以
下
略
〕
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改
正

昭
二
三
文
令
一
八
、
昭
二
四
文
令
三
四
、
文
令
三
九
、
文
令
四
四
、
昭

二
五
文
令
一
二
、
文
令
一
三
、
文
令
二
四
、
文
令
二
八
、
昭
二
六
文
令

八
、
文
令
二
二
、
昭
二
八
文
令
二
五
、
昭
二
九
文
令
二
ハ
、
文
令
一
九
、

文
令
二
九
、
昭
三
O
文
令
六
、
昭
コ
二
文
令
九
、
文
令
二
二
、
文
令
二

三
、
文
令
二
八
、
文
令
三
一
、
文
令
三
二
、
文
令
三
三
、
昭
三
二
文
令

ニ
て
昭
三
三
文
令
-
八
、
文
令
二
四
、
文
令
二
五
、
昭
三
五
文
令
一

六
、
昭
三
六
文
令
二
二
、
昭
三
七
文
令
一
二
、
文
令
二
八
、
文
令
三
二
、

昭
三
八
文
令
=
一
、
文
令
二
て
昭
三
九
文
令
五
、
文
令
二
て
昭
四
O

文
令
五
、
昭
四
一
文
令
三
、
文
令
三
五
、
昭
四
二
文
令
一
五
、
文
令
一

八
、
昭
四
三
文
令
二
五
(
昭
四
六
文
令
六
)
、
文
令
三
O
、
昭
四
四
文
令

一
て
昭
四
五
文
令
一
八
、
文
令
二
三
、
昭
四
六
文
令
一
七
、
文
令
三

一
、
昭
四
七
文
令
二
、
文
令
六
、
文
令
四
六
、
昭
四
九
文
令
二
、
文
令

二
八
、
文
令
三
八
、
昭
五
O
文
令
二
て
文
令
四
一
、
昭
五
一
文
令
て

文
令
一
回
、
文
令
二
九
、
文
令
三
二
、
昭
五
二
文
令
三
O
、
昭
五
三
文

令
二
三
、
文
令
三
O
、
文
令
三
一
、
文
令
四
二
、
昭
五
四
文
令
一
九
、

文
令
二
O
、
文
令
二
五
、
昭
五
六
文
令
三
三
、
昭
五
七
文
令
三
、
文
令

二
九
、
昭
五
八
文
令
一
五
、
昭
五
九
文
令
三
九
、
昭
六
一
文
令
三
O
、

昭
六
三
文
令
四
、
文
令
玉
、
文
令
三
八
、
平
元
文
令
一
(
平
元
文
令
回
、



文
令
四
五
、
平
五
文
令
三
)
、
文
令
三
、
文
令
四
、
文
令
一

O
、
文
令

三
六
、
文
令
四

O
(平
一
冗
文
令
四
六
)
、
文
令
四
四
、
平
三
文
令
一
、
文

令
三
七
、
文
令
四
五
、
平
四
文
令
四
、
平
五
文
令
一
、
文
令
二
.
文
令

三
、
文
令
二
九
、
平
六
文
令
一
、
文
令
三
四
、
文
令
四
六
、
文
令
四
八
、

平
七
文
令
四
、
文
令
二
一
、
平
九
文
令
六
、
文
令
三
二
、
平
一

O
文
令

一ニ

J・¥

大

学

基

準

[
五
]

大
学
基
準
協
会
決
定

一
九
四
七
(
昭
和
二
二
)
年
七
月
八
日

大
学
基
準

総則関係

第

一

趣
一
、
大
学
は
最
高
の
教
育
機
関
と
し
て
又
学
術
文
化
の
研
究
機
関

と
し
て
重
要
な
使
命
を
も
っ
て
い
る
の
に
鑑
み
、
大
学
の
諸

組
織
施
設
は
そ
の
機
能
が
充
分
発
揮
出
来
る
よ
う
一
定
の
基

準
を
設
け
、
こ
れ
に
基
い
て
設
置
さ
れ
充
実
さ
れ
る
こ
と
が

大
切
で
あ
る
。

二
、
こ
の
基
準
は
大
学
の
最
低
の
基
準
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、

新
し
く
設
置
さ
れ
る
大
学
は
勿
論
、
現
に
存
在
す
る
大
学
に

も
こ
れ
を
適
用
し
て
そ
の
適
否
を
検
し
、
ま
た
内
容
の
充
実

を
計
る
。

旨

第 1章

三
、
大
学
を
判
断
し
測
定
す
る
に
は
、
各
大
学
が
掲
げ
て
い
る
目

的
或
は
果
そ
う
と
す
る
使
命
に
即
し
て
、
そ
の
大
学
が
高
等

学
術
の
機
関
と
し
て
表
示
し
て
ゐ
る
全
形
態
を
基
礎
と
し
て

こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
こ
の
基
準
に
は
学
校
教
育
法
及
同
法
施
行
規
則
に
決
め
ら
れ

て
い
る
事
項
を
省
略
し
て
あ
る
。

第

二

基

準

一
、
大
学
は
そ
の
設
置
の
目
的
、
使
命
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
し
。

二
、
大
学
に
於
け
る
学
部
の
設
置
は
左
の
基
準
に
依
る
。

大
学
の
学
部
の
種
類
は
法
学
、
文
学
、
経
済
学
、
商
学
、

医
学
、
理
学
、
工
学
、
農
学
、
そ
の
他
学
部
と
し
て
適
当

な
規
模
内
容
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。
な
お

実
質
及
ぴ
規
模
が
一
学
部
を
構
成
す
る
の
に
適
当
な
と
き

は
、
必
要
に
応
じ
こ
れ
を
分
合
し
て
一
学
部
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

1 

学
部
は
専
攻
に
よ
り
学
科
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
学

科
の
種
類
は
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

三
、
大
学
は
そ
の
目
的
使
命
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
に
し
て
充

分
な
講
座
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
講
座
に
お
け
る
教

育
組
織
は
次
の
基
準
に
依
る
。

2 

19 



l 

講
座
は
専
任
の
教
授
が
担
任
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

講
座
を
担
任
す
べ
き
適
当
な
教
授
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に

は

一
時
兼
任
の
教
授
又
は
助
教
授
、
講
師
が
そ
れ
を
担
任

又
は
分
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
助
教
授
、
講
師
が
講
座

を
担
任
又
は
分
担
す
る
場
合
に
は
教
授
会
の
承
認
を
経
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

兼
任
教
授
、
助
教
授
、
講
師
が
担
任
又
は
分
担
す
る
講
座

の
総
数
は
全
講
座
数
の
半
数
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

各
講
座
に
は
助
教
授
及
ぴ
助
手
を
置
く
も
の
と
す
る
。
但

し
止
む
を
得
な
い
場
合
に
は
助
教
授
助
手
を
欠
く
こ
と
が

で
き
る
。

法令・規則第 1編

2 3 

講
座
を
拘
一任
し
な
い
教
授
及
ぴ
講
座
に
属
し
て
い
な
い
助

教
授
助
手
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

講
座
外
又
は
特
別
の
授
業
は
助
教
授
講
師
で
差
支
え
な
い
。

四
、
教
員
の
任
免
資
格
等
に
つ
い
て
は
次
の
基
準
に
依
る
。

教
授
は
担
当
す
る
専
門
学
術
の
進
歩
並
に
そ
の
教
育
に
対

し
て
責
任
を
負
う
。

大
学
総
長
又
は
大
学
長
は
教
授
及
ぴ
助
教
授
の
任
免
に
当

つ
て
は
教
授
会
に
諮
り
そ
の
賛
同
を
得
る
こ
と
を
必
要
と

す
る
。

4 5 1 2 3 

資
格
審
査
は
人
格
、
学
歴
、
職
歴
、
著
書
、
論
文
、
学
会

並
に
社
会
に
お
け
る
活
動
等
に
つ
い
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

教
授
、
助
教
授
、
助
手
に
は
研
究
に
対
す
る
必
要
な
施
設

と
時
聞
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

教
授
、
助
教
授
、
助
手
に
は
そ
の
精
力
と
時
間
と
を
他
の

職
業
に
割
く
こ
と
な
く
自
ら
そ
の
家
族
を
支
え
る
た
め
に

適
当
な
俸
給
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
、
学
生
定
員
は
講
座
数
、
教
授
能
力
、
授
業
並
に
実
験
設
備
、

衛
生
施
設
等
を
考
慮
し
て
最
適
の
定
員
を
決
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

そ
の
決
定
に
は
教
授
会
の
議
は
義
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

六、

学
生
の
入
学
に
関
し
て
は
左
の
基
準
に
依
る
。

入
学
資
格
は
学
校
教
育
法
及
び
同
法
施
行
規
則
に
定
め
ら
れ

た
と
こ
ろ
に
依
る
。
但
し
入
学
試
験
を
行
い
大
学
に
お
け
る

学
業
を
成
就
す
る
見
込
の
あ
る
も
の
を
選
択
す
る
こ
と
が
出

来
る
。

入
学
試
験
の
科
目
は
各
大
学
に
お
い
て
こ
れ
を
決
定
で
き
る

が
、
学
科
試
験
の
科
目
は
特
別
の
場
合
を
除
き
高
等
学
校
の

課
程
の
範
囲
内
で
選
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
、
授
業
科
目
及
ぴ
そ
の
単
位
数
決
定
は
左
の
基
準
に
依
る
。

20 

4 5 



2 

大
学
は
左
に
掲
げ
る
一
般
教
養
科
目
中
各
系
列
に
亘
っ
て

夫
々
三
科
目
以
上
、
全
体
と
し
て
文
科
系
の
大
学
又
は
学

部
で
は
十
五
科
目
、
理
科
系
の
大
学
又
は
学
部
で
は
十
二

科
目
の
授
業
を
必
ず
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
文
科
学
関
係
哲
学
(
倫
理
学
を
含
む
)
、
心
理
学
、

教
育
学
、
歴
史
学
、
人
文
地
理
学
、

文
学
、
外
国
語

社
会
科
学
関
係
法
学
、
政
治
学
、
経
済
学
、
社
会
学
、

統
計
学
、
家
政
学

自
然
科
学
関
係
数
学
、
物
理
学
、
化
学
、
地
学
、
生

理
学
、
人
類
学
、
天
文
学

必
要
の
場
合
に
は
前
掲
以
外
の
科
目
を
一
般
教
養
科
目
に

加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

専
門
科
目
に
つ
い
て
は
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
依
る
。

一
科
目
に
対
す
る
課
程
を
終
了
し
た
学
生
に
は
単
位
を
与

え
る
も
の
と
す
る
。
各
科
目
に
対
す
る
単
位
数
は
次
の
基

準
に
依
っ
て
計
算
す
る
。

ィ
、
講
義
に
対
し
て
は
一
時
間
の
講
義
に
対
し
教
室
外
に
お

け
る
二
時
間
の
準
備
又
は
学
習
を
必
要
と
す
る
こ
と
を

考
慮
し
毎
週
一
時
間
十
五
週
の
講
義
を
一
単
位
と
す
る
。

口
、
数
学
演
習
の
知
き
演
習
は
二
時
間
の
演
習
に
対
し
一
時

3 

総則関係第 l章

聞
の
準
備
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
考
慮
し
、

間
十
五
週
の
演
習
を
一
単
位
と
す
る
。

ハ
、
化
学
実
験
、
機
械
実
験
、
農
場
演
習
、
工
作
実
習
、
機

械
製
図
の
如
き
実
験
室
又
は
実
習
場
に
お
け
る
授
業
に

対
し
て
は
、
学
習
は
凡
て
実
験
室
又
は
実
習
場
に
お
い

て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
毎
週
三
時

間
十
五
週
の
演
習
又
は
実
習
を
一
単
位
と
す
る
。

八
、
学
士
号
の
種
類
に
関
す
る
事
項
は
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

九
、
学
士
号
に
対
す
る
最
低
要
求
は
左
の
基
準
に
よ
る
も
の
と
す

ヲ

h
v
o

毎
週
二
時

1 

学
士
号
を
与
え
る
資
格
の
最
低
要
求
は
七
の

3
に
定
め
た

定
義
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
た
単
位
百
二
十
を
四
箇
年
以
上

(
夜
間
授
業
を
行
う
学
部
の
場
合
は
別
に
こ
れ
を
定
め
る
)

に
獲
得
す
る
こ
と
と
す
る
。
卒
業
論
文
又
は
卒
業
計
画
の

単
位
は
右
百
二
十
単
位
中
に
こ
れ
を
含
ま
せ
る
。
但
し
そ

の
単
位
を
如
何
に
定
め
る
か
は
各
大
学
の
自
由
と
す
る
。

文
科
系
の
大
学
又
は
学
部
の
学
生
は
、
一
般
教
養
科
目
中

外
国
語
一
科
目
を
含
め
七
の

1
に
示
す
三
つ
の
系
列
に
亙

っ
て
夫
々
二
科
目
以
上
合
計
十
科
目
以
上
、
専
門
科
目
に

つ
い
て
は
十
五
科
目
以
上
を
履
修
し
、
一
般
教
養
科
目
に

つ
い
て
は
四
十
単
位
以
上
、
専
門
科
目
に
つ
い
て
は
八
十

21 
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法令・規則第 1編

一O
、

単
位
以
上
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

理
科
系
の
大
学
又
は
学
部
の
学
生
は
、
一
般
教
養
科
目
中

外
国
語
一
科
目
を
含
め
七
の

l
に
示
す
三
つ
の
系
列
に
亙

っ
て
夫
々
二
科
目
以
上
合
計
九
科
目
以
上
を
履
修

L
、
一

般
教
養
科
目
に
つ
い
て
は
三
十
六
単
位
以
上
、
専
門
科
目

に
つ
い
て
は
八
十
四
単
位
以
上
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら

t

、。

手
ム
d
a
u
v

大
学
は
学
部
学
科
の
種
類
学
生
数
等
に
つ
い
て
の
組
織
規
模

に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
施
設
及
ぴ
設
備
を
も
つ
こ
と

を
基
準
と
す
る
。

校
地
は
文
教
に
相
応
し
い
環
境
を
も
ち
、
校
舎
敷
地
の
外

に
適
当
の
空
地
を
存
し
、

学
生
が
授
業
時
間
外
に
お
い
て

休
息
運
動
な
ど
の
で
き
る
よ
う
に
な
る
べ
く
広
き
を
よ
し

と
す
る
。
農
学
部
を
も
っ
大
学
で
は
適
当
な
演
習
地
を
備

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

校
舎
諸
設
備
は
大
学
の
組
織
規
模
に
応
じ
、
教
授
上
研
究

上
及
ぴ
保
健
上
の
必
要
を
考
慮
し
、
少
く
と
も
次
に
掲
ぐ

る
も
の
を
備
、
ぇ
且
そ
れ
等
の
施
設
は
常
に
改
善
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

ィ
、
総
長
室
、
学
長
室
、
会
議
室
、
事
務
室
等
、
教
授
助
教

授
の
研
究
室
、
教
室
、
実
験
室
、
実
習
室
等
、
図
書
館
、

3 l 2 

講
堂
、
体
育
館
、
寄
宿
舎
、
医
療
室

口
、
重
要
な
事
項
に
関
し
て
は
夫
々
別
に
研
究
所
を
附
置
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

22 

ハ
、
図
書
館
に
は
学
生
の
図
書
閲
覧
の
た
め
に
採
光
換
気
十

分
な
学
生
閲
覧
室
を
設
け
相
当
数
の
座
席
を
設
け
る
。

ニ
、
教
授
上
研
究
上
必
要
な
機
械
器
具
は
最
低
必
要
量
を
備

え
る
こ
と
は
勿
論
、
特
に
出
斬
新
な
も
の
を
備
え
る
よ
う

に
す
る
。

ホ
、
学
部
の
種
類
に
応
じ
内
外
の
専
門
図
書
相
当
部
数
を
備

ぇ
、
学
部
の
種
類
に
よ
っ
て
は
適
当
な
標
本
を
備
え
る
。

へ
、
医
学
部
で
は
附
属
病
院
を
備
え
る
。

ト
、
其
他
医
療
室
、
体
育
館
、
寄
宿
舎
、
研
究
所
、
附
属
病

院
、
農
場
、
演
習
林
等
に
は
規
模
に
応
じ
必
要
な
設
備

を
す
る
。

一
一
、
大
学
の
資
産
並
に
維
持
経
営
の
方
法
は
次
の
基
準
に
依
る
。

大
学
は
そ
の
組
織
規
模
に
相
応
す
る
校
地
、
校
舎
、
諸
施

設
設
備
等
の
不
動
産
の
外
、
適
当
額
の
資
産
を
備
え
る
。

学
生
の
修
業
を
保
証
す
る
に
足
る
財
政
的
基
礎
を
確
立
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
為
に
学
生
か
ら
徴
収
す
る

授
業
料
及
ぴ
前
項
資
産
よ
り
生
ず
る
果
実
の
外
、
必
要
に

応
じ
相
当
の
収
入
を
得
ぺ
き
適
当
な
機
関
を
備
え
る
。

1 2 



3 

大
学
で
は
年
次
決
算
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

備

考一
、
大
都
市
に
は
専
門
学
校
等
が
昇
格
す
る
場
合
を
除
き
原
則
と
し

て
大
学
の
新
設
を
認
め
な
い
。

二
、
校
舎
設
備
は
当
分
原
則
と
し
て
現
有
施
設
を
所
有
し
て
ゐ
る
か
、

確
実
に
利
用
し
得
る
見
込
あ
る
場
合
に
つ
い
て
の
み
詮
議
さ
れ

守令。

三
、
大
都
市
の
他
、
大
学
所
在
地
の
違
い
に
依
っ
て
生
れ
る
差
異
、

大
学
の
伝
統
特
色
を
生
か
す
こ
と
の
工
夫
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

四
、
大
学
院
に
関
す
る
基
準
は
別
に
之
を
定
め
る
。

改
正

昭
二
二
・
=
了
一
五
、
昭
二
三
・
五
・
二
五
、
昭
二
四
・
五
・
二
四
、

昭
二
五
・
六
・
二
二
、
昭
二
六
・
六
・
二
一
、
昭
二
八
・
六
・
九
、
昭

二
九
・
六
・
二
二

九

臨
時
教
員
養
成
所
官
制
等
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
京
都
帝
国
大
学
を

京
都
大
学
に
改
称
〕

総 則 関 係

[

一

]

政
令
第
二

O
四
号

一
九
四
七
(
昭
和
二
二
)
年
九
月
三
O
日

第 1章

臨
時
教
員
養
成
所
官
制
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。御

名

御

璽

昭
和
二
十
二
年
九
月
三
十
日内

閣
総
理
大
臣

片
山

哲

政
令
第
二
百
四
号

第
一
条
左
に
掲
げ
る
勅
令
中
「
帝
国
大
学
」
を
「
国
立
総
合
大
学
」

に
改
め
る
。

臨
時
教
員
養
成
所
官
制

明
治
二
十
六
年
勅
令
第
九
十
六
号
(
帝
国
大
学
、
官
立
大
学
、
高

等
師
範
学
校
及
び
文
部
省
直
轄
諸
学
校
雇
外
国
人
に
関
す
る
勅
令
)

昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
三
百
五
十
三
号
(
帝
国
大
学
等
の
名
誉

教
授
に
関
す
る
勅
令
)

第
二
条
帝
国
大
学
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
帝
国
大
学
」
を
「
国
立
総
合
大
学
」
に
改
め
る
。

第
三
条
帝
国
大
学
官
制
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
帝
国
大
学
官
制
」
を
「
国
立
総
合
大
学
官
制
」
に
改
め
る
。

第
一
条
国
立
総
合
大
学
ハ
左
ノ
知
シ

東
京
大
学

京
都
大
学

東
北
大
学

九
州
大
学

北
海
道
大
学

大
阪
大
学

23 



法令・規制

名
古
屋
大
学

第
二
条
、
第
三
条
第
一
項
、
第
七
条
、
第
八
条
第
一
項
、
第
十

条
、
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
中
「
帝
国
大
学
」
を
「
国

立
総
合
大
学
」
に
改
め
る
。

〔
中
略
〕

第
十
二
粂
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
、
別
表
第
一
及
ぴ
別
表

第
二
中
「
京
都
帝
国
大
学
」
を
「
京
都
大
学
」
に
改
め
る
。

〔
中
略
〕

第
四
条
大
正
八
年
勅
令
第
十
三
号
(
帝
国
大
学
及
び
そ
の
学
部
に
関

す
る
勅
令
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
帝
国
大
学
及
」
を
「
国
立
総
合
大
学
及
」
に
、
〔
中
略
〕
「
京
都

帝
国
大
学
」
を
「
京
都
大
学
」
に
{
中
略
〕
改
め
る
。

〔
中
略
〕

第
五
条
昭
和
十
五
年
勅
令
第
二
百
七
十
八
号
(
帝
国
大
学
及
ぴ
官

立
医
科
大
学
に
臨
時
附
属
医
学
専
門
部
を
設
置
す
る
勅
令
)
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
及
び
別
表
中
〔
中
略
〕
「
京
都
帝
国
大
学
」
を
「
京
都
大

学
」
に
〔
中
略
〕
改
め
る
。

第
三
粂
中
「
当
該
帝
国
大
学
医
学
部
」
を
「
当
該
国
立
総
合
大

学
医
学
部
」
に
改
め
る
。

〔
中
略
〕

第 1編

第
九
条
京
都
帝
国
大
学
講
座
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
京
都
帝
国
大
学
」
を
「
京
都
大
学
」
に
改
め
る
。

第
十
条
左
に
掲
げ
る
勅
令
中
「
京
都
帝
国
大
学
」
を
「
京
都
大
学
」

に
改
め
る
。

化
学
研
究
所
官
制

人
文
科
学
研
究
所
官
制

結
核
研
究
所
官
制

工
学
研
究
所
官
制

食
糧
科
学
研
究
所
官
制

第
十
一
条
木
材
研
究
所
官
制
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
京
都
帝
国
大
学
及
九
州
帝
国
大
学
」
を
「
京
都
大

学
及
九
州
大
学
」
に
、
同
条
及
ぴ
第
四
条
中
「
当
該
帝
国
大
学
」

を
「
当
該
国
立
総
合
大
学
」
に
改
め
る
。

〔
中
略
〕

附

則

こ
の
政
令
は
、
昭
和
二
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す

る。
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。
大
学
院
基
準

{
五
]

大
学
基
準
協
会
決
定

一
九
四
九
(
昭
和
二
四
)
年
四
月
一
二
日

総則関係

大
学
院
基
準

第

一

趣

旨

一
、
大
学
院
の
内
容
は
、
修
士
の
学
位
を
与
え
る
課
程
と
博
士
の
学

位
を
与
え
る
課
程
と
に
分
れ
る
。

二
、
修
士
の
学
位
を
与
え
る
課
程
は
、
学
部
に
於
け
る
一
般
的
並
ぴ

に
専
門
的
教
養
の
基
礎
の
上
に
、
広
い
視
野
に
立
っ
て
、
専
攻
分

野
を
研
究
し
、
精
深
な
学
識
と
研
究
能
力
と
を
養
う
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

三
、
博
士
の
学
位
を
与
え
る
課
程
は
、
独
創
的
研
究
に
よ
っ
て
従
来

の
学
術
水
準
に
新
し
い
知
見
を
加
え
、
文
化
の
進
展
に
寄
与
す
る

と
と
も
に
、
専
攻
分
野
に
関
し
研
究
を
指
導
す
る
能
力
を
養
う
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

第

二

基

準

一
、
大
学
院
は
修
士
の
学
位
を
与
、
え
る
課
程
と
、
博
士
の
学
位
を
与

え
る
課
程
と
を
置
く
。
但
し
修
士
の
学
位
を
与
え
る
謀
程
の
み
を

置
く
こ
と
が
で
き
る
。

第 1章

二
、
修
士
の
学
位
を
得
ん
と
す
る
も
の
は
、
全
日
制
に
て
は
一
ヶ
年

以
上
、
定
時
制
に
て
は
こ
れ
に
相
当
す
る
期
間
在
学
し
、
専
攻
科

目
に
つ
い
て
三
十
単
位
以
上
履
修
し
且
つ
研
究
論
文
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
博
士
の
学
位
を
得
ん
と
す
る
も
の
は
、
全
日
制
に
て
は
三
ヶ
年

以
上
、
定
時
制
に
て
は
こ
れ
に
相
当
す
る
期
間
在
学
し
、
専
攻
科

目
に
つ
い
て
五
十
単
位
以
上
履
修
し
、
独
創
的
研
究
に
基
づ
く
研

究
論
文
を
提
出
し
、
且
つ
最
終
試
験
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
大
学
院
に
入
学
す
る
学
生
は
、
大
学
を
卒
業
し
た
者
、
若
し
く

は
こ
れ
と
同
等
の
学
力
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
、
大
学
院
を
置
く
大
学
は
、
そ
の
課
程
に
必
要
な
施
設
並
ぴ
に
講

義
、
演
習
、
実
験
等
の
授
業
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
、
大
学
院
を
置
く
大
学
は
、
そ
の
目
的
使
命
を
十
分
に
達
成
し
得

る
よ
う
な
大
学
教
員
組
織
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備

考一
、
修
士
博
士
の
種
類
を
示
す
名
称
に
つ
い
て
は
学
士
の
場
合
に
倣

い
研
究
科
名
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
名
称
を
冠
す
る
も
の
と
す

ヲ
色
。

二
、
こ
の
基
準
は
、
学
術
の
研
究
者
及
教
授
者
の
養
成
を
主
た
る
目

的
と
す
る
大
学
院
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
専
門
の
職

業
に
従
事
す
る
者
(
例
え
ば
医
師
、
弁
護
士
等
)
の
養
成
を
主
た

る
目
的
と
す
る
も
の
、
基
準
は
別
に
之
を
定
め
る
。

三
、
医
学
、
歯
学
、
薬
学
、
獣
医
学
、
工
学
、
農
学
等
の
大
学
院
に

お
い
て
も
学
術
の
研
究
者
及
ぴ
教
授
者
の
養
成
を
主
た
る
目
的

と
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
規
程
は
こ
の
基
準
に
よ
る
。
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改
正

昭
三

0
・
六
・
七

法令・規則

国
立
学
校
設
置
法
〔
抄
〕

[

一

]

法
律
第
一
五
O
号

一
九
四
九
(
昭
和
二
四
)
年
五
月
三
一
日

第 1編

国
立
学
校
設
置
法
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

昭
和
二
十
四
年
五
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

吉
田

茂

法
律
第
百
五
十
号

国
立
学
校
設
置
法

目
次第

一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

附
則

第
一
章 総

則
(
第
一
条
・
第
二
条
)

国
立
大
学
(
第
三
条
第
八
条
)

国
立
高
等
学
校
(
第
九
条
)

国
立
の
各
種
学
校
(
第
十
条
・
第
十
一
条
)

職
員
及
び
職
(
第
十
二
条
|
第
十
四
条
)

雑
則
(
第
十
五
条
)

総
則

(
設
置
及
ぴ
所
轄
)

第
一
条
こ
の
法
律
に
よ
り
、
国
立
学
校
を
設
置
す
る
。

2

国
立
学
校
は
、
文
部
大
臣
の
所
轄
に
属
す
る
。

(
定
義
)

26 

こ
の
法
律
で
「
国
立
学
校
」
と
は
、
学
校
教
育
法
(
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
)
第
一
条
に
定
め
る
学
校
の
う
ち
、
国
立

の
大
学
及
び
高
等
学
校
並
ぴ
に
同
法
第
八
十
三
条
に
定
め
る
各
種

学
校
で
国
立
の
も
の
を
い
う
。

第
二
章
国
立
大
学

(
名
称
及
ぴ
位
置
等
)

第
三
条
国
立
大
学
の
名
称
、
位
置
、
学
部
及
ぴ
そ
の
国
立
大
学
に

包
括
さ
れ
る
学
校
は
、
左
表
に
掲
げ
る
通
り
と
す
る
。

第

条

都大学尽
立国

大
学
q】

称名

都京
位

府 置

工学部医理経法学部 教文
学

学部 学部済学 学育学部

部 部 部

第門京京 包で粂学
三部都都 括上の校

等校高学

大大 さ欄規定 教
学学 れの育

1lf1 る立国 に 法

属A医イ専it 

も よ第
の大学 る九

に校学十八



〔
京
大
関
係
の
み
〕

(
附
置
の
研
究
所
)

国
立
大
学
に
、
左
表
の
通
り
、
研
究
所
を
附
置
す
る
。

第
四
条

総則関係

京
大学

都大点ザMー与 σ〉
名
称

食
木材 工 核結

人
イA寸比ヒ与 研

科糧ρ444 L 

研学
科学文研

研~ 研'jセL， 
~ 

qブ~ 勿~ 所

研 所 所 所 研 所
σコ

'ブ~ 勿~ 名

所 所
称、

都府京
位

置

す利食 究及ぴ木材 合及工 ぴ療核結 究人世 の事化学
る用糧 研ぴ 学 そに 文界文 応エ頁
研及の そに 究そに の関す の 科学化

用の に
究ぴ生

応の す関 応の 関す
応予 の学す関

貯産 用学る防 のに 研理
蔵 用る 用る の及

総合関す
究及る

γ加 の学 の学 研理ぴ
ぴそ 特殊」工

関、 研理 総理 究及治 研る

第 1宣言

〔
京
大
関
係
の
み
〕

(
学
部
附
属
の
研
究
施
設
)

第
五
条

国
立
大
学
の
学
部
に
、
左
表
の
通
り
研
究
施
設
を
置
く
。

都大学京

大
学
。〉

名
称

農学部 学部医
理 学

学部 部

附
属病附

附附

属農 属火属臨
研

場 F完
温泉山 験海実所

勿~

附 看
施

属i寅 護婦
所研~ 隙 設

習 養
林 成 属 の

施 臨
設 湖 名

験実
称

所

〔
京
大
関
係
の
み
〕

(
附
属
図
書
館
)

第
六
条
国
立
大
学
に
、
附
属
図
書
館
を
置
く
。

(
附
属
の
学
校
)

第
七
条
国
立
大
学
に
附
属
の
学
校
を
置
く
場
合
に
お
い
て
は
、
そ

の
組
織
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
法
律
又
は
政
令
で
定
め
る
。

(
講
座
等
)

第
八
条

国
立
大
学
の
各
学
部
に
置
か
れ
る
講
座
又
は
、
」
れ
に
代
る

べ
き
も
の
の
種
類
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
文
部
省
令
で
定
め
る
。

〔
中
略
〕

第
五
章
職
員
及
び
職

(
国
立
学
校
の
職
員
の
定
員
)

第
十
二
条
各
国
立
学
校
に
置
か
れ
る
職
員
の
定
員
は
、
別
表
第
一

か
ら
第
三
ま
で
に
よ
る
。

(
国
立
学
校
の
職
)
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法令・規則

第
十
三
条
各
国
立
学
校
(
附
則
第
三
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
学

校
を
含
む
。
)
に
置
か
れ
る
職
の
種
類
及
び
定
員
に
つ
い
て
は
、
文

部
省
令
で
定
め
る
。

(
国
立
学
校
に
置
か
れ
る
職
員
の
任
免
等
)

第
十
四
条
国
立
学
校
に
置
か
れ
る
職
員
の
任
免
、
懲
戒
そ
の
他
人

事
管
理
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
法
(
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
百
二
十
号
)
及
ぴ
教
育
公
務
員
特
例
法
(
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
一
号
)
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
六
章
雑
則

(
命
令
へ
の
委
任
)

第
十
五
条
こ
の
法
律
又
は
他
の
法
律
に
別
段
の
定
め
の
あ
る
も
の

を
除
く
外
、
国
立
学
校
の
組
織
及
び
運
営
の
細
目
に
つ
い
て
は
、

文
部
省
令
で
定
め
る
。

附

則

1

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
但
し
、
第
一
条
の

規
定
は
、
学
校
の
修
業
年
限
及
び
学
年
の
進
行
に
関
し
て
は
、
昭

和
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

左
に
掲
げ
る
勅
令
は
、
廃
止
す
る
。

国
立
総
合
大
学
令
(
大
正
八
年
勅
令
第
十
二
号
)

国
立
総
合
大
学
官
制
(
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
二
百
五
号
)

国
立
総
合
大
学
及
ぴ
其
の
学
部
に
関
す
る
件
(
大
正
八
年
勅
令
第

第 1編

2 

3 

十
三
号
)

〔
中
略
〕

京
都
大
学
講
座
令
(
大
正
八
年
勅
令
第
十
五
号
)

〔
中
略
〕

国
立
総
合
大
学
及
び
官
立
医
科
大
学
に
臨
時
医
学
専
門
部
を
設

置
す
る
の
件
(
昭
和
十
五
年
勅
令
第
二
百
七
十
八
号
)

〔
中
略
〕

化
学
研
究
所
官
制
(
大
正
十
五
年
勅
令
第
三
百
十
三
号
)

人
文
科
学
研
究
所
官
制
(
昭
和
十
四
年
勅
令
第
五
百
二
十
号
)

結
核
研
究
所
官
制
(
昭
和
十
六
年
勅
令
第
二
百
六
十
七
号
)

工
学
研
究
所
官
制
(
昭
和
十
六
年
勅
令
第
千
二
十
二
号
)

木
材
研
究
所
官
制
(
昭
和
十
九
年
勅
令
第
三
百
五
十
四
号
)

食
積
科
学
研
究
所
官
制
(
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
二
十
三

号
)

〔
中
略
〕

第
三
条
に
規
定
す
る
大
学
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
包
話
す
る
学
校

の
課
程
を
存
置
す
る
も
の
と
し
、
そ
れ
ら
の
課
程
の
履
修
、
卒
業

及
び
そ
れ
ら
の
課
程
を
担
当
す
る
教
職
員
の
身
分
等
に
関
す
る
事

項
並
び
に
第
三
条
に
規
定
す
る
大
学
に
包
括
す
る
学
校
に
附
置
さ

れ
る
学
校
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
取
り
扱
う
も
の

と
す
る
。
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総則関係第 1章

4 

前
項
の
規
定
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
文
部
省
令
で
定

め
る
。

7 

〔
中
略
〕

従
前
の
規
定
に
よ
り
国
立
の
大
学
の
大
学
院
は
、
当
分
の
問
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
り
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

国
立
大
学
に
包
括
さ
れ
る
学
校
に
置
か
れ
る
職
員
の
定
員
は
、

そ
れ
ぞ
れ
そ
の
学
校
を
包
括
す
る
国
立
大
学
の
職
員
の
定
員
に
含

ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

8 

〔
中
略
〕

(
別
表
第

国
立
大
学
の
名
称

京
都
大
学

大
学
に
置
か
れ
る
職
員
の
定
員

三
、
四
五
三
人

〔
京
大
関
係
の
み
〕

〔
中
略
〕

文

部

大

臣

農

林

大

臣

内
閣
総
理
大
臣

高
瀬
娃
太
郎

森

幸

太

郎

吉
田

茂

改
正

昭
二
四
法
律
二
二
六
、
昭
二
五
法
律
五
一
、
法
律
二
六
九
、
昭
二
六
法

律
八
四
、
昭
二
七
法
律
二
二
、
法
律
一
四
九
、
昭
二
八
法
律
二
五
、
法

律
八
八
、
昭
二
九
法
律
一
六
、
昭
三

O
法
律
四
四
、
昭
=
=
法
律
二
六
、

昭
三
二
法
律
三
一
、
昭
三
三
法
律
二
八
、
昭
三
四
法
律
一
五
、
昭
三
五

法
律
二
ハ
、
昭
三
六
法
律
四
一
、
法
律
一
一
一
、
昭
三
七
法
律
=
エ
ハ
、

昭
三
八
法
律
六
九
、
昭
三
九
法
律
九
、
昭
四

O
法
律
一
五
、
昭
四
一
法

律
四
八
、
昭
四
二
法
律
一
八
、
昭
四
三
法
律
三
七
、
昭
四
四
法
律
三
三
、

法
律
四

O
、
昭
四
五
法
律
一
七
、
昭
四
六
法
律
二
三
、
法
律
一
三

O
、

昭
四
七
法
律
二
六
、
昭
四
八
法
律
一

O
三
、
昭
四
九
法
律
八
一
、
昭
五

O
法
律
二
七
、
昭
五
一
法
律
二
六
、
昭
五
二
法
律
二
九
、
昭
五
三
法
律

七
四
、
昭
五
四
法
律
一
一
、
昭
五
五
法
律
一
三
、
法
律
一
四
、
昭
五
六

法
律
二
三
、
昭
五
七
法
律
一
三
、
昭
五
八
法
律
一
四
、
法
律
七
八
、
昭

五
九
法
律
二
二
、
昭
六

O
法
律
三
五
、
昭
六
一
法
律
二
六
、
昭
六
二
法

律
五
、
昭
六
三
法
律
六
七
、
平
元
法
律
二
九
、
平
二
法
律
三
二
、
平
三

法
律
二
三
、
平
四
法
律
三
七
、
平
五
法
律
二
一
、
平
六
法
律
三
二
、
平

七
法
律
一
二
二
、
平
八
法
律
九
、
平
九
法
律
一
四
、
平
一

O
法
律
一
五

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
〔
抄
〕

[

一

]

文
部
省
令
第
二
三
号

一
九
四
九
(
昭
和
二
四
)
年
六
月
二
二
日

国
立
学
校
設
置
法
を
実
施
す
る
た
め
、
こ
の
省
令
を
制
定
す
る
。

昭
和
二
十
四
年
六
月
二
十
二
日

文
部
大
臣

高
瀬
妊
太
郎

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則

第
一
章
国
立
大
学
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法令・規則

第
一
条
国
立
学
校
設
置
法
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
五
十
号
、
以

下
法
と
い
う
。
)
第
三
条
に
規
定
す
る
各
国
立
大
学
に
学
長
、
学
部

長
、
主
事
、
教
授
、
助
教
授
、
講
師
、
助
手
、
附
属
学
校
の
長
及

ぴ
教
員
並
ぴ
に
教
務
職
員
、
技
術
職
員
及
ぴ
事
務
職
員
を
置
き
、

そ
の
定
員
は
、
別
表
第
一
に
よ
る
。

第
二
条
学
長
、
教
授
、
助
教
授
及
ぴ
助
手
は
、
学
校
教
育
法
(
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
)
第
五
十
八
条
に
規
定
す
る
職
務
に
従

事
す
る
。

第 1編

講
師
は
、
教
授
又
は
助
教
授
に
準
ず
る
職
務
に
従
事
す
る
。

教
務
職
員
は
、
大
学
で
定
め
る
職
に
あ
る
者
と
し
、
教
授
研
究

の
補
助
そ
の
他
教
務
に
関
す
る
職
務
に
従
事
す
る
。

4
技
術
職
員
は
、
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
を
除
く
外
、
大
学
で

定
め
る
職
に
あ
る
者
と
し
、
技
術
に
関
す
る
職
務
に
従
事
す
る
。

5

事
務
職
員
は
、
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
を
除
く
外
、
大
学
で

定
め
る
職
に
あ
る
者
と
し
、
庶
務
、
会
計
等
の
事
務
に
従
事
す
る
。

第
三
条
国
立
大
学
の
各
学
部
の
長
は
、
学
部
長
と
し
、
そ
の
大
学

の
教
授
で
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。
但
し
、
単
に
一
箇
の
学
部

を
置
く
大
学
に
あ
っ
て
は
、
学
部
長
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
教
授
上
又
は
管
理
上
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
国
立
大
学

又
は
そ
の
学
部
に
分
校
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

分
校
の
長
は
、
主
事
と
し
、
そ
の
大
学
の
教
授
で
あ
る
者
を
も

2 3 2 

っ
て
充
て
る
。

第
五
条
各
国
立
大
学
に
、
事
務
局
及
ぴ
厚
生
補
導
に
関
す
る
部
を

置
く
。
但
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
を
合
せ
て

一
つ
の
部
局
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
務
局
は
、
庶
務
、
会
計

及
ぴ
施
設
等
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

2

事
務
局
及
び
前
項
の
部
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
大
学
の
規
模
に

応
じ
、
適
当
数
の
課
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

3

事
務
局
、
部
の
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
局
長
、
部
長
及
ぴ
課
長
と
す

'
h
v

。

30 

局
長
は
、
事
務
職
員
を
も
っ
て
、
部
長
は
、
事
務
職
員
又
は
教

授
も
し
く
は
助
教
授
で
あ
る
者
を
も
っ
て
、
課
長
は
、
事
務
職
員

又
は
技
術
職
員
を
も
っ
て
充
て
る
。
但
し
、
必
要
が
あ
る
場
合
は
、

教
授
又
は
助
教
授
で
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
法
第
四
条
に
規
定
す
る
各
研
究
所
に
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
長
を

置
き
、
そ
の
大
学
の
教
授
で
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

第
七
条
法
第
五
条
に
規
定
す
る
各
研
究
施
設
に
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
長

を
置
き
、
そ
の
研
究
施
設
の
規
模
に
応
じ
そ
の
大
学
の
教
授
又
は

助
教
授
で
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。
但
し
、
特
別
の
必
要
が
あ

る
場
合
は
、
事
務
職
員
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
法
第
五
条
に
規
定
す
る
病
院
又
は
病
院
分
院
に
薬
局
を
置

，r
、

4 



薬
局
の
長
は
、
薬
局
長
と
し
、
技
術
職
員
を
も
っ
て
充
て
る
。

第
九
条
大
学
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
法
第
六
条
に
規
定

す
る
図
書
館
に
分
館
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

2

図
書
館
及
ぴ
図
書
館
分
館
の
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
館
長
及
ぴ
分
館

長
と
す
る
。

3

館
長
は
、
そ
の
大
学
の
教
授
で
あ
る
者
を
も
っ
て
、
分
館
長
は
、

そ
の
大
学
の
教
授
又
は
助
教
授
で
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。
但

し
、
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
館
長
又
は
分
館
長
は
、
事
務
職
員
を

も
っ
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

2 第
十
条
国
立
大
学
の
各
学
部
、
分
校
、
附
置
の
研
究
所
、
学
部
附

属
の
研
究
施
設
及
び
図
書
館
に
は
、
そ
の
規
模
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ

れ
事
務
部
又
は
事
務
室
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

2

事
務
部
及
ぴ
事
務
室
の
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
事
務
長
及
ぴ
事
務
主

任
と
す
る
。

事
務
長
及
び
事
務
主
任
は
、
そ
れ
ぞ
れ
事
務
職
員
を
も
っ
て
充

3 

総則関係

別
表
第

国
立
大
学
の
名
称

第 1章

大

~ 
てf-

京

都

て
る
。

第
十
一
条
法
又
は
こ
の
規
則
に
定
め
た
も
の
を
除
く
外
、
国
立
大

学
の
内
部
組
織
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
大
学
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

l 

〔
中
略
〕

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
四
年
五
月

三
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

国
立
大
学
の
学
部
長
及
び
分
校
、
王
事
は
、
第
三
条
及
ぴ
第
四
条

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
問
、
教
授
で
な
い
者
を

も
っ
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
各
国
立
大
学
に
包
括
さ
れ
る
学
校

の
課
程
の
長
は
そ
の
大
学
の
学
長
、
学
部
長
又
は
分
校
の
主
事
で

あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。
但
し
、
昭
和
二
十
四
年
七
月
三
十
一

日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2 3 
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備
考1

主
事
の
定
員
は
、
当
分
の
問
、
教
授
の
定
員
に
含
ま
れ
る
も
の
と

す
る

0

2
国
立
大
学
に
包
括
さ
れ
る
法
第
三
条
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
諸
学

校
の
校
長
、
教
授
、
助
教
授
、
三
級
の
文
部
教
官
(
助
教
授
及
び
助

手
)
の
定
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
表
の
該
当
欄
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、

国
立
大
学
の
学
年
進
行
に
伴
い
変
更
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

第 1編

〔
以
下
略
〕

改
正

昭
二
五
文
令
一
七
、
昭
二
六
文
令
一
九
、
昭
二
七
文
令
六
、
文
令
二
三
、

昭
二
八
文
令
一

O
、
文
令
一
九
、
昭
二
九
文
令
二
、
文
令
六
、
昭
三
O

文
令
-
三
、
昭
三
一
文
令
入
、
昭
三
二
文
令
七
、
昭
三
三
文
令
二
、
文

令
七
、
文
令
一
三
、
昭
三
四
文
令
五
、
文
令
六
、
文
令
一
六
、
文
令
一

九
、
昭
三
五
文
令
六
、
昭
三
六
文
令
一
、
文
令
七
、
文
令

一五、

昭
三

七
文
令
一
七

〔
注
〕
一
九
六
四
・
四
・
一
文
部
省
令
第
一
一
号
で
全
部
改
正
。

国
立
学
校
設
置
法
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
新
制
大
学
院
設
置
〕

[

一

]

法
律
第
二
五
号

一
九
五
三
(
昭
和
二
八
)
年
三
月
二
六
日

国
立
学
校
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

国
立
学
校
設
置
法
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
五
十
号
)
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
二
を
第
三
条
の
三
と
し
、
第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を

加
え
る
。

(
大
学
院
を
置
く
大
学
)

第
三
条
の
ニ

左
に
掲
げ
る
国
立
大
学
に
、
大
学
院
を
置
く
。

北
海
道
大
学

東
北
大
学

東
京
大
学

東
京
教
育
大
学

東
京
工
業
大
学

一
橋
大
学

名
古
屋
大
学

京
都
大
学

大
阪
大
学

神
戸
大
学

広
島
大
学

九
州
大
学

2

前
項
の
国
立
大
学
の
大
学
院
に
置
く
研
究
科
の
名
称
及
ぴ
課
程

は
、
政
令
で
定
め
る
。
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別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一



国
立
大
学
の
名
称

京
都
大
学

大
学
に
置
か
れ
る
職
員
の
定
員

三
、
三
O
二
人

〔
京
大
関
係
の
み
〕

院f

1 

回
目
《

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
以
下
略
〕

四

大
学
設
置
基
準

{

一

]

文
部
省
令
第
二
八
号

一
九
五
六
(
昭
和
三
二
年
一

O
月
一
一
一
一
日

学
校
教
育
法
第
三
条
、
第
八
条
、
第
六
十
三
条
及
ぴ
第
八
十
八
条

の
規
定
に
基
き
、
大
学
設
置
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

昭
和
三
十
一
年
十
月
二
十
二
日

文
部
大
臣

清
瀬

e~ 

総則関係

大
学
設
置
基
準

目
次

第 l重量

第
一
章

第
二
章

第
三
章

総
則
(
第
一
粂
)

学
部
(
第
二
条
|
第
四
条
)

学
科
目
制
、
講
座
制
及
ぴ
教
員
組
織
(
第
五
条
|
第
十
二

条
)

第
四
章
教
員
の
資
格
(
第
十
三
条
第
十
六
粂
)

第
五
章
学
生
定
員
(
第
十
七
条
)

第
六
章
授
業
科
目
(
第
十
八
条
第
二
十
四
条
)

第
七
章
単
位
(
第
二
十
五
条
・
第
二
十
六
条
)

第
八
章
授
業
(
第
二
十
七
条
|
第
三
十
条
)

第
九
章
卒
業
の
要
件
及
ぴ
学
士
(
第
三
十
一
条
|
第
三
十
四
条
)

第
十
章
校
地
、
校
舎
等
の
施
設
(
第
三
十
五
条
|
第
三
十
八
条
)

第
十
一
章
設
備
及
び
附
属
施
設
(
第
三
十
九
条
|
第
四
十
一
条
)

第
十
二
章
雑
則
(
第
四
十
二
条
|
第
四
十
五
条
)

附
則

第
一
章

総
則

(
趣
旨
)

第
一
条

2 

大
学
設
置
基
準
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

こ
の
省
令
で
定
め
る
設
置
基
準
は
、
大
学
を
設
置
す
る
の
に
必

要
な
最
低
の
基
準
と
す
る
。

大
学
は
、
こ
の
省
令
で
定
め
る
設
置
基
準
よ
り
低
下
し
た
状
態

に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
‘
そ
の
水
準
の
向
上

を
図
る
こ
と
に
努
め
・な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第

二

章

学

部

3 
(
学
部
)

第
二
条
学
部
は
、
専
攻
に
よ
り
教
育
研
究
上
か
ら
組
織
さ
れ
る
も

33 
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の
で
あ
っ
て
、
学
科
目
又
は
講
座
の
種
類
及
ぴ
数
、
教
員
数
そ
の

他
が
学
部
と
し
て
適
当
な
組
織
を
も
っ
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す

?
匂
。

第 l編

学
部
の
種
類
は
、
文
学
、
法
学
、
経
済
学
、
商
学
、
理
学
、
医

学
、
歯
学
、
工
学
及
び
農
学
の
各
学
部
そ
の
他
学
部
と
し
て
適
当

な
規
模
内
容
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

3

実
質
及
び
規
模
が
一
学
部
を
組
織
す
る
の
に
適
当
な
場
合
に
お

い
て
、
特
別
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
学
部
の
全
部
又
は

一
部
を
分
合
し
て
一
学
部
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
学
科
)

第
三
条
学
部
に
は
、
専
攻
に
よ
り
学
科
を
設
け
る
。

2

前
項
の
学
科
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
攻
分
野
を
教
育
研
究
す
る
に

必
要
な
組
織
を
備
え
た
も
の
と
す
る
。

3

学
科
に
は
、
教
育
研
究
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
専
攻
課

程
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
課
程
)

第
四
条
学
部
の
種
類
に
よ
り
学
科
を
設
け
る
こ
と
が
適
当
で
な
い

と
き
は
、
こ
れ
に
か
え
て
課
程
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

課
程
に
は
、
教
育
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
専
攻
課
程
を

設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

2 

第
三
章

学
科
目
制
、
講
座
制
及
ぴ
教
員
組
織

(
学
科
目
制
及
び
講
座
制
)

第
五
条
大
学
は
、
そ
の
教
育
研
究
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、

学
科
目
制
又
は
講
座
制
を
設
け
、
こ
れ
ら
に
必
要
な
教
員
を
置
く

も
の
と
す
る
。

2

学
科
目
制
は
、
教
育
上
必
要
な
学
科
目
を
定
め
、
そ
の
教
育
研

究
に
必
要
な
教
員
を
置
く
制
度
と
す
る
。

3

講
座
制
は
、
教
育
研
究
上
必
要
な
専
攻
分
野
を
定
め
、
そ
の
教

育
研
究
に
必
要
な
教
員
を
置
く
制
度
と
す
る
。

(
学
科
目
制
)

第
六
条
教
育
上
主
要
と
認
め
ら
れ
る
学
科
目
(
以
下
「
主
要
学
科
目
」

と
い
う
。
)
は
、
専
任
の
教
授
又
は
助
教
授
が
担
当
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
主
要
学
科
目
を
担
当
す
べ
き
適
当
な
教
授
又
は
助

教
授
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
限
り
、
専
任
の
講
師
又
は
兼
任
の
教

授
、
助
教
授
若
し
く
は
講
師
が
こ
れ
を
担
当
し
、
又
は
分
担
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
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2 

主
要
学
科
目
以
外
の
学
科
目
に
つ
い
て
も
な
る
べ
く
専
任
の
教

授
、
助
教
授
若
し
く
は
講
師
が
こ
れ
を
担
当
す
る
も
の
と
し
、
大

学
の
事
情
に
よ
っ
て
は
兼
任
の
教
授
、
助
教
授
若
し
く
は
講
師
が

こ
れ
を
担
当
し
、
又
は
分
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

実
験
、
実
習
、
演
習
又
は
実
技
を
伴
う
学
科
目
に
は
、
な
る
べ

く
助
手
を
置
く
も
の
と
す
る
。

3 



(
講
座
制
)

第
七
条
講
座
に
は
、
教
授
、
助
教
授
及
ぴ
助
手
を
置
く
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
講
座
の
種
類
に
よ
り
特
別
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、

講
師
を
置
き
、
又
は
助
教
授
若
し
く
は
助
手
を
欠
く
こ
と
が
で
き

ヲ

G

。

総則関係

講
座
は
、
専
任
の
教
授
が
担
当
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

講
座
を
担
当
す
べ
き
適
当
な
教
授
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
限
り
、

専
任
の
助
教
授
若
し
く
は
講
師
又
は
兼
任
の
教
授
、
助
教
授
若
し

く
は
講
師
が
こ
れ
を
担
当
し
、
又
は
分
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
講
座
外
授
業
)

第
八
条
講
座
制
を
設
け
る
大
学
に
お
い
て
、
講
座
外
の
授
業
を
設

け
る
と
き
は
、
な
る
べ
く
専
任
の
助
教
授
若
し
く
は
講
師
が
こ
れ

を
担
当
す
る
も
の
と
し
、
大
学
の
事
情
に
よ
っ
て
は
兼
任
の
教
授
、

助
教
授
若
し
く
は
講
師
が
こ
れ
を
担
当
し
、
又
は
分
担
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

(
授
業
を
担
当
し
な
い
教
員
)

第
九
条
前
三
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
大
学
に
は
、
教
育
研

究
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
授
業
を
担
当
し
な
い
教
授
、
助
教
授

又
は
助
手
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

(
専
任
教
員
)

第
十
条
教
員
は
、

2 

第 1章

一
の
大
学
に
限
り
、
専
任
教
員
と
な
る
も
の
と

す
る
。

(
専
任
教
員
数
)

第
十
一
条
大
学
の
学
部
に
お
け
る
専
任
教
員
の
数
は
、
別
表
第
一

か
ら
第
三
ま
で
の
と
お
り
と
す
る
。

(
兼
任
教
員
数
)

第
十
二
条
第
六
条
、
第
七
条
又
は
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
兼
任
の

教
員
の
合
計
数
は
、
全
教
員
数
の
二
分
の
一
を
こ
え
な
い
も
の
と

+
ヲ
ヲ
匂
。

第
四
章
教
員
の
資
格

(
教
授
の
資
格
)

第
十
三
条
教
授
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
一
に

該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
博
士
の
学
位
(
外
国
に
お
い
て
授
与
さ
れ
た
こ
れ
に
相
当
す
る

学
位
を
含
む
。
)
を
有
す
る
者

二
研
究
上
の
業
績
が
前
号
の
者
に
準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
者

三
大
学
(
旧
大
学
令
(
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
)
に
よ

る
大
学
を
含
む
。
以
下
本
条
、
次
条
及
ぴ
第
十
六
条
に
お
い
て

閉
じ
。
)
に
お
い
て
教
授
の
経
歴
の
あ
る
者

四
大
学
に
お
い
て
助
教
授
の
経
歴
が
あ
り
、
教
育
研
究
上
の
業

績
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

五
高
等
学
校
及
ぴ
専
門
学
校
(
旧
高
等
学
校
令
(
大
正
七
年
勅
令
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第
三
百
八
十
九
号
)
に
よ
る
高
等
学
校
及
ぴ
旧
専
門
学
校
令
(
明

治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
)
に
よ
る
専
門
学
校
を
い
う
。
以

下
次
条
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
並
ぴ
に
こ
れ
ら
と
同
等
以
上

と
認
め
ら
れ
る
学
校
に
お
い
て
五
年
以
上
教
授
の
経
歴
が
あ
り
、

教
育
研
究
上
の
業
績
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

六
芸
能
体
育
等
に
つ
い
て
は
、
特
殊
の
技
能
に
ひ
い
で
、
教
育

の
経
歴
の
あ
る
者

(
助
教
授
の
資
格
)

第
十
四
条
助
教
授
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
一

に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
前
条
に
規
定
す
る
教
授
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者

二
大
学
に
お
い
て
助
教
授
又
は
専
任
の
講
師
の
経
歴
の
あ
る
者

三
大
学
に
お
い
て
三
年
以
上
助
手
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
職
員
と

し
て
の
経
歴
が
あ
り
、
教
育
研
究
上
の
能
力
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
者

四
修
士
の
学
位
を
有
す
る
者
又
は
旧
大
学
令
に
よ
る
大
学
の
大

学
院
に
三
年
以
上
在
学
し
た
者
で
、
教
育
研
究
上
の
能
力
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
者

五
高
等
学
校
及
ぴ
専
門
学
校
並
ぴ
に
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
と
認

め
ら
れ
る
学
校
に
お
い
て
、
三
年
以
上
教
授
の
経
歴
が
あ
り
、

又
は
五
年
以
上
助
教
授
若
し
く
は
専
任
の
講
師
の
経
歴
が
あ
り
、

第 1編

教
育
研
究
上
の
業
績
若
し
く
は
能
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

六
研
究
所
、
試
験
所
、
調
査
所
等
に
五
年
以
上
在
職
し
、
研
究

上
の
業
績
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

(
講
師
の
資
格
)

第
十
五
条
講
師
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
一
に

該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
第
十
三
条
又
は
前
条
に
規
定
す
る
教
授
又
は
助
教
授
と
な
る

こ
と
の
で
き
る
者

こ
そ
の
他
特
殊
な
専
攻
分
野
に
つ
い
て
教
育
上
の
能
力
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
者
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(
助
手
の
資
格
)

第
十
六
条
助
手
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
一
に

該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
大
学
の
学
部
を
卒
業
し
た
者

二
前
号
の
者
に
準
ず
る
能
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

第
五
章
学
生
定
員

(
学
生
定
員
)

第
十
七
条
学
生
定
員
は
、
学
科
又
は
課
程
を
単
位
と
し
、
学
部
ご

と
に
学
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

2

学
生
定
員
は
、
学
科
目
又
は
講
座
の
数
、
教
員
組
織
、
教
室
、

実
験
・
実
習
及
ぴ
演
習
の
施
設
、
保
健
衛
生
及
ぴ
体
育
の
施
設
並



総則関係

ぴ
に
設
備
そ
の
他
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
六
章
授
業
科
目

(
授
業
科
目
の
基
準
}

第
十
八
条
大
学
は
、
こ
の
章
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
授
業
科
目

を
開
設
す
る
も
の
と
す
る
。

2

授
業
科
目
と
は
、
学
科
目
、
講
座
又
は
こ
れ
ら
の
併
用
に
よ
っ

て
編
成
す
る
教
育
課
程
に
お
け
る
授
業
の
科
目
を
い
う
。

(
授
業
科
目
の
区
分
)

第
十
九
条
大
学
で
開
設
す
べ
き
授
業
科
目
は
、
そ
の
内
容
に
よ
り
、

一
般
教
育
科
目
、
外
国
語
科
目
、
保
健
体
育
科
目
及
び
専
門
教
育

科
目
に
分
け
る
。

2

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
学
部
又
は
学
科
の
種
類
に
よ

つ
て
は
、
基
礎
教
育
科
目
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

ご
般
教
育
科
目
)

第
二
十
条
一
般
教
育
科
目
は
、
そ
の
内
容
に
よ
り
、
人
文
科
学
、

社
会
科
学
及
ぴ
自
然
科
学
の
三
系
列
に
分
け
る
。

2

大
学
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
一
般
教
育
科
目
に
関
す
る
授
業

科
目
の
う
ち
、
各
号
の
系
列
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
三
科
目
以
上
、

全
体
と
し
て
十
二
科
目
以
上
の
授
業
科
目
を
開
設
す
る
も
の
と
す

ヲ
令
。

第 lli~:

人
文
科
学
系

哲
学
、
倫
理
学、

歴
史
、
文
学
、
音
楽
、
美

術

社
会
科
学
系
法
学
、
社
会
学
、
政
治
学
、
経
済
学

自
然
科
学
系
数
学
、
物
理
学
、
化
学
、
生
物
学
、
地
学

大
学
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
授
業
科
目
の
ほ
か
、

一
般
教
育

科
目
と
し
て
適
当
と
認
め
ら
れ
る
授
業
科
目
を
必
要
に
応
じ
て
同

項
各
号
の
い
ず
れ
か
の
系
列
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

4
心
理
学
、
統
計
学
等
の
授
業
科
目
で
、
一
の
授
業
科
目
が
第
二

項
各
号
の
系
列
の
う
ち
二
以
上
の
系
列
の
い
ず
れ
に
も
分
類
で
き

る
と
き
は
、
大
学
に
お
い
て
そ
の
授
業
科
目
の
内
容
及
ぴ
計
画
に

従
い
、
い
ず
れ
か
一
の
系
列
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
外
国
語
科
目
)

第
二
十
一
粂
大
学
は
、
外
国
語
科
目
に
関
す
る
授
業
科
目
と
し
て

二
以
上
の
外
国
語
の
科
目
を
開
設
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

学
部
及
ぴ
学
科
の
種
類
に
よ
り
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
一

の
外
国
語
の
科
目
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
保
健
体
育
科
目
)

第
二
十
二
条
大
学
は
、
保
健
体
育
科
目
に
関
す
る
授
業
科
目
を
開

設
す
る
も
の
と
す
る
。

(
基
礎
教
育
科
目
)

第
二
十
三
条
大
学
は
、
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
基
礎

教
育
科
目
を
置
く
場
合
は
、
そ
の
授
業
科
目
は
、
一
般
教
育
科
目

3 
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に
関
す
る
授
業
科
目
の
う
ち
、
そ
の
学
部
の
専
攻
分
野
に
関
連
の

あ
る
も
の
を
開
設
す
る
も
の
と
す
る
。

(
専
門
教
育
科
目
)

第
二
十
四
条
大
学
は
、
学
部
及
ぴ
学
科
又
は
課
程
の
種
類
に
応
じ

て
必
要
な
専
門
教
育
科
目
に
関
す
る
授
業
科
目
を
開
設
す
る
も
の

と
す
る
。第

七

章

単

位

(
各
授
業
科
目
の
単
位
数
)

第
二
十
五
条
各
授
業
科
目
の
単
位
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と

お
り
と
す
る
。

一
一
般
教
育
科
目
は
、
原
則
と
し
て
四
単
位
と
す
る
。

二
外
国
語
科
目
は
、
八
単
位
と
す
る
。
た
だ
し
、
二
以
上
の
外

国
語
の
科
目
を
開
設
す
る
大
学
に
あ
っ
て
は
、
一
の
外
国
語
の

科
目
を
八
単
位
と
し
、
他
の
外
国
語
の
科
目
は
、
四
単
位
以
上

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
保
健
体
育
科
目
は
、
四
単
位
と
し
、
講
義
二
単
位
及
ぴ
実
技

二
単
位
と
す
る
。

四
専
門
教
育
科
目
及
び
基
礎
教
育
科
目
は
、
四
単
位
以
上
と
す

る
。
た
だ
し
、
教
育
上
の
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
三
単
位
又
は

二
単
位
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
単
位
の
計
算
方
法
)

第 1編

第
二
十
六
条
前
条
に
規
定
す
る
各
授
業
科
目
に
対
す
る
単
位
数
は
、

一
単
位
の
履
修
時
間
を
教
室
内
及
ぴ
教
室
外
を
合
せ
て
四
十
五
時

間
と
し
、
次
の
基
準
に
よ
り
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

一
講
義
に
つ
い
て
は
、
教
室
内
に
お
け
る
一
時
間
の
講
義
に
対

し
て
教
室
外
に
お
け
る
二
時
間
の
準
備
の
た
め
の
学
修
を
必
要

と
す
る
も
の
と
し
、
毎
週
一
時
間
十
五
週
の
講
義
を
も
っ
て
一

単
位
と
す
る
。
た
だ
し
、
教
室
外
の
準
備
の
た
め
の
学
修
が
基

準
ど
お
り
で
き
な
い
事
情
が
あ
る
と
き
又
は
教
育
効
果
を
考
慮

し
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
一
時
間
半
又
は
二
時
間
の
講
義
に

対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
教
室
外
に
お
け
る
一
時
間
半
又
は
一
時
間
の

準
備
の
た
め
の
学
修
を
必
要
と
す
る
も
の
と
し
、
毎
週
一
時
間

半
又
は
二
時
間
十
五
週
の
講
義
を
も
っ
て
一
単
位
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

二
演
習
に
つ
い
て
は
、
教
室
内
に
お
け
る
二
時
間
の
演
習
に
対

し
て
教
室
外
に
お
け
る
一
時
間
の
準
備
の
た
め
の
学
修
を
必
要

と
す
る
も
の
と
し
、
毎
週
二
時
間
十
五
週
の
演
習
を
も
っ
て
一

単
位
と
す
る
。
た
だ
し
、
授
業
科
目
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、
教

室
外
の
準
備
の
た
め
の
学
修
が
基
準
ど
お
り
で
き
な
い
事
情
が

あ
る
と
き
又
は
教
育
効
果
を
考
慮
し
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、

一
時
間
の
演
習
に
対
し
て
教
室
外
に
お
け
る
二
時
間
の
準
備
の

た
め
の
学
修
を
必
要
と
す
る
も
の
と
し
、
毎
週
一
時
間
十
五
週
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の
演
習
を
も
っ
て
一
単
位
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
化
学
実
験
、
機
械
実
験
、
教
育
実
習
、
農
場
実
習
、
工
作
実

習
、
機
械
製
図
及
び
体
育
実
技
等
の
授
業
に
つ
い
て
は
、
学
修

は
、
す
べ
て
実
験
室
、
実
習
場
等
で
行
わ
れ
る
も
の
と
し
、
毎

週
三
時
間
十
五
週
の
実
験
又
は
実
習
を
も
っ
て
一
単
位
と
す
る
。

第

八

章

授

業

(
授
業
日
数
)

第
二
十
七
条
一
年
間
の
授
業
日
数
は
、
定
期
試
験
等
の
日
数
を
含

め
、
三
十
五
週
に
わ
た
り
二
百
十
日
を
原
則
と
す
る
。

(
教
育
課
程
の
編
成
方
法
)

第
二
十
八
条
教
育
課
程
は
、
各
授
業
科
目
を
必
修
科
目
、
選
択
科

目
及
ぴ
自
由
科
目
に
分
け
、
こ
れ
を
各
年
次
に
配
当
し
て
編
成
す

る
も
の
と
す
る
。

総 lllJ関係

(
授
業
を
行
う
学
生
数
)

第
二
十
九
条
大
学
が
一
の
授
業
科
目
に
つ
い
て
同
時
に
授
業
を
行

う
学
生
数
は
、
お
お
む
ね
五
十
人
と
す
る
。

2

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
文
科
学
及
ぴ
社
会
科
学
に
関

す
る
授
業
科
目
並
ぴ
に
保
健
体
育
科
目
に
関
す
る
授
業
科
目
に
つ

い
て
は
、
大
学
の
事
情
に
よ
り
、
前
項
に
規
定
す
る
学
生
数
以
上

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
場
合
を
除
き
、
二
百

第 l:li!:

人
を
こ
え
な
い
も
の
と
す
る
。

(
授
業
の
方
法
)

第
三
十
条
授
業
は
、
講
義
、
実
験
・
実
習
、
演
習
若
し
く
は
実
技

の
い
ず
れ
か
に
よ
り
又
は
、
}
れ
ら
の
併
用
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る。

第
九
章
卒
業
の
要
件
及
ぴ
学
士

(
単
位
の
授
与
)

第
三
十
一
条
大
学
は
、
一
の
授
業
科
目
を
履
修
し
た
者
に
対
し
て

は
、
試
験
の
上
単
位
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

(
卒
業
の
要
件
)

第
三
十
二
条
卒
業
の
要
件
は
、
大
学
に
四
年
以
上
在
学
し
、
次
の

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
百
二
十
四
単
位
以
上
を
修
得
す

る
こ
と
と
す
る
。

一

一
般
教
育
科
目
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
条
第
二
項
各
号
の
系

列
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
三
科
目
以
上
十
二
単
位
、
合
計
九
科
目

以
上
三
十
六
単
位
。
た
だ
し
、
専
門
技
能
の
教
育
を
主
と
す
る

学
部
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
専
攻
分
野
に
関
連
の
あ
る
一
般
教
育

科
目
の
単
位
の
う
ち
、
八
単
位
を
限
り
、
基
礎
教
育
科
目
の
単

位
を
も
っ
て
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
外
国
語
科
目
に
つ
い
て
は
、

一
の
外
国
語
の
科
目
八
単
位
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保
健
体
育
科
目
に
つ
い
て
は
、
講
義
及
び
実
技
四
単
位

専
門
教
育
科
目
に
つ
い
て
は
、
七
十
六
単
位
以
上

二
以
上
の
外
国
語
の
科
目
の
修
得
を
卒
業
の
要
件
と
す
る
大
学

の
場
A
間
に
あ
っ
て
は
、
一
の
外
国
語
の
科
目
の
単
位
は
、
前
項
第

二
号
に
よ
る
も
の
と
し
、
他
の
外
国
語
の
科
目
は
、
前
項
第
四
号

の
単
位
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

(
医
学
及
ぴ
歯
学
の
大
学
の
卒
業
の
要
件
)

第
三
十
三
条
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
医
学
又
は
歯
学
の
大

〔

7

7
〕

学
学
部
の
卒
業
の
要
件
は
、
大
学
に
六
年
以
上
存
学
し
、
学
校
教

育
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
)
第
五
十
五
条
第
二
項
に

規
定
す
る
専
門
の
課
程
(
以
下
「
専
門
の
課
程
」
と
い
う
。
)
に
進
学

す
る
た
め
の
課
程
(
以
下
「
進
学
の
課
程
」
と
い
う
。
)
を
修
了
し
た

者
又
は
同
法
第
五
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
進
学
の
課
程
を
修

了
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
、
専

門
の
課
程
に
入
学
し
、
こ
れ
を
修
了
す
る
こ
と
と
す
る
。

2

進
学
の
課
程
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
授
業
科

目
に
つ
き
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
単
位
を
含
め
、
六
十
四
単
位

以
上
を
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

四
2 

第 l編

人
文
科
学
系
の
科
目
の
う
ち
三
科
目

社
会
科
学
系
の
科
目
の
う
ち
三
科
目

保書科 ス イ科外語国
自 学語学、 然草系白語」 語ツ

又目
目 はの 及の

講義及
英「ち7 

ぴ 科
数目

語及 「英 学の物中
ぴ ぴ語 う理
技実 フ及 ち学

ラぴ
科化ンド

八 四 十 な学実各
単 単 ，、 いに験四
位 位 単 J っ と 単

位 にいす位
ってる子7 
きは
言十こたち
十 の だ 一
二限し単
単り、位

位で数は

40 

備
考一

こ
の
表
中
人
文
科
学
系
の
科
目
、
社
会
科
学
系
の
科
目
及
び
自

然
科
学
系
の
科
目
は
、
一
般
教
育
科
目
と
し
て
修
得
す
る
も
の
と

す
る
。

二
基
礎
教
育
科
目
は
、
こ
の
表
中
自
然
科
学
系
の
科
目
と
し
て
掲

げ
る
も
の
の
う
ち
、
一
般
教
育
科
目
と
し
て
修
得
し
な
か
っ
た
科

目
及
び
そ
の
他
の
科
目
に
つ
い
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

(
学
士
)

第
三
十
四
条
大
学
は
、
第
三
十
二
条
及
ぴ
前
条
第
一
一
項
の
規
定
に

よ
る
卒
業
の
要
件
を
備
え
た
者
に
対
し
て
は
、
別
表
第
四
に
定
め

る
学
士
の
種
類
の
う
ち
、
そ
の
履
修
し
た
専
攻
に
応
じ
た
学
士
を

称
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

校
地
、
校
舎
等
の
施
設

第
十
章

(
校
地
)



総則関係

第
三
十
五
条
校
地
は
、
教
育
に
ふ
さ
わ
し
い
環
境
を
も
ち
、
校
舎

の
敷
地
に
は
、
学
生
が
休
息
そ
の
他
に
利
用
す
る
の
に
適
当
な
空

地
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

(
運
動
場
)

第
三
十
六
条
運
動
場
は
、
教
育
に
支
障
の
な
い
よ
う
、
原
則
と
し

て
校
舎
と
同
一
の
敷
地
内
又
は
そ
の
隣
接
地
に
設
け
る
も
の
と
し
、

や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
適
当
な
位
置
に
こ
れ
を
設
け
る
も
の
と

す
る
。

(
校
舎
等
施
設
)

第
三
十
七
条
大
学
は
、
そ
の
組
織
及
び
規
模
に
応
じ
、
少
な
く
と

も
次
に
掲
げ
る
施
設
を
備
え
た
校
舎
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

一
学
長
室
、
会
議
室
、
事
務
室

ニ
研
究
室
、
教
室
(
講
義
室
、
実
験
・
実
習
室
、
演
習
室
等
と
す

る
。
)

三
図
書
館
、
医
務
室
、
学
生
自
習
室
、
学
生
控
室

2

研
究
室
は
、
専
任
の
教
員
に
対
し
て
は
必
ず
備
え
る
も
の
と
す

ヲ
匂
。

3 

教
室
は
、
学
科
又
は
課
程
に
応
じ
、
必
要
な
種
類
と
数
を
備
え

る
も
の
と
す
る
。

図
書
館
の
関
覧
室
に
は
、
収
容
定
員
の
百
分
の
五
以
上
の
座
席

を
備
え
る
も
の
と
す
る
。

第 1章

4 

大
学
は
、
第
一
項
に
掲
げ
る
施
設
を
備
え
る
校
舎
の
ほ
か
、
な

る
べ
く
講
堂
、
体
育
館
及
び
寄
宿
舎
を
備
え
る
も
の
と
す
る
。

6

夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
学
部
(
以
下
「
夜
間
学
部
」
と
い
う
。
)

を
置
く
大
学
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
専
任
の
教
員
の
た
め
の
研
究
室

そ
の
他
の
施
設
を
増
設
す
る
ほ
か
、
特
に
照
明
、
衛
生
等
の
諸
施

設
に
つ
い
て
は
、
教
育
研
究
に
支
障
の
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
と

す
る
。

(
校
地
及
ぴ
校
舎
の
面
積
)

第
三
十
八
条
校
地
及
ぴ
校
舎
の
面
積
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

第
十
一
章
設
備
及
び
附
属
施
設

(
機
械
、
器
具
等
)

第
三
十
九
条
大
学
は
、
学
部
又
は
学
科
の
種
類
、
教
員
数
及
ぴ
学

生
数
に
応
じ
て
必
要
な
種
類
及
び
数
の
機
械
、
器
具
及
び
標
本
を

備
え
る
も
の
と
す
る
。

(
図
書
及
ぴ
学
術
雑
誌
)

第
四
十
条
大
学
は
、
授
業
科
目
の
種
類
に
応
じ
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
冊
数
及
び
種
類
数
の
図
書
及
び
学
術
雑
誌
(
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル

ム
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)
を
系
統
的
に
整
理
し
て
備

え
る
も
の
と
す
る
。

5 

一
般
教
育
科
目

に
関
す
る
図
書

第
二
十
条
第
二
項
各
号
の

系
列
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ

千
冊
以
上

41 



法令・規則

外
国
語
科
目
に

関
す
る
図
書

保
健
体
育
科
目
に
関
す
る
図
書

専
門
教
育
科
目
に
関
す
る
図
書
及
ぴ
学
術
雑
誌

三
百
冊
以
上

一
の
外
国
語
に
つ
い
て

千
冊
以
上

四

第 I編

る体育る音楽る美る政家る薬学学部農工理学部商経法学部 文 学

学部に学部に学部術に学部に学部に 学部学部 済学部 学部 部

関す 関す す関 関す 関す
名

:E 、 三E、 ヨ豆、 ヨ豆、 院ヨ、 ノ、、 ノ、、 ~、、 cコ、 Cコ、 Cコ、 ノ、、 図書
CCCコココ CCCコココ CCCコココ CCCコココ CCCコココ CCCコココ CCCコココ CCCコココ CCCコココ CCCコココ CCCコココ CCCコココ の
以 以 以 以 以以以以以以以以

冊数
上 上 上 上 上上上上上上上上

科の織す二以

書図る上
、 、 、 、 ニユ、 ニ二、 二二、 二二、 五丘、 三正、 三正、 二二、

の場合科学のCコ
ヨCCココE ヨCCココE ZCCE ココ CCCコココ CCCコココ CCCココ3 CCC以コココ CCζコココ CCCコココ CCCコココ CCCコココCCココ 冊の

以 以 以 以 以以以 以以以以 数ーで
上 上 上 上 上上上上上上上上 学組

Cコ Cコ Cコ cコ 三C三コ Cヨコ正三CEコヨCEコヨCコE3CコE ヨCコ正三C三コ
種類数 学術雑

以 以 以 以 以以以以以以以以 誌

上 上 上 上 上上上上上上上上 σ〉

備
考

こ
の
表
に
掲
げ
る
学
部
以
外
の
学
部
に
お
い
て
備
え
る
べ
き
図
書

及
び
学
術
雑
誌
の
冊
数
及
ぴ
種
類
数
に
つ
い
て
は
、
当
該
学
部
に
類

似
す
る
こ
の
表
に
掲
げ
る
学
部
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
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(
附
属
施
設
)

第
四
十
一
条
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
部
を
置
き
、
又
は
学
科

を
設
け
る
大
学
に
は
、
そ
の
学
部
又
は
学
科
の
教
育
研
究
に
必
要

な
施
設
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
附
属
施
設
を
置
く
も

の
と
す
る
。

体育薬学水 水 畜獣医林農容暴成
にに産増 産学 産学学学に学部

学
関す関す殖に 又は に関に関す tド唱 部
るる関す 船商 関すする 聞干 又

学部学部る に 学部る学る科学 学る l主

又科学関す 部 部 学
は 又又 又は 科

科学 学部る 科学は学軒は 長品

体館育薬養殖施合合を 船練習 飼場育 吉家畜rzj林習寅場農属附

植用物設むま又 校学
附

園 J 聞lロ!は 属

言 利牧
用 場 施

曹に
よ 設
る
場

2 

工
学
部
を
置
く
大
学
に
は
、
原
則
と
し
て
実
験
・
実
習
工
場
を

置
く
も
の
と
す
る
。

第
十
二
章

(
事
務
組
織
)

雑
則



第
四
十
二
条
大
学
は
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
専
任
の
職

員
を
置
く
適
当
な
事
務
組
織
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

(
厚
生
補
導
の
組
織
)

第
四
十
三
条
大
学
は
、
学
生
の
厚
生
補
導
を
行
う
た
め
、
専
任
の

職
員
を
置
く
適
当
な
組
織
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

(
医
学
、
歯
学
の
学
部
に
関
す
る
特
例
)

第
四
十
四
条
第
十
一
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
、
第
四
十

条
及
ぴ
第
四
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
医
学
又
は
歯
学
の

学
部
に
お
け
る
専
門
の
課
程
の
専
任
教
員
数
及
ぴ
授
業
科
目
、
設

備
の
基
準
並
び
に
附
属
施
設
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

(
そ
の
他
の
基
準
)

第
四
十
五
条
大
学
院
、
短
期
大
学
そ
の
他
に
関
す
る
基
準
は
、
別

に
定
め
る
。

附

1 

阿
見

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
学
に
お
け
る
校
地
の
面
積
(
寄
宿
舎
そ
の
他
附
属
施
設
用
地
の

面
積
を
除
く
。
)
は
、
第
三
十
八
条
の
規
定
に
基
き
、
別
に
定
め
ら

れ
る
ま
で
の
問
、
校
舎
の
面
積
の
六
倍
以
上
の
面
積
と
す
る
。
た

だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
り
、
こ
の
面
積
が
得
ら
れ
な
い
場
合
は
、

教
育
に
支
障
の
な
い
限
度
に
お
い
て
、
こ
の
面
積
の
一
部
を
減
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。

総則関係

2 

第 1章

3 

大
学
に
お
け
る
校
舎
の
面
積
は
、
第
三
十
八
条
の
規
定
に
基
き
、

別
に
定
め
ら
れ
る
ま
で
の
問
、
そ
の
教
育
に
支
障
の
な
い
よ
う
、

少
な
く
と
も
次
の
表
に
定
め
る
面
積
を
下
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

体育楽音美術政家薬学農工理商経法教育 文 学部

ににににに 済 名

関す関す関す関す関す学学学学 学理ヲ 学 学
る る るるる 学る 生 l

学部学部学部学部学部昔日部部部部部学部部
{ 足

員

一一一 一一一 一一一一一一 坪人定員 O 入
、、、、、、、、、、、、、 数の O学疋

三三四 五七九 O七 00000 場メ日入 四人
00五 O五 00五 00000

の 0O収容員ー0000000000000  

一一一一一一一一一一 一一一一一 坪数の人定員 O。 入一一 一 一 一 一 一、、、、、、、、、、、、、
場合八O収人 A員f定U与L 九二四一三三四七五五。 五五五

0000五 00000000
0000000000000  の O容 二

一一一一一 合 O 定員 O 入
、、、、、

の O~O 学疋員
九九 九九 九 坪数 人 一 人
00000  の、収

I I I I I I I 100000  場二容三

備
考一

こ
の
表
に
は
、
講
堂
、
寄
宿
舎
そ
の
他
附
属
施
設
の
面
積
は
含

ま
な
い
。

二
入
学
定
員
が
、
百
人
未
満
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
学
科
並
ぴ
に

入
学
定
員
及
ぴ
教
員
数
に
応
じ
て
二
割
の
範
囲
内
に
お
い
て
こ
の
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表
に
定
め
る
面
積
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
の
表

に
定
め
る
入
学
定
員
を
こ
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
教
育
に
支
隊

の
な
い
よ
う
・
そ
の
こ
え
る
入
学
定
員
に
応
じ
て
こ
の
表
に
定
め

る
面
積
を
増
加
す
る
も
の
と
す
る
。

三
二
以
上
の
学
部
を
置
く
大
学
は
、
一
般
教
育
科
目
そ
の
他
に
つ

き
、
各
学
部
が
共
同
に
使
用
す
る
建
物
が
あ
る
と
き
は
、
教
育
に

支
障
の
な
い
限
度
に
お
い
て
、
こ
の
表
に
定
め
る
面
積
を
減
ず
る

'
』
と
が
で
き
る
。

四
こ
の
表
に
掲
げ
る
学
部
以
外
の
学
部
に
お
け
る
面
積
に
つ
い
て

は
、
当
該
学
部
に
類
似
す
る
こ
の
表
に
掲
げ
る
学
部
の
例
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

第 l編

4 

こ
の
省
令
施
行
の
際
、
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
大
学
に
在
職
す

る
教
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
教
員
が
現
に
在
職
す
る
教
員
の
職
に

在
る
限
り
、
こ
の
省
令
の
教
員
の
資
格
に
関
す
る
規
定
は
、
適
用

し
な
い
。

5 

こ
の
省
令
施
行
の
際
、
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
大
学
の
組
織
、

編
制
、
施
設
及
ぴ
設
備
で
こ
の
省
令
施
行
の
目
前
に
係
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
当
分
の
問
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

学
校
教
育
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
六
条
中
「
並
び
に
学
士
に
関
す
る
事
項
は
、
こ
の
節
に

規
定
す
る
も
の
の
外
、
別
に
定
め
る
大
学
設
置
基
準
に
よ
る
。
」
を

「
、
学
士
に
関
す
る
事
項
、
教
員
の
資
格
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
大

6 

学
の
設
置
に
関
す
る
事
項
は
、
大
学
設
置
基
準
(
昭
和
三
十
一
年
文

部
省
令
第
二
十
八
号
)
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
」
に
改
め
る
。

第
六
十
六
条
の
三
を
削
る
。

第
六
十
八
条
中
「
学
長
、
教
授
、
助
教
授
及
ぴ
講
師
の
資
格
に

関
す
る
事
項
並
ぴ
に
」
を
削
る
。

第
六
十
九
条
の
二
第
一
号
中
「
第
六
十
六
条
の
三
第
一
一
項
に
定

め
る
課
程
」
を
「
進
学
の
課
程
」
に
改
め
る
。
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表
第

目医
及学

長曹
信聖子

惇以
育外
科の
自学
専部
任り

費量
数警

科
目

外
国
語
科

保外

授科業合健国自社人般

体 然会文教

育語科科科育
目
dコ

言十科科学学学科 種

目白系系系目
類

合 O入

0人学定

の員 専
七 0二二一二 場一

合 O入
任

の0人 学定員 教

一一一一 場二一一一 一一 一一一一 員

会 O入

0人の 学定員
数

五ー五四二三 場三

備
考

」
の
表
に
定
め
る
入
学
定
員
及
ぴ
教
員
数
は
、
二
以
上
の
学
部



を
置
く
大
学
の
場
合
は
、
各
学
部
の
入
学
定
員
及
び
教
員
数
の
合

計
数
と
す
る
。

二
こ
の
表
に
定
め
る
教
員
数
は
、
教
授
、
助
教
授
ま
た
は
講
師
の

数
を
示
し
、
そ
の
合
計
数
の
半
数
以
上
は
原
則
と
し
て
教
授
と
す

る
(
以
下
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
に
お
い
て
同
じ
。
)
。

三
入
学
定
員
が
盲
人
未
満
の
場
合
に
は
、
社
会
科
学
系
以
外
の
教

員

一
人
を
減
じ
て
六
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
入
学
定
員
が
こ
の
表
に
定
め
る
数
を
こ
え
る
場
合
は
、
そ
の
こ

え
る
入
学
定
員
に
応
じ
て
相
当
数
の
教
員
を
増
加
す
る
も
の
と
す

る
(
以
下
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
に
お
い
て
同
じ
。
)
。

五
夜
間
学
部
が
こ
れ
と
同
じ
種
類
の
昼
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う

学
部
(
以
下
「
昼
間
学
部
」
と
い
う
。
)
と
同
一
の
施
設
等
を
使
用
す

る
場
合
の
教
員
数
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
教
員
数
の
三
分
の
一
以

上
と
す
る
。
た
だ
し
、
夜
間
学
部
の
入
学
定
員
が
当
該
昼
間
学
部

の
入
学
定
員
を
こ
え
る
場
合
は
、
そ
の
こ
え
る
入
学
定
員
に
応
じ

て
相
当
数
の
教
員
を
増
加
す
る
も
の
と
す
る
(
以
下
別
表
第
三
に
お

い
て
同
じ
。
)
。

別
表
第
一
一
(
進
学
の
課
程
の
専
任
教
員
数

総JlIJ関係

外

授科業国自社人般

然会文教

語科科科育 目
t7) 

科学学学科 種

目系系系目 類

場合 入

学貝疋
専

ノ、。
任

人
一一一一 の

教
の入

場l八ロ 学疋貝{ 員

一 数

。
二四一一 人

第 I章

保

健

体

育

科

目

合

計

六 O

八 O

別
表
第
三
(
専
門
教
育
科
目
専
任
教
員
数

学部楽音に 学部美術に学部政家に学部 薬学に農学部工学部程学部商学部経済学部 法学部学部教育に 学部文 学

部
関す関す関す関す 関す

名る る る る る

ヨCコ豆 三CEコ 2CE コ 三CEコ 5CEコZCEコ三CEコ|CCココ|CCココ|CCココ ノCコ、 Cノコ| 、
入 メ日、一ー

学定員
の 学I I I I I I 専科

CCココ CCココ CCココ CCココ CCココ CCココ CCココ CC一ココ CC一ココ CC-ココ ヨCコE 2CコE 

任教員 で

数専 数織組す l 

任

教貝 る
;:; コ Cコ Cコ 一一一一一一一一一 場lZ9 ll9 lZ9 lZヨlZ9lZ9 lZ9 Cコ Cコ

T CE芳、ヨコ T 区E T CノEコ、ヨ T/CEコヨ、 CCLDコCC1ココ CCiココ ヨCLコ三 Cヨ上コE 

入
員数学入定 する 二以C院コヨ

C立プCココヨ可Z CCE芳コヨ、コ 学疋貝
Cプコ史 Cノコ、 ヨCコ豆 ヨCコE 3CコE CCココ CCココ 員場会上の

及の科学

数 専任教貝
ぴ一

専科学織組で|

3、ミ ア可E フ、 /司、 A/司、 /'、 cコCコCコ '" フ句
任教の
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法令・規則

体
育
に
関
す
る

学
部

第 1編

備
考一

入
A
主
疋
員
が
、
こ
の
表
に
定
め
る
数
に
満
た
な
い
場
合
の
専
任

教
員
数
は
、
そ
の
二
割
の
範
囲
内
に
お
い
て
兼
任
の
教
員
に
か
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

二
二
以
上
の
学
科
で
組
織
す
る
学
部
の
場
合
、
共
通
す
る
授
業
科

目
が
あ
る
と
き
は
、
文
学
部
、
理
学
部
、
工
学
部
、
農
学
部
又
は

家
政
に
関
す
る
学
部
に
あ
っ
て
は
、
一
の
学
科
以
外
の
学
科
に
お

い
て
こ
の
表
に
定
め
る
教
員
数
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
減
じ
た
数

(
た
だ
し
、
教
授
は
、
文
学
部
及
ぴ
家
政
に
関
す
る
学
部
に
あ
っ
て

は
そ
れ
ぞ
れ
三
人
以
上
、
理
学
部
、
工
学
部
及
ぴ
農
学
部
に
あ
っ

て
は
そ
れ
ぞ
れ
四
人
以
上
と
す
る
。
)
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
二
以
上
の
学
科
で
組
織
す
る
学
部
の
場
合
、
共
通
す
る
授
業
科

目
が
あ
る
と
き
は
、
法
学
部
、
経
済
学
部
又
は
商
学
部
に
あ
っ
て

は
、
こ
の
表
に
定
め
る
教
員
数
を
学
科
聞
で
融
通
す
る
こ
と
が
で

き
る
、
た
だ
し
、
学
部
の
教
員
数
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
教
員
数

の
合
計
数
を
減
じ
な
い
も
の
と
す
る
。

四
こ
の
表
に
掲
げ
る
学
部
以
外
の
学
部
に
お
け
る
教
員
数
に
つ
い

て
は
、
当
該
学
部
に
類
似
す
る
こ
の
表
に
掲
げ
る
学
部
の
例
に
よ

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
教
員
養
成
に
関
す
る
学
部
に
つ
い
て

は
、
免
許
状
の
種
類
に
応
じ
、
教
育
職
員
免
許
法
(
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
百
四
十
七
号
)
及
ぴ
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
(
昭
和
二

十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
六
号
)
に
規
定
す
る
教
科
及
ぴ
教
職
に

関
す
る
専
門
科
目
の
所
要
単
位
を
修
得
さ
せ
る
の
に
必
要
な
数
の

教
員
を
置
く
も
の
と
す
る
。

別
表
第
四
(
学
士
の
種
類
)

文
学
士

教
育
学
士

神
学
士

社
会
学
士

教
養
学
士

学
芸
学
士

社
会
科
学
士

法
学
士

政
治
学
士

経
済
学
士

商
学
士

経
営
学
士

理
学
士

医
学
士

歯
学
士

薬
学
士

工
学
士

商
船
学
士

農
学
士

獣
医
学
士

水
産
学
士

家
政
学
士

芸
術
学
士
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体
育
学
士

衛
生
看
護
学
士

改
正

昭
三
七
文
令
二
一
、
昭
四
O
文
令
七
、
昭
四
一
文
令
三
七
、
昭
四
三
文

令
七
、
昭
四
五
文
令
二
一
、
昭
四
七
文
令
五
、
昭
四
八
文
令
二
九
、
昭

五
O
文
令
二
一
、
文
令
四
O
、
昭
五
六
文
令
二
、
昭
五
七
文
令
一
、
昭

五
人
文
令
二
三
、
文
令
二
四
、
昭
五
九
文
令
四
六
、
昭
六
O
文
令
一
、

文
令
二
六
、
平
元
文
令
三
四
、
平
三
文
令
二
四
、
平
九
文
令
二
七
、
平

一
O
文
令
一
一

五

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
〔
抄
〕

[

一

]

文
部
省
令
第
一
一
号

一
九
六
四
(
昭
和
三
九
)
年
四
月
一
日

総則関係

国
立
学
校
設
置
法
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
五
十
号
)
第
三
条
第

二
項
、
第
五
条
第
一
一
項
、
第
六
条
の
二
、
第
七
条
第
二
項
、
第
十
条

及
び
第
十
三
条
並
ぴ
に
国
立
学
校
設
置
法
施
行
令
(
昭
和
二
十
九
年

政
令
第
四
十
三
号
)
第
一
条
第
三
項
及
ぴ
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
四
年
文
部
省
令
第

二
十
三
号
)
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日

第 1章

灘
尾

文
部
大
臣

弘
吉

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則

目
次第

一
章
国
立
大
学
及
び
国
立
短
期
大
学

第
一
節
職
員
の
種
類
及
ぴ
定
員
(
第
一
条
・
第
二
条
)

第
二
節
学
部
、
教
養
部
及
ぴ
分
校
(
第
三
条

l
第
八
条
)

第
三
節
附
置
研
究
所
、
附
属
図
書
館
及
ぴ
附
属
病
院
そ
の
他

の
教
育
研
究
施
設
(
第
九
条
第
二
十
条
)

第
四
節
短
期
大
学
及
ぴ
附
属
学
校
(
第
二
十
一
条
|
第
二
十

七
条
)

第
五
節
事
務
組
織
(
第
二
十
八
条
|
第
三
十
条
)

第
六
節
雑
則
(
第
三
十
一
条
)

第
二
章
国
立
高
等
専
門
学
校
(
第
三
十
二
条
|
第
三
十
八
条
)

第
三
章
国
立
高
等
学
校
(
第
三
十
九
条
|
第
四
十
五
条
)

附
則

第
一
章
国
立
大
学
及
ぴ
国
立
短
期
大
学

第
一
節
職
員
の
種
類
及
ぴ
定
員

(
職
員
の
種
類
)

第
一
条
国
立
大
学
及
び
国
立
短
期
大
学
の
職
員
の
種
類
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

学
長

教
授

助
教
授
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講
師

法令・規制

助
手

事
務
職
員

技
術
職
員

教
務
職
員

2

国
立
学
校
設
置
法
施
行
令
(
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
四
十
三
号
)

第
一
条
の
規
定
に
よ
り
附
属
の
学
校
(
以
下
「
附
属
学
校
」
と
い
う
。
)

を
置
く
国
立
大
学
に
あ
っ
て
は
、
職
員
の
種
類
は
、
前
項
に
定
め

る
も
の
の
ほ
か
、
教
諭
及
ぴ
養
護
教
諭
と
す
る
。

3

事
務
戦
員
は
、
庶
務
、
会
計
等
の
事
務
に
従
事
す
る
。

4
技
術
職
員
は
、
技
術
に
関
す
る
職
務
に
従
事
す
る
。

5

教
務
職
員
は
、
教
授
研
究
の
補
助
そ
の
他
教
務
に
関
す
る
職
務

に
従
事
す
る
。

(
職
員
の
定
員
)

第
二
条
各
国
立
大
学
の
職
員
の
種
類
ご
と
の
定
員
(
国
立
学
校
設
置

法
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
五
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
)
第

三
条
の
三
第
二
項
に
掲
げ
る
国
立
短
期
大
学
(
以
下
「
併
設
短
期
大

学
」
と
い
う
。
)
の
職
員
の
種
類
ご
と
の
定
員
を
含
む
。
)
は
、
別
表

第
一
の
と
お
り
と
し
、
法
第
三
条
の
三
第
一
項
に
掲
げ
る
各
国
立

短
期
大
学
の
職
員
の
種
類
ご
と
の
定
員
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り

と
す
る
。

第 1編

第

節

学
部
、
教
養
部
及
ぴ
分
校

48 

(
学
部
長
)

第
三
条
国
立
大
学
の
学
部
(
以
下
「
学
部
」
と
い
う
。
)
に
学
部
長
を

置
き
、
そ
の
大
学
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。
た
だ
し
、
一
個
の

学
部
を
置
く
国
立
大
学
(
以
下
「
単
科
大
学
」
と
い
う
。
)
に
あ
っ
て

は
、
学
部
長
を
置
か
な
い
も
の
と
す
る
。

〔
中
略
〕

(
教
養
部
及
ぴ
教
養
部
長
)

第
五
条
教
養
部
を
置
く
国
立
大
学
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

東
北
大
学

新
潟
大
学

金
沢
大
学

名
古
屋
大
学

京
都
大
学

大
阪
大
学

神
戸
大
学

岡
山
大
学

広
島
大
学

九
州
大
学

長
崎
大
学

熊
本
大
学



総則関係

前
項
の
国
立
大
学
の
教
養
部
に
教
養
部
長
を
置
き
、
そ
の
大
学

の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

〔
中
略
〕

(
分
校
及
ぴ
分
校
主
事
)

第
六
条
国
立
大
学
又
は
学
部
に
、
文
部
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
分
校
を
置
く
。

2

分
校
に
、
そ
の
長
と
し
て
、
分
校
主
事
を
置
き
、
そ
の
大
学
の

教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

(
晶
子
科
及
ぴ
課
程
等
)

第
七
条
学
部
に
置
く
学
科
及
び
課
程
、
学
部
又
は
学
科
に
置
く
講

座
及
ぴ
学
科
目
並
ぴ
に
国
立
大
学
の
教
養
部
(
留
学
生
部
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
)
に
置
く
学
科
目
に
つ
い
て
は
、
国
立
大
学
の
学
科
及

ぴ
課
程
並
ぴ
に
講
座
及
ぴ
学
科
目
に
関
す
る
省
令
(
昭
和
三
十
九
年

文
部
省
令
第
三
号
)
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

〔
中
略
〕

第
三
節

2 

第 l章

附
置
研
究
所
、
附
属
図
書
館
及
び
附
属
病
院
そ

の
他
の
教
育
研
究
施
設

(
附
置
研
究
所
の
所
長
)

第
九
条
国
立
大
学
の
大
学
附
置
の
研
究
所
(
以
下
「
附
置
研
究
所
」

と
い
う
。
)
に
所
長
(
東
京
大
学
に
附
置
す
る
東
京
天
文
台
に
あ
っ
て

は
、
台
長
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
)
を
置
き
、
そ
の
大
学
の
教
授
を

も
っ
て
充
て
る
。

(
附
置
研
究
所
の
教
授
等
の
職
の
特
例
}

第
十
条
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
附
置
研
究
所
の
教
授
又
は

助
教
授
の
職
で
あ
っ
て
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
も

の
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
と
す
る
。

(
研
究
部
門
)

第
十
一
条
附
置
研
究
所
に
置
く
研
究
部
門
に
つ
い
て
は
、
国
立
大

学
の
大
学
附
置
の
研
究
所
の
研
究
部
門
に
関
す
る
省
令
(
昭
和
三
十

九
年
文
部
省
令
第
四
号
)
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(
附
属
図
書
館
の
館
長
)

第
十
二
条
国
立
大
学
の
附
属
図
書
館
(
以
下
「
附
属
図
書
館
」
と
い

ぅ
。
)
に
館
長
を
置
き
、
そ
の
大
学
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。
た

だ
し
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
事
務
職
員
を
も
っ
て
充
て
る
こ

と
が
で
き
る
。

(
分
館
及
ぴ
分
館
長
)

第
十
三
条
附
属
図
書
館
に
、
文
部
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
分
館
を
置
く
。

2

分
館
に
分
館
長
を
置
き
、
そ
の
大
学
の
教
授
又
は
助
教
授
を
も

っ
て
充
て
る
。
た
だ
し
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
事
務
職
員
を

も
っ
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
学
部
附
属
の
病
院
及
ぴ
病
院
長
)
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第
十
四
条
国
立
大
学
の
医
学
部
及
ぴ
歯
学
部
に
、
附
属
の
教
育
研

究
施
設
と
し
て
、
附
属
病
院
を
置
く
。

2

前
項
の
附
属
病
院
に
病
院
長
を
置
き
、
そ
の
学
部
の
教
授
を
も

っ
て
充
て
る
。

〔
中
略
〕

(
附
置
研
究
所
附
属
の
病
院
及
ぴ
病
院
長
)

第
十
六
条
別
表
第
五
に
掲
げ
る
附
置
研
究
所
に
、
附
属
の
研
究
施

設
と
し
て
、
附
属
病
院
を
置
く
。

2

前
項
の
附
属
病
院
に
病
院
長
を
置
き
、
そ
の
附
置
研
究
所
の
教

授
又
は
助
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

(
診
療
科
)

第
十
七
条
学
部
の
附
属
病
院
及
ぴ
附
置
研
究
所
の
附
属
病
院
に
置

く
診
療
科
は
、
文
部
大
臣
が
別
に
定
め
る
。

(
薬
剤
部
及
ぴ
薬
剤
部
長
)

第
十
八
条
学
部
の
附
属
病
院
、
学
部
の
附
属
病
院
の
分
院
で
文
部

大
臣
が
指
定
す
る
も
の
及
ぴ
附
置
研
究
所
の
附
属
病
院
で
文
部
大

臣
が
指
定
す
る
も
の
に
薬
剤
部
を
置
く
。

2

薬
剤
部
に
薬
剤
部
長
を
置
き
、
技
術
職
員
を
も
っ
て
充
て
る
。

た
だ
し
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
大
学
の
教
授
又
は
助
教

授
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
総
看
護
婦
長
)

第 l編

第
十
九
条
学
部
の
附
属
病
院
、
学
部
の
附
属
病
院
の
分
院
で
文
部

大
臣
が
指
定
す
る
も
の
及
ぴ
附
置
研
究
所
の
附
属
病
院
で
文
部
大

臣
が
指
定
す
る
も
の
に
総
看
護
婦
長
を
置
き
、
技
術
職
員
を
も
っ

て
充
て
る
。

2

総
看
護
婦
長
は
、
病
院
長
又
は
分
院
長
の
命
を
受
け
、
当
該
附

属
病
院
又
は
分
院
の
看
護
に
関
す
る
業
務
を
総
括
す
る
。

(
学
部
附
属
の
教
育
研
究
施
設
等
及
ぴ
そ
の
長
)

第
二
十
粂
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
別
表
第

六
の
と
お
り
、
学
部
附
属
の
教
育
施
設
又
は
研
究
施
設
を
置
く
。

2

第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
別
表
第
七
の
と

お
り
、
附
置
研
究
所
附
属
の
研
究
施
設
を
置
く
。

3

前
二
項
の
教
育
施
設
及
ぴ
研
究
施
設
に
長
を
置
き
、
当
該
学
部

又
は
当
該
附
置
研
究
所
の
教
授
又
は
助
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

た
だ
し
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
練
習
船
に
つ
い
て
は
そ
の
学

部
の
講
師
を
も
っ
て
、
研
究
船
に
つ
い
て
は
技
術
職
員
を
も
っ
て

充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

50 

第
四
節
短
期
大
学
及
ぴ
附
属
学
校

(
併
設
短
期
大
学
の
学
長
)

第
二
十
一
条
併
設
短
期
大
学
の
学
長
は
、
そ
の
併
設
短
期
大
学
が

併
設
さ
れ
る
国
立
大
学
の
学
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

(
短
期
大
学
部
主
事
)



第
二
十
二
条
併
設
短
期
大
学
に
短
期
大
学
部
主
事
を
置
き
、
そ
の

併
設
短
期
大
学
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

2

短
期
大
学
部
主
事
は
、
学
長
の
職
務
を
助
け
、
併
設
短
期
大
学

の
校
務
を
獲
理
す
る
。

(
国
立
短
期
大
学
の
学
科
)

第
二
十
三
条
各
国
立
短
期
大
学
に
、
別
表
第
八
の
と
お
り
、
学
科

を
置
く
。

総則関係

〔
中
略
〕

第
五
節
事
務
組
織

(
事
務
局
及
ぴ
厚
生
補
導
に
関
す
る
部
)

第
二
十
八
条
国
立
大
学
に
、
庶
務
、
会
計
及
ぴ
施
設
等
に
関
す
る

事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
事
務
局
を
、
及
び
学
生
の
厚
生
補
導
に

関
す
る
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
厚
生
補
導
に
関
す
る
部
を
置
く

C

2

事
務
局
の
所
掌
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
文
部
大
臣
が
指
定

す
る
国
立
大
学
の
事
務
局
に
部
を
、
そ
の
他
の
国
立
大
学
の
事
務

局
に
課
を
置
く
。

3

前
項
の
部
及
ぴ
厚
生
補
導
に
関
す
る
部
に
そ
れ
ぞ
れ
課
を
置
く
。

4
前
二
項
に
規
定
す
る
部
及
ぴ
課
の
名
称
及
ぴ
所
掌
事
務
に
関
し

て
は
、
文
部
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
、
そ
の
大
学
の
学
長
が
定
め

zv
。

第 l章

事
務
局
、
部
及
び
謀
に

そ
れ
ぞ
れ
事
務
局
長
、
部
長
及
ぴ
課

5 

長
を
置
く
。

6

事
務
局
長
は
事
務
職
員
を
も
っ
て
、
事
務
局
の
部
長
及
び
課
長

は
事
務
職
員
又
は
技
術
職
員
を
も
っ
て
、
並
ぴ
に
厚
生
補
導
に
関

す
る
部
の
部
長
に
あ
っ
て
は
そ
の
大
学
の
教
授
、
助
教
授
又
は
事

務
職
員
を
も
っ
て
、
課
長
に
あ
っ
て
は
事
務
職
員
又
は
そ
の
大
学

の
教
授
、
助
教
授
若
し
く
は
講
師
を
も
っ
て
充
て
る
。

7

事
務
局
長
及
ぴ
厚
生
補
導
に
関
す
る
部
の
部
長
は
、
学
長
の
監

督
の
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
事
務
局
の
事
務
又
は
厚
生
補
導
に
関
す

る
部
の
事
務
を
掌
理
し
、
並
ぴ
に
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
事
務
部
及
び
事
務
室
並
ぴ
に
併
設
短
期
大
学
及
び
国
立
工
業
教

員
養
成
所
の
事
務
部
の
事
務
に
つ
い
て
総
括
し
、
及
び
調
整
す
る
。

8

部
長
(
厚
生
補
導
に
関
す
る
部
の
部
長
を
除
く
。
)
及
び
課
長
は
、

そ
れ
ぞ
れ
上
司
の
命
を
受
け
、
部
又
は
課
の
事
務
を
処
理
す
る
。

9

文
部
大
臣
が
指
定
す
る
国
立
大
学
の
厚
生
補
導
に
関
す
る
部
に

次
長
を
置
き
、
事
務
職
員
を
も
っ
て
充
て
る
。

日
次
長
は
、
厚
生
補
導
に
関
す
る
部
の
部
長
の
職
務
を
助
け
、
厚

生
補
導
に
関
す
る
部
の
事
務
を
整
理
す
る
。

(
学
部
等
の
事
務
組
織
)

第
二
十
九
条
国
立
大
学
の
学
部
、
教
養
部
、
分
校
、
附
置
研
究
所
、

附
属
図
書
館
及
び
そ
の
分
館
、
学
部
附
属
又
は
附
置
研
究
所
附
属

の
教
育
施
設
及
び
研
究
施
設
並
ぴ
に
附
属
学
校
(
以
下
「
学
部
等
」
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と
い
う
。
)
に
、
そ
の
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
規
模
に
応
じ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
事
務
部
又
は
事
務
室
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

国
立
大
学
の
医
学
部
の
附
属
病
院
及
び
文
部
大
臣
が
指
定
す
る

学
部
等
の
事
務
部
に
謀
を
置
く
。

前
項
に
規
定
す
る
課
の
名
称
及
ぴ
所
掌
事
務
に
関
し
て
は
、
文

部
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
、
そ
の
大
学
の
学
長
が
定
め
る
。

事
務
部
、
事
務
室
及
ぴ
課
に
、
そ
れ
ぞ
れ
事
務
長
(
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
課
を
置
く
事
務
部
に
あ
っ
て
は
、
事
務
部
長
と
す
る
。
)
、

事
務
主
任
及
ぴ
課
長
を
置
き
、
事
務
職
員
を
も
っ
て
充
て
る
。

事
務
部
長
、
事
務
長
及
ぴ
事
務
主
任
は
、
そ
れ
ぞ
れ
学
部
等
の

長
の
命
を
受
け
、
事
務
部
又
は
事
務
室
の
事
務
を
処
理
し
、
課
長

2 

第 1編

3 4 5 別
表
第

は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
課
の
事
務
を
処
理
す
る
。

〔
中
略
〕

第

六

節

雑

則

(
内
部
組
織
に
関
す
る
委
任
)

第
三
十
一
条
こ
の
省
令
又
は
他
の
法
令
に
別
段
の
定
め
の
あ
る
も

の
を
除
く
ほ
か
も
国
立
大
学
及
ぴ
国
立
短
期
大
学
の
内
部
組
織
に

つ
い
て
は
、
そ
の
大
学
又
は
短
期
大
学
が
定
め
る
。

〔
中
略
〕

院

内

町

即

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
中
略
〕

52 

1 

国
立
大
学
の
名
称

京

都

大

学

〔
中
略
〕

別
表
第
五国

立

大

学

の

名

称

京
都
大
学

附
属
病
院
を
置
く
附
置
研
究
所

結
核
研
究
所

〔
京
大
関
係
の
み
〕

別
表
第
六

国
立
大
学
の
名
称

中
欄
の
学
部
附
属
の
教
育
施
設

及
ぴ
研
究
施
設

臨
海
実
験
所
、
臨
湖
実
験
所
、

地
球
物
理
学
研
究
施
設
、
火
山



都大京

学

部農Aィ主4ー
工

学部医学部

究農 設オ 別生看

計台究
施場

研検査護学校設
層電限 メト、i寅 Sqyb 匝u技

農薬林習 設師
研 l

学校 助
生態 観地量測産研 究施 γ ヨ

究施 農

皮膚街露学校、
設 /

研施~ 所
設簿業記 研

ゲ~ 設
研 施 特衛 天

令
二
一
、
昭
四
四
文
令
八
、
文
令
一
七
、
文
令
一

入、

昭
四
五
文
令
六
、

文
令
八
、
文
令

一
二
、
昭
四
六
文
令
一
三
、
昭
四
七
文
令
一
二
、

文
令

一
九
、
文
令
二
三
、
文
令
二
九
、
昭
四
八
文
令
四
、
文
令
一

O
、
文
令

一
九
、
文
令
二
六
、
昭
四
九
文
令
六
、
文
令
一
三
、
文
令
二
て
文
令

三
八
、
文
令
四
二
、
昭
五

O
文
令
入
、
文
令
一
七
、
文
令
三
四
、
昭
五

一
文
令
三
、
文
令
一
二
、
文
令
一
八
、
文
令
二
六
、
文
令
三
三
、
昭
五

二
文
令
六
、
文
令
一

一、

文
令
一
八
、
文
令
三
三
、
昭
五
三
文
令
一

O
、

文
令
二
五
、
文
令
二
九
、
文
令
三
七
、
昭
五
四
文
令
入
、
文
令
二
二
、

昭
五
五
文
令
五
、
文
令
九
、
文
令
二
三
、
文
令
二
七
、
昭
五
六
文
令
一

六
、
文
令
二
一
、
文
令
三
一
、
昭
五
七
文
令
困
、
昭
五
八
文
令
九
、
文

令
二
六
、
昭
五
九
文
令
一
回
、
文
令
一

八
、
文
令
二
七
、
文
令
三
八
、

文
令
五

O
、
昭
六

O
文
令
九
、
文
令
一
九
、
文
令
二
九
、
昭
六
一
文
令

一
二
、
文
令
二
一

、
文
令
ニ
五
、
文
令
三
六、

昭
六
二
文
令

}
O、
文

令
二
二
、
文
令
一
七
、
文
令
二
九
、
昭
六
三
文
令
七
、
文
令
一
四
、
文

令
二
二
、
文
令
二
五
、
文
令
三
五
、
平
元
文
令
三
、
文
令
一
二
、
文
令

ニ
四
、
文
令
三
て
文
令
三
八
・
平
二
文
令
六、

文
令
一
五
、
文
令
二

四
、
平
三
文
令
七
、
文
令
一
九
、
文
令
三
五
、
文
令
三
九
、
文
令
四
二
、

平
四
文
令
入
、
文
令
一
回
、
文
令
二
五
、
文
令
三
二
、
平
五
文
令
一
一
、

文
令
一
七
、
文
令
三

O
、
平
六
文
令
八
、
文
令
一
二
、
文
令
二
て
文

令
四

O
、
平
七
文
令
八
、
文
令
二

O
、
平
八
文
令
八
、
文
令
一
八
、
文

令
三
三
、
平
九
文
令
一
三
、
文
令
三
て
文
令
三
八
、
平
一

O
文
令
七
、

文
令
二
一

〔
京
大
関
係
の
み
〕

別
表
第
七

総則関係

都大示 立国

大
学 学

の
名
称

所究ウイ 防
化研学

所の附上欄
グ(((に

I!.- 研 置の
ス 勿~ 勿y匂u 

研究大学
研 所 戸斤

ウ 測山字治 原
施究欄中イ 所観 子

jレ ilUJ JiI 
科A核竺2T4h 

ス 所水
診 理

断研
鳥実 研 研究 l 

取微 験 施~ 勿~ 所 所
施 設 附
設

観t震也 桜火鳥
属

~I 

{
京
大
関
係
の
み
〕

〔
以
下
略
〕

第 1章

改
正

昭
三
九
文
令
三
一

O
、
昭
四

O
文
令
一
七
、
文
令
一
八
、
昭
四
一
文
令
二

二
、
昭
四
二
文
令
二
、
文
令
一
一
、
昭
四
三
文
令
六
、
文
令
一
二
、
文
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一
六

大
学
の
運
営
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
〔
抄
〕

{

一

]

法
律
第
七
O
号

一
九
六
九
(
昭
和
四
四
)
年
八
月
七
日

法令・規則

大
学
の
運
営
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

昭
和
四
十
四
年
八
月
七
日

第 1編

内
閣
総
理
大
臣

佐
藤

栄
作

法
律
第
七
十
号

大
学
の
運
営
に
関
す
る
臨
時
措
置
法

(
目
的
)

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
大
学
の
使
命
及
ぴ
社
会
的
責
務
並
ぴ
に
最

近
に
お
け
る
大
学
問
題
の
状
況
に
か
ん
が
み
、
大
学
紛
争
が
生
じ

て
い
る
大
学
に
よ
る
そ
の
自
主
的
な
収
拾
の
た
め
の
努
力
を
た
す

け
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
そ
の
運
営
に
関
し
緊
急
に
講
ず
べ
き
措

置
を
定
め
、
も
っ
て
大
学
に
お
け
る
教
育
及
ぴ
研
究
の
正
常
な
実

施
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(
{
疋
義
)

第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
大
学
紛
争
」
と
は
、
大
学
(
学
校
教

育
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
)
第
一
条
に
規
定
す
る
大

学
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
}
の
管
理
に
属
す
る
施
設
の
占
拠
又
は
封

鎖
、
授
業
放
棄
そ
の
他
の
学
生
(
こ
れ
に
準
ず
る
研
究
生
等
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
)
に
よ
る
正
常
で
な
い
行
為
に
よ
り
、
大
学
に
お
け
る

教
育
、
研
究
そ
の
他
の
運
営
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
状
態
を
い
う
。

(
学
長
等
の
責
務
)

第
三
条
大
学
の
学
長
、
教
員
そ
の
他
の
職
員
は
、
当
該
大
学
の
正

常
な
運
営
と
そ
の
改
善
に
意
を
用
い
、
当
該
大
学
に
大
学
紛
争
が

生
じ
た
と
き
は
、
全
員
が
協
力
し
て
す
み
や
か
に
そ
の
妥
当
な
収

拾
を
図
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

大
学
紛
争
が
生
じ
て
い
る
大
学
の
学
長
は
、
当
該
大
学
の
最
高

責
任
者
と
し
て
、
当
該
大
学
紛
争
の
収
拾
に
あ
た
っ
て
は
、
指
導

性
を
発
揮
し
て
全
学
的
に
職
員
の
意
思
の
統
合
を
図
り
、
そ
の
収

拾
に
関
す
る
方
針
及
び
措
置
を
決
定
し
、
こ
れ
を
推
進
す
る
よ
う

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
大
学

の
管
理
に
属
す
る
施
設
、
設
備
そ
の
他
の
財
産
が
本
来
の
目
的
に

従
っ
て
管
理
さ
れ
及
ぴ
保
全
さ
れ
る
よ
う
に
適
切
な
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

大
学
紛
争
が
生
じ
て
い
る
大
学
の
学
長
そ
の
他
の
機
関
は
、
当

該
大
学
紛
争
に
係
る
問
題
に
関
し
、
ふ
さ
わ
し
い
領
域
内
に
お
い

て
提
起
さ
れ
る
当
該
大
学
の
学
生
の
希
望
、
意
見
等
を
適
切
な
方

法
に
よ
っ
て
き
く
よ
う
に
努
め
、
こ
れ
ら
の
希
望
、
意
見
等
で
当

該
大
学
紛
争
の
妥
当
な
収
拾
及
ぴ
当
該
大
学
の
運
営
の
改
善
に
資

す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
講
ず
べ
き
措
置
に

54 



総則関係

こ
れ
を
反
映
さ
せ
る
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
大
学
紛
争
の
報
告
)

第
四
条
国
立
大
学
の
学
長
は
、
当
該
大
学
に
お
い
て
大
学
紛
争
が

生
じ
た
と
き
は
、
直
ち
に
文
部
大
臣
に
そ
の
旨
及
ぴ
当
該
大
学
紛

争
の
状
況
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

文
部
大
臣
は
、
前
項
の
国
立
大
学
の
学
長
に
対
し
、
当
該
大
学

の
大
学
紛
争
の
状
況
並
ぴ
に
当
該
大
学
紛
争
の
収
拾
及
ぴ
当
該
大

学
の
運
営
の
改
善
の
た
め
講
じ
た
措
置
及
び
講
じ
よ
う
と
す
る
措

置
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
、
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
文
部
大
臣
の
勧
告
)

第
五
条
文
部
大
臣
は
、
大
学
紛
争
が
生
じ
て
い
る
国
立
大
学
(
以
下

「
紛
争
大
学
」
と
い
う
。
)
の
学
長
に
対
し
、
当
該
大
学
紛
争
の
収
拾

及
ぴ
当
該
大
学
の
運
営
の
改
善
の
た
め
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
、

臨
時
大
学
問
題
審
議
会
に
は
か
り
、
必
要
な
勧
告
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

2

前
項
の
勧
告
は
、
当
該
大
学
に
よ
る
自
主
的
な
大
学
紛
争
の
収

拾
及
び
当
該
大
学
の
運
営
の
改
善
の
た
め
の
努
力
を
た
す
け
る
よ

う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

第
一
項
の
勧
告
を
受
け
た
紛
争
大
学
の
学
長
及
ぴ
当
該
大
学
の

そ
の
他
の
機
関
は
、
そ
の
勧
告
を
尊
重
し
、
勧
告
に
係
る
措
置
の

実
施
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第 1章

(
運
営
機
関
等
の
特
例
)

第
六
条
紛
争
大
学
に
お
い
て
、
そ
の
大
学
紛
争
の
収
拾
及
び
大
学

の
運
営
の
改
善
に
関
す
る
措
置
を
迅
速
か
つ
適
切
に
決
定
し
及
び

執
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
学
長
は
、

評
議
会
(
こ
れ
を
置
か
な
い
大
学
に
あ
っ
て
は
、
教
授
会
。
次
項
に

お
い
て
閉
じ
。
)
に
は
か
り
、
次
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
次
に
掲
げ
る
機
関
を
設
け
る
こ
と
。

イ
副
学
長
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
学
長
を
補
佐
す
る
機
関

ロ
大
学
紛
争
の
収
拾
及
ぴ
大
学
の
運
営
の
改
善
に
関
す
る
事

項
に
つ
い
て
審
議
す
る
機
関

ハ
大
学
の
運
営
に
関
す
る
事
項
を
管
理
し
及
ぴ
執
行
す
る
機

関

2 
二
学
校
教
育
法
及
ぴ
教
育
公
務
員
特
例
法
(
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
一
号
)
に
規
定
す
る
機
関
で
当
該
大
学
に
置
か
れ
て
い
る
も

の
の
職
務
及
ぴ
権
限
の
一
部
を
、
学
長
が
み
ず
か
ら
行
な
う
も

の
と
し
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
機
関
の
議
を
経
る
こ
と
な
く
行

な
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
規
定

す
る
機
関
の
う
ち
他
の
機
関
若
し
く
は
前
号
の
機
関
に
行
な
わ

せ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

紛
争
大
学
に
お
い
て
は
、
学
長
は
、
評
議
会
に
は
か
り
、
当
該

大
学
の
大
学
紛
争
の
収
拾
及
ぴ
運
営
の
改
善
に
関
す
る
諸
問
題
に
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つ
い
て
意
見
を
聴
取
し
又
は
協
議
す
る
た
め
の
会
議
を
設
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

第 1編

第
一
一
項
第
一
号
イ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
機
関
の
設
置
及
ぴ
そ
の
他

の
機
関
に
対
す
る
問
項
第
二
号
の
措
置
は
、
学
長
が
あ
ら
か
じ
め

文
部
大
臣
に
協
議
し
て
行
な
う
も
の
と
し
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ

る
機
関
(
同
号
ロ
に
掲
げ
る
機
関
に
あ
っ
て
は
、
同
項
第
二
号
の
措

置
が
と
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
)
又
は
そ
の
構
成
員
の
任
命
は
、
学

長
の
申
出
に
基
づ
き
、
文
部
大
臣
が
行
な
う
も
の
と
す
る
。

4

第
一
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
機
関
の
構
成
員
に
は
、
当
該
大
学

の
職
員
の
ほ
か
、
当
該
大
学
の
職
員
以
外
の
者
で
学
識
経
験
を
有

す
る
も
の
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
第
二
項
の
会
議

に
は
、
こ
れ
ら
の
者
又
は
ふ
さ
わ
し
い
領
域
内
の
問
題
に
つ
い
て

当
該
大
学
の
学
生
を
代
表
す
る
者
を
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。

(
教
育
等
の
休
止
及
び
停
止
)

第
七
条
紛
争
大
学
の
学
長
は
、
大
学
紛
争
を
収
拾
す
る
た
め
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
大
学
紛
争
が
生
じ
て
い
る
学
部
、
教

養
部
、
大
学
院
研
究
科
そ
の
他
の
部
局
又
は
組
織
(
以
下
「
学
部
等
」

と
い
う
。
)
に
お
け
る
教
育
及
ぴ
研
究
に
関
す
る
機
能
の
全
部
又
は

一
部
を
、
六
月
以
内
の
期
間
、
休
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
き
は
、

3 

そ
の
期

聞
を
三
月
以
内
に
お
い
て
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

紛
争
大
学
の
学
部
等
に
お
い
て
大
学
紛
争
が
生
じ
た
後
九
月
以

上
を
経
過
し
た
場
合
又
は
学
部
等
の
大
学
紛
争
が
収
拾
さ
れ
た
後

一
年
以
内
に
同
一
の
学
部
等
に
お
い
て
再
ぴ
大
学
紛
争
が
生
じ
、

そ
の
後
六
月
以
上
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
な
お
こ
れ
ら
の

大
学
紛
争
の
収
拾
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
文
部

大
臣
は
、
当
該
大
学
の
学
長
の
意
見
を
き
い
た
う
え
、
臨
時
大
学

問
題
審
議
会
の
議
に
基
づ
き
、
当
該
学
部
等
に
お
け
る
教
育
及
び

研
究
に
関
す
る
機
能
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
大
学
の
学
長
に
対
し
所
要
の
措
置
を
と
る
よ
う

に
指
示
す
る
も
の
と
す
る
。

3

前
項
の
停
止
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
紛
争
大
学
の
学
部
等
に

お
け
る
大
学
紛
争
が
収
拾
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
文
部

大
臣
は
、
当
該
大
学
の
学
長
の
意
見
を
き
い
て
、
当
該
学
部
等
に

係
る
そ
の
措
置
を
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
教
育
等
の
停
止
に
伴
う
効
果
)

第
八
条
紛
争
大
学
の
学
部
等
に
つ
い
て
前
条
第
二
項
の
停
止
の
措

置
が
と
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
措
置
が
解
除
さ
れ
る
ま
で
の
聞
は
、

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
当
該
学
部
等
の
職
員
(
次
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
)
に
つ
い
て
は
、

任
命
権
者
は
、
国
家
公
務
員
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
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号
)
第
七
十
九
条
及
ぴ
第
八
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ

れ
を
休
職
に
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
教
育

公
務
員
特
例
法
第
十
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

イ
当
該
大
学
の
大
学
紛
争
の
処
理
に
関
し
特
に
必
要
な
業
務
、

日
常
管
理
業
務
又
は
特
別
の
事
情
に
よ
り
直
ち
に
停
止
す
る

こ
と
が
困
難
な
業
務
で
あ
っ
て
、
文
部
省
令
で
定
め
る
も
の

に
従
事
す
る
者

ロ
非
常
勤
職
員

ハ
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
休
職
者
及
び
停
職
者

二
前
号
の
規
定
に
よ
る
休
職
者
に
は
、
俸
給
、
扶
養
手
当
、
調

整
手
当
、
暫
定
手
当
及
び
期
末
手
当
の
そ
れ
ぞ
れ
の
百
分
の
七

十
以
内
を
支
給
す
る
。

三
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
休
職
者
に
は
、
国
家
公
務
員
の
寒
冷

地
子
当
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
号
)
の
規

定
に
基
づ
く
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
法
第
二
条
の
二
第
二
項
中
「
一
般
職
給
与
法
第
二
十
三
条
第

二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
大
学
の
運
営
に

関
す
る
臨
時
措
置
法
(
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十
号
)
第
八
条

第
二
号
」
と
す
る
。

四
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
休
職
者
は
、
そ
の
併
任
官
職
に
係
る

職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ

第 l章

の
者
に
は
、
当
該
官
職
に
係
る
勤
務
に
つ
い
て
、
そ
の
実
態
に

応
じ
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
給
与
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き

ヲ令。
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
休
職
は
、
こ
の
条
に
別
段
の
定
め
が

あ
る
場
合
を
除
き
、
他
の
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

国
家
公
務
員
法
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
休
職
と
み
な
す
。

六
前
各
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
号
の
休
職
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
。

七
当
該
学
部
等
の
教
員
の
欠
員
の
補
充
は
、
行
な
わ
な
い
。

八
当
該
学
部
等
の
学
生
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
二
項
の
停
止
の

措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
期
聞
は
、
法
令
の
規
定
に
よ
る
在
学
期

間
に
算
入
し
な
い
。

九
当
該
学
部
等
の
学
生
の
前
号
の
期
間
に
係
る
授
業
料
は
、
免

除
す
る
。

十
日
本
育
英
会
は
、
当
該
学
部
等
の
学
生
に
対
し
て
は
、
日
本

育
英
会
法
(
昭
和
十
九
年
法
律
第
三
十
号
)
第
十
六
条
第
一
項
第

一
号
の
学
資
の
貸
与
を
行
な
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

(
国
立
学
校
設
置
法
の
改
正
等
の
措
置
)

第
九
条
第
七
条
第
二
項
の
措
置
が
と
ら
れ
た
後
三
月
以
上
の
期
間

を
経
過
し
て
も
な
お
大
学
紛
争
の
収
拾
が
著
し
く
困
難
で
あ
り
、

当
該
大
学
又
は
そ
の
学
部
等
の
設
置
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が

五
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で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
事
態
に
応
じ
、

国
立
学
校
設
置
法
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
五
十
号
)
を
改
正
す

る
た
め
の
措
置
そ
の
他
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
L

。

第 1編

文
部
大
臣
は
、
前
項
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

当

該
大
学
の
学
長
の
意
見
を
き
く
と
と
も
に
、
臨
時
大
学
問
題
審
議

会
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
学
部
等
の
隠
の
紛
争
に
係
る
あ
っ
せ
ん
)

第
十
条
紛
争
大
学
の
学
部
等
の
間
で
当
該
大
学
の
運
営
に
つ
い
て

の
紛
争
が
あ
り
、
か
っ
、
こ
れ
が
当
該
大
学
に
お
け
る
大
学
紛
争

の
収
拾
に
と
っ
て
重
大
な
支
障
と
な
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
当
該
大
学
の
学
長
は
、
関
係
学
部
等
の
長
の
同
意
を
得
て
、

文
部
大
臣
に
対
し
、
当
事
者
間
の
紛
争
の
解
決
を
図
る
た
め
の
あ

っ
せ
ん
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

文
部
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
臨
時
大
学
問

題
審
議
会
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
に
付
す
る
も
の
と
す
る
。

3

前
項
の
あ
っ
せ
ん
は
、
臨
時
大
学
問
題
審
議
会
の
会
長
が
そ
の

委
員
又
は
特
別
委
員
の
う
ち
か
ら
指
名
す
る
あ
っ
せ
ん
員
に
よ
っ

て
行
な
う
。

(
紛
争
大
学
の
入
学
者
の
選
抜
等
の
協
議
)

第
十
一
条
紛
争
大
学
に
お
い
て
そ
の
新
入
学
者
に
対
す
る
教
育
の

2 

1 
実
施
又
は
学
生
の
卒
業
が
正
規
に
行
な
わ
れ
る
と
い
う
見
と
お
し

を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
大
学

の
学
長
は
、
入
学
者
の
選
抜
又
は
学
生
の
卒
業
に
関
し
、
文
部
大

臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
中
略
〕

附

則

(
施
行
期
日
)

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日

か
ら
施
行
す
る
。

(
経
過
措
置
)

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
生
じ
た
大
学
紛
争
で
、
こ
の
法
律
の
施

行
後
引
き
続
き
継
続
し
て
い
る
も
の
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日

に
生
じ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
。

た
だ
し
、
当
該
大
学
紛
争
で
同
日
に
お
い
て
す
で
に
六
月
以
上
を

経
過
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
学
部
等
に
つ
き
当
該
大

学
紛
争
が
生
じ
た
後
五
月
を
経
過
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
七

条
第
二
項
(
第
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)

の
規
定
を
適
用
す
る
。

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

機
関
で
同
条
第
三
項
の
協
議
に
係
る
も
の
に
相
当
す
る
機
関
を
設

け
て
い
る
紛
争
大
学
に
お
い
て
、
当
該
機
関
を
引
き
続
き
設
置
し
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ょ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
大
学
の
学
長
は
、
こ
の
法
律
の
施
行

の
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
、
当
該
機
関
の
名
称
、
組
織
及
ぴ
所
掌

事
項
を
文
部
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
報
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
同
項
の
措
置
が
と
ら
れ

た
も
の
と
み
な
す
。

5 

〔
中
略
〕

(
廃
止
)

こ
の
法
律
は
、

の
と
す
る
。

そ
の
施
行
の
日
か
ら
五
年
以
内
に
廃
止
す
る
も

〔
中
略
〕

内
閣
総
理
大
臣

大
蔵
大
臣

文
部
大
臣

自
治
大
臣

改
正

昭
四
五
法
律
一
一
九

総則関係第 I章

福佐
田藤

武道起栄
夫太夫作

野坂
田回

一
七

大
学
院
設
置
基
準
〔
抄
〕

[

一

]

文
部
省
令
第
二
八
号

一
九
七
四
(
昭
和
四
九
)
年
六
月
二

O
日

学
校
教
育
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
)
第
三
条
、
第
八

条
、
第
六
十
八
粂
第
一
項
及
ぴ
第
八
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
大

学
院
設
置
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

昭
和
四
十
九
年
六
月
二
十
日

文
部
大
臣

奥
野

誠
亮

大
学
院
設
置
基
準

目
次第

一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

第
八
章

附
則

第
一
章 総

則
(
第
一
条
|
第
四
条
)

研
究
科
(
第
五
条
|
第
七
条
)

教
員
組
織
(
第
八
条
・
第
九
条
)

学
生
定
員
(
第
十
条
)

教
育
方
法
等
(
第
十
一
条

l
第
十
五
条
)

課
程
の
修
了
要
件
等
(
第
十
六
条
1

第
十
八
条
)

施
設
及
び
設
備
(
第
十
九
条
|
第
二
十
二
条
)

雑
則
(
第
二
十
三
条
・
第
二
十
四
条
)

員IJ
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大
学
院
は
、
学
校
教
育
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
)
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

(
大
学
院
の
課
程
)

第
二
条
大
学
院
に
お
け
る
課
程
は
、
修
士
課
程
及
ぴ
博
士
課
程
と

す
る
。

第
一
条

第 1編

大
学
院
に
は
、
修
士
課
程
及
ぴ
博
士
課
程
を
併
せ
置
き
、
又
は

そ
の
い
ず
れ
か
を
置
く
も
の
と
す
る
。

(
修
士
課
程
)

第
三
条
修
士
課
程
は
、
広
い
視
野
に
立
っ
て
精
深
な
学
識
を
授
け
、

専
攻
分
野
に
お
け
る
研
究
能
力
又
は
高
度
の
専
門
性
を
要
す
る
職

業
等
に
必
要
な
高
度
の
能
力
を
養
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

2

修
士
課
程
の
修
業
年
限
は
、
二
年
と
す
る
。

{
博
士
課
程
)

第
四
条
博
士
課
程
は
、
専
攻
分
野
に
つ
い
て
研
究
者
と
し
て
自
立

し
て
研
究
活
動
を
行
う
に
必
要
な
高
度
の
研
究
能
力
及
び
そ
の
基

礎
と
な
る
豊
か
な
学
識
を
養
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

2

博
士
課
程
の
標
準
修
業
年
限
は
、
五
年
と
す
る
。

3

博
士
課
程
は
、
こ
れ
を
前
期
二
年
及
ぴ
後
期
三
年
の
課
程
に
区

分
し
、
又
は
こ
の
区
分
を
設
け
な
い
も
の
と
す
る
。

前
期
二
年
及
び
後
期
三
年
の
課
程
に
区
分
す
る
博
士
課
程
に
お

2 4 

い
て
は
、
そ
の
前
期
二
年
の
課
程
は
、
こ
れ
を
修
士
課
程
と
し
て

取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

研
究
科

60 

第
二
章

(
研
究
科
)

第
五
条
研
究
科
は
、
専
門
分
野
に
応
じ
て
、
教
育
研
究
上
の
目
的

か
ら
組
織
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
専
攻
の
種
類
及
び
数
、
教
員

数
そ
の
他
が
大
学
院
の
基
本
と
な
る
組
織
と
し
て
適
当
な
規
模
内

容
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

(
専
攻
)

第
六
条
研
究
科
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
攻
分
野
の
教
育
研
究
を
行

う
た
め
、
数
個
の
専
攻
を
置
く
こ
と
を
常
例
と
す
る
。
た
だ
し
、

教
育
研
究
上
適
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
一
個
の
専
攻
の
み

を
置
く
、
」
と
が
で
き
る
。

(
研
究
科
と
学
部
等
の
関
係
)

第
七
条
研
究
科
を
組
織
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
学
部
、
大
学
附
置

の
研
究
所
等
と
適
切
な
連
携
を
図
る
等
の
措
置
に
よ
り
、
当
該
研

究
科
の
組
織
が
、
そ
の
目
的
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
る
よ
う
配

慮
す
る
も
の
と
す
る
。

教
員
組
織

第
三
章

(
教
員
組
織
)

第
八
条
大
学
院
に
は
、
研
究
科
及
ぴ
専
攻
の
種
類
及
ぴ
規
模
に
応



総則関係

じ
、
教
育
研
究
上
必
要
な
教
員
を
置
く
も
の
と
す
る
。

2

大
学
院
の
教
員
は
、
教
育
研
究
上
支
障
を
生
じ
な
い
場
合
に
は
、

学
部
、
研
究
所
等
の
教
員
が
こ
れ
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条
大
学
院
に
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
員
の
う
ち
次

の
各
号
に
掲
げ
る
資
格
を
有
す
る
教
員
を
、
専
攻
ご
と
に
、
必
要

数
置
く
も
の
と
す
る
。

一
修
士
課
程
を
担
当
す
る
教
員
に
あ
っ
て
は
、
次
の
一
に
該
当

し
、
か
っ
、
そ
の
担
当
す
る
専
門
分
野
に
関
し
高
度
の
教
育
研

究
上
の
指
導
能
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

イ
博
士
の
学
位
を
有
し
、
研
究
上
の
業
績
を
有
す
る
者

ロ
研
究
上
の
業
績
が
イ
の
者
に
準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
者

ハ

芸

術
、
体
育
等
特
定
の
専
門
分
野
に
つ
い
て
高
度
の
技
術
・

技
能
を
有
す
る
者

二
博
士
課
程
を
担
当
す
る
教
員
に
あ
っ
て
は
、
次
の
一
に
該
当

し
、
か
っ
、
そ
の
担
当
す
る
専
門
分
野
に
関
し
、
極
め
て
高
度

の
教
育
研
究
上
の
指
導
能
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

イ
博
士
の
学
位
を
有
し
、
研
究
上
の
顕
著
な
業
績
を
有
す
る

者
ロ
研
究
上
の
業
績
が
イ
の
者
に
準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
者

第
四
章
学
生
定
員

第 l章

(
学
生
定
員
)

第
十
条
学
生
定
員
は
、
教
員
組
織
及
び
施
設
設
備
そ
の
他
の
教
育

研
究
上
の
諸
条
件
を
総
合
的
に
考
慮
し
、
課
程
の
区
分
に
応
じ
専

攻
を
単
位
と
し
て
研
究
科
ご
と
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章
教
育
方
法
等

(
授
業
及
ぴ
研
究
指
導
)

第
十

一
条
大
学
院
の
教
育
は
、
授
業
科
目
の
授
業
及
ぴ
学
位
論
文

の
作
成
等
に
対
す
る
指
導
(
以
下
「
研
究
指
導
」
と
い
う
。
)
に
よ
っ

て
行
う
も
の
と
す
る
。

(
授
業
科
目
)

第
十
二
条
大
学
院
に
は
、
専
攻
に
応
じ
、
教
育
上
必
要
な
授
業
科

目
を
開
設
す
る
も
の
と
す
る
。

(
研
究
指
導
)

第
十
三
条
研
究
指
導
は
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
教
員

が
行
う
も
の
と
す
る
。

2

大
学
院
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
博
士
課
程
の
学

生
が
他
の
大
学
院
又
は
研
究
所
等
に
お
い
て
必
要
な
研
究
指
導
を

受
け
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
修
士
課
程
の
教
育
方
法
の
特
例
)

第
十
四
条
修
士
課
程
に
お
い
て
は
、
教
育
上
特
別
の
必
要
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
夜
間
そ
の
他
特
定
の
時
間
又
は
時
期

に
お
い
て
授
業
又
は
研
究
指
導
を
行
う
等
の
適
当
な
方
法
に
よ
り
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教
育
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

(
大
学
設
置
基
準
の
準
用
)

第
十
五
条
大
学
院
の
各
授
業
科
目
の
単
位
数
、
単
位
の
計
算
方
法
、

授
業
日
数
、
授
業
期
間
、
授
業
の
方
法
及
ぴ
単
位
の
授
与
並
び
に

他
の
大
学
院
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
等
に
つ
い
て
は
、
大
学

設
置
基
準
(
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
)
第
二
十
五
条

か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
、
第
二
十
八
条
の
二
、
第
三
十
条
、
第
三

十
一
条
並
ぴ
に
第
三
十
一
条
の
二
第
一
一
項
及
ぴ
第
二
項
(
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
中
「
三
十
単
位
」

と
あ
る
の
は
「
十
単
位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
章
課
程
の
修
了
要
件
等

(
修
士
課
程
の
修
了
要
件
)

第
十
六
条
修
士
課
程
の
修
了
の
要
件
は
、
大
学
院
に
二
年
以
上
在

学
し
、
三
十
単
位
以
上
を
修
得
し
、
か
っ
、
必
要
な
研
究
指
導
を

受
け
た
上
、
当
該
大
学
院
の
行
う
修
士
論
文
の
審
査
及
び
試
験
に

合
格
す
る
こ
と
と
す
る
。

2

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
修
士
課
程
の
目
的
に
応
じ
適
当

と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
特
定
の
課
題
に
つ
い
て
の
研
究
の
成
果

の
審
査
を
も
っ
て
修
士
論
文
の
審
査
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
博
士
課
程
の
修
了
要
件
)

第 1編

第
十
七
条
博
士
課
程
の
修
了
の
要
件
は
、
大
学
院
に
五
年
(
修
士
課

程
を
修
了
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
課
程
に
お
け
る
二
年
の
在

学
期
間
を
含
む
。
)
以
上
在
学
し
、
三
十
単
位
以
上
を
修
得
し
、
か

っ
、
必
要
な
研
究
指
導
を
受
け
た
上
、
当
該
大
学
院
の
行
う
博
士

論
文
の
審
査
及
ぴ
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
在

学
期
間
に
関
し
て
は
、
優
れ
た
研
究
業
績
を
上
げ
た
者
に
つ
い
て

は
、
大
学
院
に
三
年
(
修
士
課
程
を
修
了
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
当

該
課
程
に
お
け
る
二
年
の
在
学
期
間
を
含
む
。
)
以
上
在
学
す
れ
ば

足
り
る
も
の
と
す
る
。

(
学
位
の
授
与
)

第
十
八
条
修
士
課
程
又
は
博
士
課
程
を
修
了
し
た
者
は
、
学
位
規

則
(
昭
和
二
十
八
年
文
部
省
令
第
九
号
)
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

学
位
を
授
与
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
七
章
施
設
及
び
設
備

(
講
義
室
等
)

第
十
九
条
大
学
院
に
は
、
当
該
大
学
院
の
教
育
研
究
に
必
要
な
講

義
室
、
研
究
室
、
実
験
・
実
習
室
、
演
習
室
等
を
備
え
る
も
の
と

す
る
。
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(
機
械
、
器
具
等
)

第
二
十
条
大
学
院
に
は
、
研
究
科
又
は
専
攻
の
種
類
、
教
員
数
及

ぴ
学
生
数
に
応
じ
て
必
要
な
種
類
及
ぴ
数
の
機
械
、
器
具
及
ぴ
標



本
を
備
え
る
も
の
と
す
る
。

(
図
書
及
ぴ
学
術
雑
誌
)

第
二
十
一
条
大
学
院
に
は
、
研
究
科
及
ぴ
専
攻
の
種
類
に
応
じ
て

必
要
な
種
類
及
ぴ
冊
数
の
図
書
及
ぴ
学
術
雑
誌
(
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル

ム
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
)
を
系
統
的
に
整
理
し
て
備
え
る
も
の
と

す
る
。

(
晶
子
部
等
の
施
設
及
ぴ
設
備
の
共
用
)

第
二
十
二
条
大
学
院
は
、
教
育
研
究
上
支
障
を
生
じ
な
い
場
合
に

は
、
学
部
、
大
学
附
置
の
研
究
所
等
の
施
設
及
び
設
備
を
共
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

総則関係

第
八
章

(
事
務
組
織
)

第
二
十
三
条
大
学
院
を
置
く
大
学
に
は
、
大
学
院
の
事
務
を
処
理

す
る
た
め
、
適
当
な
事
務
組
織
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

(
医
学
及
ぴ
歯
学
の
研
究
科
に
関
す
る
特
例
)

第
二
十
四
条
医
学
及
ぴ
歯
学
の
研
究
科
に
関
す
る
基
準
は
、
別
に

定
め
る
。

雑
則

附

1 

〔の
以省
下令則
略は

昭
和
五
十
年
四
月

日
か
ら
施
行
す
る

第 1章

改
正

昭
五
一
文
令
二
九
、
昭
五
三
文
令
四
二
、
平
元
文
令
三
四
、
文
令
四

二
、
平
三
文
令
二
五
、
平
五
文
令
三
二

j¥ 

国
立
学
校
設
置
法
施
行
令
〔
抄
〕

[

一

]

政
令
第
二
三

O
号

一
九
八
四
(
昭
和
五
九
)
年
六
月
二
八
日

国
立
学
校
設
置
法
施
行
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

昭
和
五
十
九
年
六
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

中
曽
根
康
弘

政
令
第
二
百
三
十
号

国
立
学
校
設
置
法
施
行
令

内
閣
は
、
国
立
学
校
設
置
法
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
五
十
号
)

第
二
条
第
二
項
、
第
三
条
の
二
、
第
四
条
、
第
九
条
、
第
九
条
の
二

第
一
一
項
及
ぴ
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

〔
中
略
〕

(
大
学
院
を
置
く
国
立
大
学
の
指
定
等
)

第
二
条
国
立
学
校
設
置
法
(
以
下
「
法
」
と
い
う
。
)
第
三
条
の
二
第

一
項
の
政
令
で
定
め
る
国
立
大
学
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

国
立
大
学
と
し
、
当
該
国
立
大
学
の
大
学
院
に
置
く
研
究
科
の
名

63 



法令・規則

称
及
び
課
程
は
、

お
り
と
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
及
ぴ
下
欄
に
定
め
る
と

第 1編

都大学京

国|
立
大

称

農 工 学薬

事事医

理 経

書究
教学育

文 研
"主P2. 

学研 学 済 学 勿~
研

研勿ブ今しy 

研 学
研勿y怪b， ，フ~ 勿~し 11: 研

研科'1命1，4 

手ヰ
科 科 手ヰ 干キ 科勿~ 草寺 σ〉

名

称

博
士 課
課
程

程

〔
京
大
関
係
の
み
〕

(
研
究
所
を
附
置
す
る
国
立
大
学
の
指
定
等
)

第
三
条
法
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
国
立
大
学
は
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
国
立
大
学
と
し
、
当
該
国
立
大
学
に
附
置
す

る
研
究
所
の
名
称
及
ぴ
目
的
は
、
そ
れ
ぞ
れ
岡
表
の
中
欄
及
ぴ
下

欄
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

都大京
の名 立国

称 大
学 学

数
経済

ウ 所基礎 防 食 木 研原 究結 入 化 研
理 イ 災 車量 材 究 J子 所絞 文 学 qブ~

書研究所
研Hアhし

/レ 物
研所'1胡UE 科学研

研 所エ 胸 科 研 所
ス 理 ~ ネ 部 学 ザ~

所 研
学研究

所 Jレ 疾 研 所
σ〉

~ 所究
ギ 患 ゲ~ 名

所 研 所 称

数
経産業

学スウ に素 用災 貯食 用木 用 用 原 理結 総世 及化
理 理病イ 関粒 の害 蔵糧 の材 のに子 及核 合界 ぴ 学

析解
及 の ル す子 研勿~ に

lこ♂〉 研に 研 関 エ ぴ及 研 文 そに
済 ぴ予ス る論 関す

関生 究関 究 す ネ そぴ 究化 の関 目
そ防の 研そ す産 す るノレ の胸 応す

す関 関す の 及 探並Jl: 
究の る る る 学ギ 応部 関 用る

応ぴ 他 学 研加 学 理 l 用疾 す の特
る る 用治 の 理 究工 理 並の の患 る 研殊

総メ日入 総lロ入
の 療 ぴ

基礎物
及 及 ぴ開 研に 人 究事

研~ にに ぴ 手'I ぴ に発 究関 文 項 的

研 研 関ウ そ 用 そ そ及 す 平寺 (l) 

qブbし ~ すイ 理 σ〉 及 の σ)U る Aイと!: 学
るル 学 応、 ぴ 応 応利 学 σ〉 理
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2 

原
子
炉
に
よ
る
実
験
及
ぴ
こ
れ
に

関
連
す
る
研
究

霊
長
類
に
関
す
る
総
合
研
究

〔
京
大
関
係
の
み
〕

法
第
四
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
研
究
所
は
、
前
項
の
表
に

掲
げ
る
研
究
所
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
国
立
大
学
に

附
置
さ
れ
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
研
究
所
と
す
る
。

原
子
炉
実
験
所

鐙
長
類
研
究
所

国
立
大
学
の
名
称

研

究

所

の

名

称

基
礎
物
理
学
研
究
所
、
数
理
解
析
研
究
所
、
原

子
炉
実
験
所
、
霊
長
類
研
究
所

〔
京
大
関
係
の
み
〕

京
都
大
学

〔
中
略
〕

総則関係

(
国
立
学
校
に
お
け
る
授
業
料
等
の
免
除
又
は
徴
収
の
猶
予
)

第
十
粂
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
そ
の
他
の
費
用
(
こ
れ

ら
に
係
る
延
滞
金
を
含
む
。
以
下
「
授
業
料
等
」
と
い
う
。
)
の
免

除
で
、
経
済
的
理
由
に
よ
っ
て
納
付
が
困
難
で
あ
り
‘
か
っ
、
学

業
優
秀
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
係
る
も
の
又
は
同
条
の
規
定
に
よ

る
授
業
料
等
の
徴
収
の
猶
予
は
、
各
年
度
ご
と
に
、
当
該
年
度
に

係
る
授
業
料
等
に
つ
い
て
、
免
除
又
は
徴
収
の
猶
予
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
の
申
請
に
基
づ
き
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
徴
収
の
循
予
の
期
聞
は
、
当
該
年
度
の
末
日
以
前
の
期
日

第 1章

ま
で
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
前
条
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
等
に
つ
い
て
免
除
を
行
う

場
合
に
お
け
る
当
該
免
除
に
係
る
各
国
立
学
校
ご
と
の
授
業
料
等

の
額
は
、
文
部
大
臣
が
大
蔵
大
臣
と
協
議
し
て
授
業
料
等
の
そ
れ

ぞ
れ
の
費
用
に
つ
い
て
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
文
部
大

臣
が
各
国
立
学
校
ご
と
に
定
め
る
額
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
休
学
、
死
亡
等
や
む

を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
授
業
料
等

の
免
除
に
つ
い
て
は
、
文
部
大
臣
が
大
蔵
大
臣
と
協
議
し
て
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
十
三
条
前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
授
業
料
等
の
免
除
又

は
徴
収
の
循
予
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
文
部
大
臣
が

定
め
る
。附

1 

阿
見

(
施
行
期
日
)

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
国
立
大
学
の
附
属
の
学
校
に
関
す
る
政
令
等
の
廃
止
)

次
に
掲
げ
る
政
令
は
、
廃
止
す
る
。

一
国
立
大
学
の
附
属
の
学
校
に
関
す
る
政
令
(
昭
和
二
十
九
年
政

令
第
四
十
三
号
)

国
立
学
校
に
お
け
る
授
業
料
そ
の
他
の
費
用
の
免
除
又
は
徴

65 
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法令・規則

収
の
猶
予
に
関
す
る
政
令
(
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
九
十
七
号
)

三
国
立
大
学
の
大
学
院
に
置
く
研
究
科
の
名
称
及
ぴ
課
程
を
定

め
る
政
令
(
昭
和
三
十
八
年
政
令
第
九
十
六
号
)

(
国
立
学
校
に
お
け
る
授
業
料
そ
の
他
の
費
用
の
免
除
又
は
徴
収
の

猶
予
に
関
す
る
政
令
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
)

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
、
昭
和
五
十
九
年
度
に
係
る
授
業
料
そ

の
他
の
費
用
の
免
除
又
は
徴
収
の
猶
予
に
関
し
、
前
項
の
規
定
に

よ
る
廃
止
前
の
国
立
学
校
に
お
け
る
授
業
料
そ
の
他
の
費
用
の
免

除
又
は
徴
収
の
猶
予
に
関
す
る
政
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
し
た

申
請
は
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
し
た
申
請
と
み
な
す
。

〔
中
略
〕

第 1編

3 

文
部
大
臣

内
閣
総
理
大
臣

"'" 本木

喜
朗

中
曽
根
康
弘

改
正

昭
六
O
政
令
七
二
、
昭
六
一
政
令
七
O
、
政
令
一

O
五
、
政
令
一
二
三
、

昭
六
二
政
令
八
一
、
政
令
一
四
八
、
昭
六
三
政
令
五
五
、
政
令
一

O
一、

政
令
二
七
八
、
平
元
政
令
七
一
二
、
政
令
一
三
六
、
政
令
一
八
六
、
平
二

政
令
六
O
、
政
令
二
ニ
O
、
政
令
二
八
七
、
平
三
政
令
八
O
、
政
令
一

二
ぺ
平
四
政
令
九
五
、
政
令
一
一
三
、
政
令
二
二
ぺ
平
五
政
令
五

六
、
政
令
一

O
四
、
平
六
政
令
八
六
、
政
令
一
五
九
、
平
七
政
令
一

O

七
、
平
八
政
令
四
八
、
政
令
一
一
九
、
政
令
二
八
八
、
平
九
政
令
八
O
、

政
令
九
九
、
政
令
一
二
六
、
平
一

O
政
令
六
九
、
政
令
一
五
五

九

大
学
設
置
基
準
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
設
置
基
準
の
大
綱
化
〕

[

一

]

文
部
省
令
第
二
四
号

一
九
九
一
(
平
成
三
)
年
六
月
三
日

66 

大
学
設
置
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

大
学
設
置
基
準
(
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
)
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目
次第

一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

第
八
章

第
九
章

第
十
章

附
則

総
則
(
第
一
条
・
第
二
条
)

教
育
研
究
上
の
基
本
組
織
(
第
三
条
1

第
六
条
)

教
員
組
織
(
第
七
条
|
第
十
三
条
)

教
員
の
資
格
(
第
十
四
条

l
第
十
七
条
)

収
容
定
員
(
第
十
八
条
)

教
育
課
程
(
第
十
九
条
第
二
十
六
条
)

卒
業
の
要
件
等
(
第
二
十
七
条
|
第
三
十
三
条
)

校
地
、
校
舎
等
の
施
設
及
び
設
備
(
第
三
十
四
条
|
第
四

十
条
)

事
務
組
織
等
(
第
四
十
一
条
・
第
四
十
二
条
)

雑
則
(
第
四
十
三
条
・
第
四
十
四
条
)



総則関係

〔
中
略
〕

第
一
章
中
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(
自
己
評
価
等
)

第
二
条
大
学
は
、
そ
の
教
育
研
究
水
準
の
向
上
を
図
り
、
当
該
大

学
の
目
的
及
び
社
会
的
使
命
を
達
成
す
る
た
め
、
当
該
大
学
に
お

け
る
教
育
研
究
活
動
等
の
状
況
に
つ
い
て
自
ら
点
検
及
ぴ
評
価
を

行
う
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
点
検
及
び
評
価
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
同
項
の
趣
旨

に
即
し
適
切
な
項
目
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
適
当
な
体
制
を
整

え
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条
の
次
に
次
の
章
名
を
付
す
る
。

第
六
章
教
育
課
程

第
十
九
条
及
ぴ
第
二
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(
教
育
課
程
の
編
成
方
針
)

第
十
九
条
大
学
は
、
当
該
大
学
、
学
部
及
ぴ
学
科
又
は
課
程
等
の

教
育
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
授
業
科
目
を
開
設
し
、

体
系
的
に
教
育
課
程
を
編
成
す
る
も
の
と
す
る
。

2

教
育
課
程
の
編
成
に
当
た
っ
て
は
、
大
学
は
、
学
部
等
の
専
攻

に
係
る
専
門
の
学
芸
を
教
授
す
る
と
と
も
に
、
幅
広
く
深
い
教
養

か
ん

及
ぴ
総
合
的
な
判
断
力
を
培
い
、
豊
か
な
人
間
性
を
函
養
す
る
よ

う
適
切
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第 1章

(
教
育
課
程
の
編
成
方
法
)

第
二
十
条
教
育
課
程
は
、
各
授
業
科
目
を
必
修
科
目
、
選
択
科
目

及
ぴ
自
由
科
目
に
分
け
、
こ
れ
を
各
年
次
に
配
当
し
て
編
成
す
る

も
の
と
す
る
。

第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
を
削
る
。

「
第
七
章
単
位
」
を
削
る
。

第
二
十
五
条
の
見
出
し
を
「
(
単
位
こ
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二

項
を
加
え
る
。

2

前
項
の
単
位
数
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、

一
単
位
の
授
業
科

目
を
四
十
五
時
間
の
学
修
を
必
要
と
す
る
内
容
を
も
っ
て
構
成
す

る
こ
と
を
標
準
と
し
、
授
業
の
方
法
に
応
じ
、
当
該
授
業
に
よ
る

教
育
効
果
、
授
業
時
間
外
に
必
要
な
学
修
等
を
考
慮
し
て
、
次
の

基
準
に
よ
り
単
位
数
を
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

一
講
義
及
ぴ
演
習
に
つ
い
て
は
、
十
五
時
間
か
ら
三
十
時
間
ま

で
の
範
囲
で
大
学
が
定
め
る
時
間
の
授
業
を
も
っ
て
一
単
位
と

す
る
。

二

実

験

、
実
習
及
び
実
技
に
つ
い
て
は
、
三
十
時
間
か
ら
四
十

五
時
間
ま
で
の
範
囲
で
大
学
が
定
め
る
時
聞
の
授
業
を
も
っ
て

一
単
位
と
す
る
。
た
だ
し
、
芸
術
等
の
分
野
に
お
け
る
個
人
指

導
に
よ
る
実
技
の
授
業
に
つ
い
て
は
、
大
学
が
定
め
る
時
間
の

授
業
を
も
っ
て
一
単
位
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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3 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
卒
業
論
文
、
卒
業
研
究
、
卒
業

制
作
等
の
授
業
科
目
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
学
修
の
成
果
を
評

価
し
て
単
位
を
授
与
す
る
こ
と
が
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

こ
れ
ら
に
必
要
な
学
修
等
を
考
慮
し
て
、
単
位
数
を
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

法令・規則第 1編

第
二
十
五
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

第
二
十
六
条
を
削
る
。

「
第
八
章
授
業
」
を
削
る
。

第
二
十
七
条
の
見
出
し
を
「
(
一
年
間
の
授
業
期
間
)
」
に
改
め
、

同
条
中
「
授
業
日
数
」
を
「
授
業
を
行
う
期
間
」
に
、
「
{
疋
期
試
験
等

の
日
数
」
を
「
定
期
試
験
等
の
期
間
」
に
、
「
わ
た
り
二
百
十
日
を
」

を
「
わ
た
る
こ
と
を
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

第
二
十
八
条
を
削
る
。

第
二
十
八
条
の
こ
の
見
出
し
を
「
(
各
授
業
科
目
の
授
業
期
間
こ

に
改
め
、
同
条
中
「
外
国
語
の
演
習
、
体
育
実
技
等
の
授
業
に
つ
い

て
」
を
削
り
、
「
こ
の
限
り
で
な
い
」
を
「
こ
れ
ら
の
期
間
よ
り
短
い

特
定
の
期
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
同

条
を
第
二
十
三
条
と
す
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
お
お
む
ね
五
十
人
」
を
「
授
業
の
方
法

及
ぴ
施
設
、
設
備
そ
の
他
の
教
育
上
の
諸
条
件
を
考
慮
し
て
、
教
育

効
果
を
十
分
に
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
な
適
当
な
人
数
と
す
る
も
の
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。

第
三
十
条
中
「
実
験
・
実
習
、
演
習
」
を
「
演
習
、
実
験
、
実
習
」

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
五
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

、
え
?
匂
。

68 

(
昼
夜
開
講
制
)

第
二
十
六
条
大
学
は
、
教
育
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

昼
夜
開
講
制
(
同
一
学
部
に
お
い
て
昼
間
及
ぴ
夜
間
の
双
方
の
時
間

帯
に
お
い
て
授
業
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
)
に
よ
り
授
業
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

第
九
章
の
章
名
中
「
及
び
学
士
」
を
「
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
中
「
者
」
を
「
学
生
」
に
改
め
、
同
条
に
た
だ
し
書

と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

た
だ
し
、
第
二
十
一
条
第
三
項
の
授
業
科
目
に
つ
い
て
は
、
大

学
の
定
め
る
適
切
な
方
法
に
よ
り
学
修
の
成
果
を
評
価
し
て
単
位

を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
章
中
第
三
十
一
条
を
第
二
十
七
条
と
す
る
。

第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
学
生
が
」
の
下
に
「
大
学
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
加
え
、
「
短
期
大
学
の
授
業
科
目
を
履
修
す
る

こ
と
を
認
め
る
」
を
「
短
期
大
学
に
お
い
て
履
修
し
た
授
業
科
目
に

つ
い
て
修
得
し
た
単
位
を
、
三
十
単
位
を
超
え
な
い
範
囲
で
当
該
大

学
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
」



総則関係

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
を
第
二
十
八
条
と

し
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

(
大
学
以
外
の
教
育
施
設
等
に
お
け
る
学
修
)

第
二
十
九
条
大
学
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
学
生
が

行
う
短
期
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
の
専
攻
科
に
お
け
る
学
修
そ

の
他
文
部
大
臣
が
別
に
定
め
る
学
修
を
、
当
該
大
学
に
お
け
る
授

業
科
目
の
履
修
と
み
な
し
、
大
学
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
単
位

を
与
、
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
に
よ
り
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
は
、
前
条
第
一
項

に
よ
り
当
該
大
学
に
お
い
て
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
単
位
数
と

合
わ
せ
て
三
十
単
位
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

(
入
学
前
の
既
修
得
単
位
等
の
認
定
)

第
三
十
条
大
学
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
学
生
が
当

該
大
学
に
入
学
す
る
前
に
大
学
又
は
短
期
大
学
に
お
い
て
履
修
し

た
授
業
科
目
に
つ
い
て
修
得
し
た
単
位
(
次
条
の
規
定
に
よ
り
修
得

し
た
単
位
を
含
む
。
)
を
、
当
該
大
学
に
入
学
し
た
後
の
当
該
大
学

に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
予
」

と
が
で
き
る
。

2

大
学
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
学
生
が
当
該
大
学

に
入
学
す
る
前
に
行
っ
た
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
学
修
を
、
当

第 1章

該
大
学
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
と
み
な
し
、
大
学
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

前
二
項
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
し
、
又
は
与
え
る
こ
と

の
で
き
る
単
位
数
は
、
編
入
学
、
転
学
等
の
場
合
を
除
き
、
当
該

大
学
に
お
い
て
修
得
し
た
単
位
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
合
わ

せ
て
三
十
単
位
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

(
科
目
等
履
修
生
)

第
三
十
一
条
大
学
は
、
大
学
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
大

学
の
学
生
以
外
の
者
で
一
又
は
復
数
の
授
業
科
目
を
履
修
す
る
者

(
以
下
「
科
目
等
履
修
生
」
と
い
う
。
)
に
対
し
、
単
位
を
与
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

2

科
目
等
履
修
生
に
対
す
る
単
位
の
授
与
に
つ
い
て
は
、
第
二
十

七
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

〔
中
略
〕

附

1 

戸、グ〉

以省
下令則
略は

平
成

年
七
月

日
か
ら
施
n 
す
る
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